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令和元年 第２回定例会

予算決算常任委員会記録（第１号）

午前１０時００分 開会
令和元年９月17日（火曜日）
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情報システム課長 羽 場 隆 文 財 政 課 長 岩 崎 文 彦

管 財 課 長 工 藤 浩 市 民 税 課 長 白 取 靖 夫
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介護福祉課長補佐 相 馬 延 承 こ ど も 家 庭 課 長 佐々木 隆 史

こども家庭課保育係長 佐 藤 洋 佑 国 保 年 金 課 長 田 中 知 巳

健 康 増 進 課 長 一 戸 ひとみ 農 政 課 長 齊 藤 隆 之

り ん ご 課 長 吉 田 秀 樹 農 村 整 備 課 長 八 嶋 範 行

産 業 育 成 課 長 丸 岡 和 明 地 域 交 通 課 長 小山内 孝 紀

公 園 緑 地 課 長 神 雅 昭 岩 木 総 合 支 所 長 戸 沢 春 次

岩木総合支所総務課長補佐 佐 藤 久 明 岩木総合支所民生課長 村 上 聡

相 馬 総 合 支 所 長 田 中 稔 相馬総合支所民生課長 木 村 洋 子
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学 務 健 康 課 長 菅 野 洋 選挙管理委員会事務局次長 古 川 淳 一

───────────────────────────────────────────────

○出席事務局職員

事 務 局 長 高 橋 晋 二 次 長 菊 池 浩 行

次 長 補 佐 前 田 修 議 事 係 長 蝦 名 良 平

総 括 主 査 成 田 敏 教 主 事 工 藤 健 司
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───────────────────────────────────────────────

午前１０時００分 開会

──────────────────────

◎委員長（工藤 光志委員） これより、予算決

算常任委員会を開会いたします。

ただいまの出席委員は28名で、定足数に達して

おります。よって、直ちに会議を開きます。

本定例会において、予算決算常任委員会に付託

された議案は、議案第18号から第29号までの以上

12件であります。

審査に当たりましては、お手元に配付しており

ます日程表のとおり、一般会計、特別会計、企業

会計の順序で進めてまいりたいと思います。

なお、審査に先立ち委員の方にお願いいたしま

す。質疑される方は、質疑する款項目かページを

申し添えて質疑を願います。

答弁される理事者の方へお願いいたします。答

弁する際は、職名を添えて大きな声で委員長に発

言を求めていただきます。また、時間の関係もあ

りますので、答弁は要領よく簡潔に願います。

まず、議案第18号令和元年度弘前市一般会計補

正予算(第３号)を審査に供します。

本案に対する理事者の趣旨説明を求めます。

◎財務部長（須郷 雅憲） 議案第18号令和元年

度弘前市一般会計補正予算(第３号)について御説
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明申し上げます。

その内容は、歳入歳出予算の総額に８億1465万

1000円を追加し、補正後の額を774億8469万6000

円とするほか、繰越明許費の設定及び地方債の補

正をしようとするものであります。繰越明許費

は、弘前市プレミアム付商品券事業に係る経費な

ど２件を設定するものであります。地方債の補正

は、小規模治山事業などに係る変更４件でありま

す。

それでは、歳出予算について御説明申し上げま

すので、13ページをお開き願います。

２款総務費１項総務管理費１目一般管理費の

2798万4000円は、令和２年度からの会計年度任用

職員制度の運用に伴う人事給与システム改修業務

委託料を計上するものであります。

３目財産管理費の２億9030万3000円は、平成30

年度決算における実質収支の確定に伴い、財政調

整基金積立金を追加するものであります。

４目企画費の4512万2000円は、今年度のふるさ

と納税寄附金が当初予算を上回る見込みであるこ

とから、寄附に対する返礼品等に係る経費を追加

するものであります。

12目諸費の631万1000円は、児童扶養手当など

の過年度に実施した事業費の確定に伴う国県支出

金等返還金であります。

３款民生費１項社会福祉費１目社会福祉総務費

の３億1950万9000円は、弘前市プレミアム付商品

券発行等業務委託料として2920万7000円、地域福

祉基金積立金として２億9030万2000円をそれぞれ

追加するものであります。

３目老人福祉費の99万円は、介護保険特別会計

において、今年度から実施しているパワリハ運動

教室に係る委託料の追加に伴い、介護保険特別会

計への繰出金を追加するものであります。

14ページをお開き願います。

２項児童福祉費２目児童運営費の8327万5000円

は、本年10月からの幼児教育保育無償化に伴う認

可外保育施設等の利用給付に係る経費などを計上

するものであります。

４款衛生費１項保健衛生費６目保健活動費の

263万2000円は、マイナンバー制度を活用した市

町村間での乳幼児健診等の情報連携に対応するた

め、健康管理システム改修業務委託料を計上する

ものであります。

15ページにかけての６款農林水産業費１項農業

費３目農業振興費の436万9000円は、人・農地問

題解決加速化支援事業に係る営農状況調査業務委

託料などの経費を追加するものであります。

15ページの６目農地費の800万円は、農業用た

め池の管理及び保全に関する法律に基づく対策と

して、ため池マップ作成業務委託料及び浸水想定

区域図作成業務委託料を計上するものでありま

す。

２項林業費２目林業振興費の1360万円は、本年

４月に施行された森林経営管理法に基づいた森林

の経営管理に要する委託料などの経費を計上する

ほか、小規模治山事業に係る財源調整でありま

す。

16ページをお開き願います。

７款商工費２項公園費４目弘前公園整備費の

600万円は、天守耐震補強と石垣の安定性との整

合性を明確にする必要があるため、弘前城天守他

耐震診断等業務委託料を追加するものでありま

す。

９款消防費１項消防費３目消防施設費の655万

6000円は、消防団配備車両の更新に当たり、車両

単価が当初の見込みより上昇したことに伴い、消

防自動車購入費を追加するものであります。

10款教育費５項保健体育費２目体育施設費は、

財源調整であります。

次に、歳入予算について申し上げますので、６

ページにお戻り願います。
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歳出予算に対応する特定財源として、16款国庫

支出金、17款県支出金、20款繰入金、22款諸収入

及び23款のうち臨時財政対策債を除く市債をそれ

ぞれ計上し、２款地方譲与税、19款寄附金及び21

款繰越金の追加、23款の臨時財政対策債の減額を

行うほか、12款地方交付税の追加6568万8000円を

もって全体予算の調整を図ったものであります。

以上であります。

◎委員長（工藤 光志委員） 本案に対し、御質

疑ありませんか。

◎９番（千葉 浩規委員） 私からは、三つ質問

させていただきます。まずは、６款１項６目の市

営ため池緊急防災対策事業について、今回実施さ

れる事業の概要と期待される効果について答弁を

お願いします。

二つ目は、６款２項２目の森林経営管理事業に

ついてです。これについても、今回実施される事

業の概要と期待される効果を答弁お願いします。

三つ目は、６款１項３目の人・農地問題解決加

速化支援事業追加について、これも今回実施され

る事業の概要と期待される効果、まず答弁をお願

いします。

◎農村整備課長（八嶋 範行） 私のほうから

は、市営ため池緊急防災対策事業の概要、その効

果、それと森林経営管理事業についての概要及び

その効果について答弁いたします。

ため池のほうなのですが、ため池の適正な管理

及び保全が行われる体制を整備し、ため池の決壊

による被害の防止をすることを目的とした農業用

ため池の管理及び保全に関する法律が本年７月１

日に施行されました。県と市のほうでは、相互に

連携を図りながら緊急時の迅速な避難行動につな

げる対策の一つとして、ため池マップの作成50カ

所、それと浸水想定区域図の作成７カ所をするも

のです。

ため池マップの作成は、防災重点ため池につい

て、名称、所在地、諸元、管理者緊急時の連絡

先、それから最寄りのアメダス等を表示した図面

を作成するものです。

浸水想定区域図の作成は、防災重点ため池につ

いて、決壊した場合の浸水想定範囲を表示した図

面を作成することになります。

効果といたしましては、どちらも市のホーム

ページ等で周知し、緊急時の迅速な状況把握や避

難行動につなげていただけるものと考えておりま

す。

次に、森林経営管理事業についての概要と効果

について、本年４月に施行された森林経営管理法

に基づき、市は森林の今後の経営管理に係る意向

調査を行い、適切な経営管理が必要な森林につい

て、意欲と能力のある森林経営者に当該森林の経

営を委託するとともに、これができない森林の経

営は、市が行うことになります。

効果といたしましては、適切な経営管理が行わ

れていない私有の人工林に対し、間伐、伐採、植

栽などの適切な経営管理が行われることで、林業

の成長産業化や土砂災害防止、温暖化防止などの

森林の有する公益的機能の維持増進につながるこ

とが期待されます。

◎農政課長（齊藤 隆之） 私のほうからは、

人・農地問題加速化支援事業について、事業の概

要と期待される効果をお答えいたします。

当該事業は、各集落地域が抱える人と農地の問

題を地域農業者が話し合いを通じて認識・共有

し、今後の地域農業のあり方、それから地域の中

心となる経営体の将来展望などを明確化するとい

うことによりまして、持続可能な力強い農業の実

現を図ることを目的とするものでありまして、具

体的な取り組み内容といたしましては、市内10地

域において集落座談会を年２回、これは夏と冬の

農閑期に実施しておりますけれども、こちらのほ

うを開催いたしまして、各地域ごとに中心となる
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経営体や今後の地域農業のあり方を人・農地プラ

ンとして作成しております。

本年の５月でありますけれども、農地中間管理

事業の推進に関する法律の一部改正に伴いまし

て、この人・農地プランを地域農業の現状や農業

者の意向を反映したより実質的なものとするため

に、農業者の皆様に対しまして、おおむね５年か

ら10年後の農地の利用意向調査に関するアンケー

ト調査を行いまして、その結果をもとに農業者の

年齢階層別就農とか、後継者の確保の状況などを

落とし込んだ地図を作成いたします。

その後、アンケート調査や地図をもとに市が地

域農業の将来方針のたたき台を作成いたしまし

て、集落座談会において、地域の農業者や関係機

関等が地図を広げながら話し合い、地域の農業を

誰が担っていくのかなどの将来方針を決定するこ

とになります。

期待される効果といたしましては、地域での徹

底した話し合いにより、地域農業を誰が担ってい

くのかといったことが明確になりまして、農地の

集積、集約化が促され、効率的な農地利用や農業

経営の安定化とともに地域農業の活性化や農地の

保全が期待されているところであります。

◎９番（千葉 浩規委員） それでは、再質問さ

せていただきます。

まず、ため池のほうですけれども、この事業の

財源は100％国の補助で、市が事業を進めるとい

うことになるわけですけれども、答弁によると、

国、県、市がそれぞれ連携してということでした

けれども、国、県、市の役割分担というものはど

うなっているのか、答弁をお願いします。

次は、森林経営管理事業についてなのですけれ

ども、意向調査を行うということですけれども、

森林所有者が今後の経営や管理を続けることが困

難といった場合に、市が必要かつ適当と認めた森

林については、委託を受けたり、ほかの事業者に

委託するということだったのですけれども、所有

者の同意がなくても市が当該私有林の管理権を設

定するということが可能なのか、そういうことを

しようとしているのか、その答弁をお願いしま

す。

三つ目の人・農地問題解決加速化事業のほうに

ついてですけれども、市が将来のたたき台を作成

するということだったのですが、市役所のほうで

たたき台を作成するというのは大変な仕事だし、

また、大変重要な仕事だと思うのですけれども、

どのような形で作成されていくのか、答弁をお願

いします。

◎農村整備課長（八嶋 範行） 私のほうから

は、ため池の国、県、市の役割と森林経営管理事

業における、今後、委託を受けることは強制なの

かというようなところについて答弁いたします。

農業用ため池の管理及び保全に関する法律で

は、都道府県及び市町村は、相互に連携を図りな

がら農業用水の確保、決壊による水害、その他の

災害を防止する施策を講ずるよう努めることとさ

れております。国は、広域的な見地からの調整、

その他必要な支援を行うよう努めることとされて

おります。

例えといたしましては、県のほうは、防災重点

ため池の選定やデータベースの整備、管理などに

なります。市は、農業用ため池の管理状況の把

握、周辺住民の避難対策など、国は、ため池防災

支援システム等の開発や各種マニュアルの作成、

広域的知見からの調整などになります。

林業経営管理事業についてのほうです。

森林所有者が今後の経営や管理を続けることが

困難ということについての扱い方ということです

が、所有者本人との面談や現地調査により、合意

の上委託を受けるものであり、強制で対応すると

いうものではありません。

◎農政課長（齊藤 隆之） たたき台をどのよう
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に作成するかということでございますけれども、

具体的にはアンケート調査を行います。このアン

ケート調査というのが、農業者の年齢階層、それ

から後継者の有無といった部分、あとは貸し付け

意向のある農地、こういったものをお尋ねするこ

とになります。

それを地図に落とし込むということになるので

すけれども、地図上の表記としては、例えば後継

者がどうしても必要な世代でどのぐらいの後継者

を確保されているのかといったことや、５年後、

10年後に、この階層の人たちがどうなっているの

かといういったものを地図に落とし込んで見える

化するというふうな作業をするといったことをも

とにして、例えば中心経営体である認定農業者・

誰々に集約していかなければいけないといった方

向性であるとか、地域の認定農業者では、現状で

は規模拡大がいっぱいいっぱいだというふうな状

況の地域であれば、新規就農者にあっせんしてい

くといったことについて将来方針案を作成してい

くというふうなことを考えてございます。

この将来方針のたたき台につきましては、委託

等は行わずに、市が直接作成するというふうなこ

とで現在のところ考えているところでございま

す。

◎９番（千葉 浩規委員） 最後の質問ですけれ

ども、人・農地問題解決加速化についてですけれ

ども、農業者等による協議が持たれるということ

なのですけれども、農業者等といった場合、その

対象になるのはどのような農家なのか。例えば新

規農業者なんかも含めてなのかということと、あ

と、協議する場合に、農業委員会とか農協の役割

というのはどういうものなのか、答弁をお願いし

ます。

◎農政課長（齊藤 隆之） 集落座談会の参加者

ということですけれども、こちらのほうは農地の

受け手となる担い手の方はもちろんでございます

けれども、出し手となる農地の所有者の方、あと

は新規参入を希望されている方、地域農業に関心

のある方、本当に幅広で参加をいただくというふ

うなことを想定しているところでございます。

また、農業委員、農業協同組合等の役割という

ことでございますけれども、こちらのほうにつき

ましては、農業委員等につきましては、集落座談

会への参加の呼びかけはもちろんでありますけれ

ども、地域の話し合いを円滑に進めるための助言

であるとか、農業委員が持っている情報の提供を

行っていただくといったようなコーディネーター

役を想定しておりまして、将来方針の作成に重要

な役割を担っていただきたいと考えております。

◎２０番（石田 久委員） 14ページで、児童運

営費の子育てのための施設等利用給付費について

質問したいと思います。

今回は、これを見ますと、なかなかわからな

かったのですけれども、概要のところに幼児教育

保育の無償化に伴う認可外保育施設等の利用給付

ということで書いてありますので、その辺につい

てを質問したいと思います。

一つは、これは認定外ですので、まずは施設の

現状、どのぐらい施設があってどうなのかという

ところをまずお答えしていただきたいのと、それ

と、利用の児童数とか、そういうようなことにつ

いてお答えしていただきたいと思います。

それから、今回、国がこういうふうな形で、認

定外のところも質の確保ということでこれが多分

出されたと思うのですけれども、認定外でも基準

があると思うのですけれども、それを国のほうで

は、例えば何年間ぐらいはこういうふうにしてや

ればちゃんと支給しますよとかあると思うのです

けれども、その辺についてお伺いしたいと思いま

す。

それから、あと１点は、13ページの弘前市プレ

ミアム付商品券の事業追加ということなのですけ
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れども、これも金額が多いので、2920万7000円と

いうことなのですけれども、主に事業追加という

のはどういうことなのか、お答えしていただきた

いと思います。

◎こども家庭課長（佐々木 隆史） 子育てのた

めの施設等利用給付の対象施設についてお答えい

たします。

当市における子育てのための施設等利用給付の

対象施設につきましては、幼稚園が３施設、認可

外保育施設が９施設、幼稚園認定こども園におけ

る預かり保育が35施設、保育所認定こども園にお

ける一時預かり事業が55施設、病児保育事業が４

施設となっております。

今回の無償化にかかわる対象児童数について

は、ゼロ歳から２歳児の対象者数は20人程度とい

うことで見込んでおります。また、３歳児から５

歳児の対象者数については630人ほどということ

で見込んでおります。

◎こども家庭課保育係長（佐藤 洋佑） 私のほ

うから認可外保育施設の無償化に係る部分の質の

確保、基準ということについてお答えいたしま

す。

今回の無償化に関しまして、子育てのための施

設等利用給付、新制度に移行しない幼稚園とか、

あと認可外保育施設なのですけれども、認可外保

育施設については、県が定める認可外保育施設の

運営基準というものがございます。今回の無償化

に関しましては、国の法律の中で、法律の施行か

ら５年間、無償化開始から５年間については、県

への認可外保育施設の運営の届け出のみで足りる

というところで基準が定められているところでご

ざいます。

◎福祉総務課長（秋田 美織） プレミアム付商

品券事業の補正の内容でございます。

平成30年度補正予算と令和元年度当初予算にお

いて予算措置をしておりましたが、本事業は国の

全額補助により実施するため、この計上の時点で

は国が示す目安額と同額として３億2174万円を計

上していたところです。しかしながら、制度設計

を行う中で事業費の積算を整理したところ、全体

として不足が見込まれるため、その所要額である

2920万7000円を今回の補正に計上したものでござ

います。

◎２０番（石田 久委員） まず、無償化の認可

外保育施設等についてなのですけれども、認可外

ということで、先ほど答弁がなかなか聞こえな

かったのですけれども、ゼロ歳から２歳までは20

人ぐらいだという話と、３歳から５歳までは630

人ぐらいが認可外で入所されているということな

のか、ちょっとその辺がわからなかったものです

から。要は、認可外の保育所、例えばベビーシッ

ターとかさまざまな認可外のところがあるのです

けれども、全国的には、例えばベビーシッターを

やっているところも今度認可外でやる中で、亡く

なっている子供もいるので、そういう意味では、

この基準を、指導監督を強くするとか、そういう

形で５年間どうのこうのという形で今回出された

のかなと思うのですけれども、弘前市の場合は認

可外保育は、例えば主にどのぐらいの数があっ

て、認可外でベビーシッターとかいろいろなもの

があると思うのですけれども、そこのところをも

う少し詳しくお知らせしていただきたいというと

ころです。

認可外保育は、弘前市の場合はふえているのか

減っている傾向なのか。その辺について、もしわ

かればお答えしていただきたいと思います。

やはり国のほうでは、全国的には保育園になか

なか入れない子供がいるわけですけれども、弘前

市の場合は、資料を見ますと、かなり大体希望ど

おり入っている子供たちが多くいるというような

お話ですけれども、その辺について、その中で市

はどういうふうな形で認可外のところを行ってい
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るのか、お答えしていただきたいと思います。

それから、プレミアムのところなのですけれど

も、３億2000万円で、これがプラスして国が全額

ということですけれども、その中で、今回の商品

券とかそういうような実施に当たり、対象者への

周知はどのような状況なのか、その辺についてお

答えしていただきたいと思います。

◎こども家庭課長（佐々木 隆史） 先ほど630

人ほどということでお答えしましたけれども、認

可外の９施設においての対象者数ということで申

しますと、約70人を想定しております。

また、認可外の施設がふえているかどうかとい

うことでございますけれども、現状ふえていない

状況です。理由としては、認可外施設が認可施設

のほうへ転用しているという状況がありまして、

その中で認可外のほうが少なくなってきていると

いうことでございます。

◎福祉総務課長（秋田 美織） 対象者への周知

の状況でございますが、一般的には、まずポス

ターの掲出をしております。そのほか、対象とな

る本人への通知につきましては、非課税の方に対

して既に一通り申請書の用紙の送付を終えてござ

います。現在審査をしておりまして、審査が終わ

り次第、９月下旬、数日中に審査の終わった方か

ら、またあわせて、子育て世帯の対象者に対して

購入引きかえ券を送付することで通知にかえてご

ざいます。

◎１９番（一戸 兼一委員） 今の民生費でお聞

きしますけれども、まず、認可外に対して今、弘

前市は給付を決定したみたいでありますけれど

も、これは、国のほうでは認可外に支給するかし

ないかは各自治体の判断に任せたはずなのですけ

れども、弘前市はどういう判断でもって給付を決

定したのか。

それからまた、認可外の場合は監査権も何もな

いはずであり、県の認可でオーケーというふうに

なっているわけだけれども、今後、内部の適正な

運営、保育がなされているかどうかの確認とか、

無償化の対象にして金を払うわけだけれども、そ

れに対してはどのような対応をしていけるのです

か。もしかしたら何もしていけないのではないで

すか、金は払うけれども。その点いかがでしょう

か。

◎こども家庭課保育係長（佐藤 洋佑） まず認

可外保育施設に対しての無償化に対する給付費の

決定についてですが、この制度自体が、国におい

て幼児教育の無償化ということで、入れない子供

たちに対して、待機児童の問題だとかそういった

もの、さまざまございますので、まずはそこのと

ころの解消というところで、認可外保育施設につ

いても給付費を支給することで、その辺の解消と

いうところも含めてございます。

市の場合でも、保育所に入れない子供たち、待

機児童というものも年度末には発生している状況

であります。その部分のことについても対応する

ために、今回国の基準にしたがって市のほうでも

実施することとしたものであります。

認可外保育施設の基準についてなのですけれど

も、県のほうともその辺の確認を行いまして、弘

前市において給付の部分で認可外保育施設が９施

設ございますけれども、そこの部分の確認は制度

が始まってからすぐに県のほうで監査を行うと、

指導のほうを行うというところで報告は受けてお

ります。

今後についても、県の認可外保育施設の指導の

部分については市のほうでも随行しながら行って

おりますので、連携しながら対応してまいりたい

と考えております。

◎１９番（一戸 兼一委員） 国では、認可施設

が不足で待機児童が発生している状況において

は、認可外に対しても当然必要な施設と認めると

いうことで給付を認めたのであって、我が弘前市
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は、太古の昔からではないけれども、前市政の時

代から待機児童はゼロということを常にうたって

きたのですよ。今、待機児童が４月になれば発生

するという言葉も言ってはならない言葉ではない

ですか。弘前市は待機児童はゼロですよ。だから

常に、待機児童はゼロではないのだよということ

を私は認識していただきたいのですよね。今も待

機児童はゼロではない、実質は。実質は入りたい

と希望している人たちが、どこかあいていれば入

れないわけだから、待機児童にならないという法

の盲点でもって待機児童がゼロになっているだけ

で、実質は待機児童はいるわけですよ。そのこと

を忘れないでほしいから、今質問しているのです

よ。

私は、認可外には出すべきでないとかと言って

いるわけではないのですよ。待機児童はいるのだ

という認識を持って対応してほしいと。常に言え

ば、待機児童はゼロだ、30分以内で入れるところ

があれば、そこで、待機にならないですよ、これ

はという、保留になってしまうと。そこの問題な

のですね。しっかりと実質待機はいるのだよとい

うのを認識をしていただきたい。そういうことで

す。要望で終わります。

◎２３番（越 明男委員） 二つほど。二つとも

16ページです。

７款２項４目弘前城重要文化財事業追加。事業

の内容を確認したいということと、それから追加

の理由、事業の内容と連動するのですけれども。

財源のところをちょっと見たら、国からの応援も

あるようなのですけれども、今どうして事業の追

加が必要になったのかというあたりをひとつ御説

明ください。

それから、９款１項３目消防の自動車整備事業

追加。消防自動車だというのはわかりますけれど

も、金額の見積もりの違いですか、それとも台数

をふやすということなのでしょうか。そこら辺の

事業の追加理由をお示ししてください。

それから、財源のところも見たのですけれど

も、655万円のほとんどが地方債というふうに

なっているのですけれども、これはあれですか、

国、県からの応援というのは、事業追加の場合は

ないという意味なのですか。それとも、もともと

財源はほとんど地方債及び自主財源で賄うという

ことですか。自動車購入の場合の財源のあり方も

少し含めて御答弁いただければありがたいです。

◎公園緑地課長（神 雅昭） 私のほうからは、

弘前城重要文化財保存修理事業について、まずは

事業内容等についてお答えいたします。

まず、重要文化財保存修理事業ですけれども、

弘前公園には天守のほかに三つのやぐら、五つの

城門がございます。これ全て国の重要文化財でご

ざいまして、これらの屋根とか壁とかが大分老朽

化が進んでございます。それをもとに、今後修理

をしていかなければならなくなってきたというこ

とで、まずは耐震診断を、天守だけは耐震診断を

行ってございますけれども、それ以外は耐震診断

も行っていないということで、まずは耐震診断を

始めて、修理のほうに移行していきたいと思って

ございます。

次に、なぜ今この時点で補正をつけたのかとい

うことなのですけれども、石垣の修理の工事に伴

いまして、解体工事が去年で終わってございま

す。ただ、今度積み直しに移行するわけですけれ

ども、想定外の大規模な遺構が出てきていた。例

えば排水遺構であるとか井戸遺構だとか、あと、

大正の修理のときに施された石垣積み、間知積み

ですけれども、そういうものが出てきたいうこと

で、それをどういうふうに保護しながら積み直し

につなげていけばいいのかということがございま

す。それについて今検討している最中なのですけ

れども、その事業と並行して天守の耐震補強の検

討にも入ってございます。
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ですので、その耐震補強のために天守をどうい

うふうに保護していけばいいのかということで、

その積み直しの石垣の安定性と整合性をとるため

に、急遽その天守が乗っていた地山のボーリング

調査、そこの正確な土の特性、その数値をもって

安定計算解析を石垣修理委員会及び文化庁からす

ぐ行うようにという指導のもとで、今補正で上げ

てございます。

◎防災課長（高山 知己） 消防自動車の整備事

業の追加の理由ということでございます。

今年度、消防自動車のほうを６台、更新を予定

してございます。追加の理由でございますけれど

も、ベースとなる車両がモデルチェンジによりま

して排気ガス規制の対応のエンジンになったり、

安全装備が標準装備されるということで増額に

なっているものでございます。６台でございま

す。

それから、財源ということでございますけれど

も、消防自動車はある程度、20年とか、そういう

形で長期で使っていくものですので地方債で対応

しておりますが、現状のところでは、大変有利な

財源であります緊急防災・減災事業債というもの

で、対象にならない部分を除いて10割入ってき

て、交付税措置等もある有利なものを使って購入

しているところでございます。

◎委員長（工藤 光志委員） ほかに御質疑あり

ませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

◎委員長（工藤 光志委員） 質疑なしと認め、

これをもって質疑を終結いたします。

討論に入ります。

本案に対し、御意見ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

◎委員長（工藤 光志委員） 意見なしと認め、

これをもって討論を終結いたします。

採決いたします。

本案は、原案のとおり決するに御異議ありませ

んか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

◎委員長（工藤 光志委員） 御異議なしと認め

ます。

よって、本案は原案のとおり可決いたしまし

た。

──────────────────────

◎委員長（工藤 光志委員） 次に、議案第19号

令和元年度弘前市国民健康保険特別会計補正予算

(第１号)を審査に供します。

本案に対する理事者の趣旨説明を求めます。

◎健康こども部長（外川 吉彦） 議案第19号令

和元年度弘前市国民健康保険特別会計補正予算

(第１号)について御説明申し上げます。

国１ページをお開き願います。

この補正予算は、歳入歳出予算の総額に７億

2046万円を追加し、補正後の額を199億4998万

1000円としようとするものであります。

歳出予算から御説明申し上げますので、国７

ページをお開き願います。

５款１項１目財政調整基金積立金の７億2046万

円の追加は、平成30年度決算による剰余金を国民

健康保険財政調整基金条例に基づき積み立てしよ

うとするものであります。

次に、歳入予算について御説明申し上げますの

で、国４ページにお戻り願います。

８款繰越金の７億2046万円は、平成30年度決算

による剰余金を計上するものであります。

説明は以上であります。

◎委員長（工藤 光志委員） 本案に対し、御質

疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

◎委員長（工藤 光志委員） 質疑なしと認め、

これをもって質疑を終結いたします。

討論に入ります。
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本案に対し、御意見ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

◎委員長（工藤 光志委員） 意見なしと認め、

これをもって討論を終結いたします。

採決いたします。

本案は、原案のとおり決するに御異議ありませ

んか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

◎委員長（工藤 光志委員） 御異議なしと認め

ます。

よって、本案は原案のとおり可決いたしまし

た。

──────────────────────

◎委員長（工藤 光志委員） 次に、議案第20号

令和元年度弘前市後期高齢者医療特別会計補正予

算(第２号)を審査に供します。

本案に対する理事者の趣旨説明を求めます。

◎健康こども部長（外川 吉彦） 議案第20号令

和元年度弘前市後期高齢者医療特別会計補正予算

(第２号)について御説明申し上げます。

後１ページをお開き願います。

この補正予算は、歳入歳出予算の総額に3086万

4000円を追加し、補正後の額を18億4203万2000円

としようとするものであります。

歳出予算から御説明申し上げますので、後７

ページをお開き願います。

２款１項１目後期高齢者医療広域連合納付金の

3086万4000円の追加は、市が平成31年３月から令

和元年５月までに収納した平成30年度分の保険料

を青森県後期高齢者医療広域連合に納付するた

め、追加計上するものであります。

次に、歳入予算について御説明申し上げますの

で、後４ページにお戻り願います。

５款繰越金の3086万4000円は、平成30年度決算

による剰余金を計上するものであります。

説明は以上であります。

◎委員長（工藤 光志委員） 本案に対し、御質

疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

◎委員長（工藤 光志委員） 質疑なしと認め、

これをもって質疑を終結いたします。

討論に入ります。

本案に対し、御意見ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

◎委員長（工藤 光志委員） 意見なしと認め、

これをもって討論を終結いたします。

採決いたします。

本案は、原案のとおり決するに御異議ありませ

んか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

◎委員長（工藤 光志委員） 御異議なしと認め

ます。

よって、本案は原案のとおり可決いたしまし

た。

──────────────────────

◎委員長（工藤 光志委員） 次に、議案第21号

令和元年度弘前市介護保険特別会計補正予算(第

２号)を審査に供します。

本案に対する理事者の趣旨説明を求めます。

◎福祉部長（番場 邦夫） 議案第21号令和元年

度弘前市介護保険特別会計補正予算(第２号)につ

いて御説明申し上げます。

介１ページをごらん願います。

この補正予算は、歳入歳出予算の総額に７億

4087万1000円を追加し、補正後の額を196億564万

6000円にしようとするものであります。

歳出予算から御説明申し上げますので、介８

ページをお開き願います。

３款１項２目一般介護予防事業費の792万1000

円の追加は、パワリハ運動教室の増加に伴いまし

て委託料を追加計上するものであります。

４款１項１目財政調整基金積立金の４億388万
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8000円の追加は、平成30年度決算による剰余金を

介護保険財政調整基金条例に基づいて積み立てし

ようとするものであります。

６款１項３目償還金の３億2906万2000円の追加

は、平成30年度介護給付費、地域支援事業費の確

定に伴い、国庫負担金、県負担金等の超過交付に

係る返還金を追加計上するものであります。

次に、歳入予算について御説明申し上げますの

で、介４ページにお戻り願います。

３款国庫支出金の198万1000円の追加は、歳出

のパワリハ運動教室業務委託料に伴う交付金を追

加計上するものであります。

４款支払基金交付金の213万9000円の追加は、

歳出のパワリハ運動教室業務委託料に伴う交付金

を追加計上するものであります。

５款県支出金の99万円の追加は、歳出のパワリ

ハ運動教室業務委託料に伴う交付金を追加計上す

るものであります。

７款繰入金の３億3187万3000円の追加は、歳出

のパワリハ運動教室業務委託料に伴う一般会計繰

入金の追加計上及び平成30年度介護給付費等の確

定に伴う国等への返還金の財源を財政調整基金か

ら繰り入れしようとするものであります。

９款繰越金の４億388万8000円の追加は、平成

30年度決算による剰余金を新たに計上するもので

あります。

説明は以上であります。

◎委員長（工藤 光志委員） 本案に対し、御質

疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

◎委員長（工藤 光志委員） 質疑なしと認め、

これをもって質疑を終結いたします。

討論に入ります。

本案に対し、御意見ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

◎委員長（工藤 光志委員） 意見なしと認め、

これをもって討論を終結いたします。

採決いたします。

本案は、原案のとおり決するに御異議ありませ

んか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

◎委員長（工藤 光志委員） 御異議なしと認め

ます。

よって、本案は原案のとおり可決いたしまし

た。

──────────────────────

◎委員長（工藤 光志委員） 次に、議案第22号

令和元年度弘前市水道事業会計補正予算(第１号)

を審査に供します。

本案に対する理事者の趣旨説明を求めます。

◎上下水道部長（坂田 一幸） 議案第22号令和

元年度弘前市水道事業会計補正予算(第１号)につ

いて御説明申し上げます。

今回の補正は、令和２年度から樋の口浄水場等

建設及び運転管理事業を実施するため、業務に要

する経費について地方自治法第214条の規定に基

づき債務負担行為を設定しようとするものであり

ます。

水１ページをお開き願います。

第５条に、債務負担行為として、債務負担行為

をすることができる事項、期間及び限度額を定め

るものであります。そのほか、水２ページには債

務負担行為に関する調書、水３ページから水４

ページにかけては会計に関する書類における注記

を添付してございますので、御参照くださるよう

お願いいたします。

以上であります。

◎委員長（工藤 光志委員） 本案に対し、御質

疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

◎委員長（工藤 光志委員） 質疑なしと認め、

これをもって質疑を終結いたします。
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討論に入ります。

本案に対し、御意見ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

◎委員長（工藤 光志委員） 意見なしと認め、

これをもって討論を終結いたします。

採決いたします。

本案は、原案のとおり決するに御異議ありませ

んか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

◎委員長（工藤 光志委員） 御異議なしと認め

ます。

よって、本案は原案のとおり可決いたしまし

た。

──────────────────────

◎委員長（工藤 光志委員） これより、平成30

年度一般会計及び各特別会計並びに各企業会計決

算審査に入りますが、ここで、委員長より委員各

位に申し上げます。

決算審査に当たり、14名の委員から、議会運営

申し合わせに基づく質疑通告がありました。審査

の方法については、一般会計歳出は款ごとに、一

般会計歳入は一括とし、その他会計は会計ごとの

審査区分に分けて質疑に入ります。

質疑は、審査区分ごとの会派順送りで行うこと

とし、事前に質疑通告をされた委員から質疑に入

ります。

また、質疑通告をしていない委員の質疑は、通

告者全員の質疑が終了後に改めて審査区分ごとの

会派順送りで行います。

次に、無所属議員は、会派による質疑終了後に

質疑をお願いいたします。

以上でありますので、御協力方よろしくお願い

いたします。

それでは、議案第23号平成30年度弘前市一般会

計歳入歳出決算の認定についてを審査に供しま

す。

まず、一般会計歳出のうち、１款議会費に対す

る理事者の趣旨説明を求めます。

◎議会事務局長（高橋 晋二） １款議会費の決

算について御説明申し上げます。

52ページ、53ページをお開き願います。

１項議会費は、議会運営にかかわる経費であり

まして、予算現額４億3123万9000円に対しまし

て、支出済額が４億1336万1613円で、1787万7387

円の不用額となっております。

不用額の主なものを申し上げます。19節負担

金、補助及び交付金1160万4288円は、政務活動費

交付金の返還などによるものであります。

以上でございます。

◎委員長（工藤 光志委員） 本款に対しては、

質疑通告がありません。

引き続き、質疑通告をしていない委員の質疑に

入ります。

順次、会派を指名いたします。

まず、滄洸会の御質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

◎委員長（工藤 光志委員） 次に、創和会の御

質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

◎委員長（工藤 光志委員） 次に、木揚公明の

御質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

◎委員長（工藤 光志委員） 次に、日本共産党

の御質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

◎委員長（工藤 光志委員） 次に、弘新会の御

質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

◎委員長（工藤 光志委員） 次に、さくら未来

の御質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

◎委員長（工藤 光志委員） 次に、無所属議員
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の御質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

◎委員長（工藤 光志委員） 質疑なしと認め、

これをもって、１款議会費に対する質疑を終結い

たします。

──────────────────────

◎委員長（工藤 光志委員） 次に、２款総務費

に対する理事者の趣旨説明を求めます。

◎財務部長（須郷 雅憲） ２款総務費の決算に

ついて御説明申し上げます。

52ページから77ページにかけての１項総務管理

費は、企画部、総務部、財務部、市民生活部等に

係る経費でありまして、予算現額51億8382万7000

円に対しまして、支出済額は49億5981万149円、

翌年度繰越額は3249万7000円で、１億9151万9851

円の不用額となっております。翌年度繰越額の繰

越明許費は、地域おこし協力隊導入事業及びサン

ライフ弘前整備事業に係るものであります。

それでは、不用額の主なものを申し上げます。

54、55ページをお開き願います。

１目一般管理費のうち、13節委託料の956万

9931円は、弘前公園等公衆無線ＬＡＮ環境整備業

務委託料に係る契約差額などによるものでありま

す。

62、63ページをお開き願います。

３目財産管理費のうち、15節工事請負費の806

万7993円は、旧樋の口分庁舎解体事業に係る事業

費の確定などによるものであります。

４目企画費のうち、13節委託料の1401万7920円

は、いいかも!!弘前応援事業(ふるさと納税寄附

金推進事業)に係る事業費の確定などによるもの

であります。

72、73ページをお開き願います。

９目住民自治振興費のうち、19節負担金、補助

及び交付金の619万4884円は、市民参加型まちづ

くり１％システム支援事業に係る事業費の確定な

どによるものであります。

74、75ページをお開き願います。

11目地方創生推進費のうち、13節委託料の5130

万816円は、ひろさきローカルベンチャー育成事

業に係る事業費の確定などによるものでありま

す。

76、77ページをお開き願います。

76ページから79ページにかけての２項徴税費

は、市税の賦課及び徴収事務に要した経費であり

まして、予算現額６億4916万8000円に対しまし

て、支出済額が６億2931万7229円で、1985万571

円の不用額となっております。翌年度繰越額の継

続費逓次繰越は、固定資産土地評価事業に係るも

のであります。

78、79ページをお開き願います。

78ページから81ページにかけての３項戸籍住民

基本台帳費は、予算現額３億4477万3000円に対し

まして、支出済額は３億3149万5427円で、1327万

7573円の不用額となっております。

不用額の主なものを申し上げます。80、81ペー

ジをお開き願います。

１目戸籍住民基本台帳費のうち、19節負担金、

補助及び交付金の750万9000円は、個人番号カー

ド交付事業に係る事業費の確定などによるもので

あります。

80ページから85ページにかけての４項選挙費

は、予算現額１億9290万3040円に対しまして、支

出済額は１億7574万825円で、1716万2215円の不

用額となっております。

84、85ページをお開き願います。

84ページから87ページにかけての５項統計調査

費は、予算現額1959万8000円に対しまして、支出

済額は1851万4045円で、108万3955円の不用額と

なっております。

86、87ページをお開き願います。

86ページから89ページにかけての６項監査委員
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費は、予算現額5518万9000円に対しまして、支出

済額は5486万503円で、32万8497円の不用額と

なっております。

以上であります。

◎委員長（工藤 光志委員） 本款につきまして

は、11名の質疑通告がございます。順次、会派を

指名いたします。

まず、創和会。

◎６番（蛯名 正樹委員） まず私のほうから、

２款２項２目の納税促進員関係について、決算資

料の54ページですが、お伺いしたいと思います。

改めて、制度の導入年度、そして制度の導入の

目的、それと導入したことによって収納率につい

ては、前がどのくらいであったのか。そして導入

後はどういうふうな推移をしたのか、まずお伺い

します。

◎収納課長（西沢 宏智） それでは、私から納

税促進員についてお答えいたします。

まず、納税促進員、導入のほうは、平成29年６

月から導入しております。

納税促進員につきましては、現年度分の市税等

の滞納者に対して、早期に電話や個別相談を行

い、納付勧奨や口座振替の推進業務を中心に行う

非常勤職員でありまして、５名の職員を採用して

おります。

続きまして、目的ですけれども、納税促進員に

ついて今お話ししたとおり、正職員が現年度と滞

納繰越者の両方の収納業務をやっていたわけです

けれども、それを納税促進員に現年度分のほうに

力を入れて、まず納付勧奨してもらうと。そのこ

とによって、正職員は滞納繰越分に集中して滞納

整理を行うことができるということを目指して導

入したものでございます。

続きまして、収納率の関係ですけれども、実績

からまず御報告いたします。

納税促進員の導入の実績でありますけれども、

平成29年度は電話勧奨が５名の総数で１万5108件

と、それから訪問勧奨が1,285件の合計で１万

6393件。それから平成30年度につきましては、電

話勧奨が１万9004件と、それから訪問勧奨が

3,463件の合計２万2467件でありました。

効果ですけれども、平成28年度の市税合計での

収納率が92.80％。それに対しまして平成29年度

が93.59％で、前年比0.79ポイントアップと。そ

れから平成30年度につきましては94.20％で、対

前年比0.61ポイントアップと年々向上しているこ

とから、納税促進員の導入効果はあったものと考

えております。

◎６番（蛯名 正樹委員） 納税促進員を導入し

て少しずつ収納率が上がっているというふうなこ

とでございます。

制度を導入して、他市との比較というのはなか

なか、他市の状況をつかまえていないかもしれま

せんけれども、他市の状況がわかるのであれば、

その状況の推移というか、前は、収納率が弘前市

は相当低いほうであったというふうに記憶をして

おります。その辺で他市との比較、その辺は一体

どうなっているのか。

それと、制度で、それなりに収納率が上がって

効果はあるというふうなことでございますが、今

後この制度をどういうふうに持っていくのか、ど

ういうふうな役割というか、そういうふうなこと

を担わせるのか、今後の方向性についてお伺いい

たします。

◎収納課長（西沢 宏智） 収納率ですけれど

も、県内10市でいきますと、弘前市は大体真ん

中、５番目あたりぐらいであります。確かにまだ

まだ伸びしろはあると思っていますので、今後

もっと力を入れて、収納率も10市の中でもっと上

位に上げていきたいなと考えております。

それで、これからの方向性、納税促進員につき

ましては効果が見られてございますので、これか
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らも現年度につきましては納付勧奨をどんどん進

めていって、それに伴って滞納繰越分については

正職員がますます滞納処分をやる時間に余裕が出

てきますので、それをもって、平成30年で収納率

が８年連続右肩上がりできていますので、来年度

も平成31年度も９年連続を目指して頑張っていき

たいと考えています。

◎６番（蛯名 正樹委員） 非常に制度導入後、

効果が上がっているというふうなことでございま

す。しっかりと滞納繰越分を少しでも減らして、

そして集中と選択で、職員は現年分の繰り越しに

集中するというふうなことでございます。

税の収納に関しては、さまざまな市民からの課

題もございますし、市民の課題もございますけれ

ども、払える方はしっかりと納付勧奨して、収納

率の向上を目指してもらいたいと思います。

◎１３番（蒔苗 博英委員） 私からは、２款１

項11目、説明書の47ページ、りんご産業イノベー

ション推進事業でございます。

まず、この中のりんご生産技術継承システム構

築のほうからお伺いをいたします。この事業は、

平成29年から行っているというふうに私は認識し

ているのですけれども、この後、何年まで行って

いく計画なのか。また、この２年間やった進捗状

況はどの辺になっているのかお伺いします。

◎りんご課長（吉田 秀樹） 今の事業ですけれ

ども、何年までかというお話ですが、平成29年度

から３カ年、令和元年度までの事業としておりま

す。

これまでの進捗ということでございますが、目

的としては人口減少等いろいろな課題に向けて取

り組むと。そして、技術学習、方法の構築とか、

多様な人材が参画しやすい環境構築、高品質りん

ごの生産、安定生産につなげるということを目的

としておりますが、ここまでは剪定作業の判断ポ

イントの整理、それとまた剪定の前、また剪定の

後、また成長後におけますりんご樹の３Ｄデータ

を取得しまして、ＶＲ技術と合わせることにより

まして、それら３Ｄデータの仮想空間上におけま

す投影について実現できております。

また、３Ｄデータを活用した学習方法について

議論、検討を行いまして、仮想空間において複数

人が３Ｄデータを共有して議論を可能とします。

そういったものを冬期間以外でも技術研さんを積

むことができるシステムの構築と実用化方針案の

整理について進めてきております。

◎１３番（蒔苗 博英委員） ３年ということ

で、そうすると今年度で最終的になるということ

になると思うのですけれども、この２年やって、

３年目は最後の年ということで、いわゆる３Ｄ

化、そしてまたそれをＶＲで見て確認をするとい

うふうな形になっていくのだと思うのですが、２

年目まででどのくらいの進捗状況と先ほど聞きま

したけれども、２年目でめどはついたのかどう

か、その辺のところをちょっとお願いします。

◎りんご課長（吉田 秀樹） めどという話でご

ざいますが、ある程度のＶＲの形でありますと

か、技術的なところのデータ処理について、今年

度である程度一定のものは入ってございます。

ただ、今後の活用について、今後検討が必要か

と思っております。

◎１３番（蒔苗 博英委員） 活用方法は、それ

はこの後考えていくわけですけれども、剪定の入

り口、いわゆる剪定したことのない、あるいは剪

定に自信がない方がこの３Ｄを利用していくのだ

と思います。

まず、イメージトレーニングなのですよね。い

わゆる現場に行って見るのではなくて、家の中で

見ていくと。そして、いわゆる仮想空間といいま

すか、そちらに行けばそちらの樹形、こちらに行

けばこちらの樹形という、イメージトレーニング

にはなるのですけれども、やっぱり実践的にはな
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かなか難しいところがあるわけですけれども、た

だ、ことし３年度目になるわけですけれども、や

はり弘前のりんごはおいしいのだと。おいしいり

んごはどこになるのだというふうな形の何か特徴

がなければ、これにとってやったかいがないのか

なと私は思っておりますので、その辺のところも

研究の材料に入れていただきたいなと思っており

ます。

次に、りんご生産技術高度化委託料でありま

す。この事業ですけれども、これもまた３年で終

わりだと思うのですけれども、ここに書かれてい

る事業の内容が極めて難しい。何を書いているの

か、ちょっと私、意味不明なのですけれども、業

務内容、着色や機能性成分などの品質に影響する

成分と環境情報の相関や、とこうあるわけですけ

れども、ここの部分がちょっとわかりにくいので

すよね。どういうことなのですか。

◎りんご課長（吉田 秀樹） その辺の具体的な

ところでございますけれども、まず環境計測、温

度でありますとか湿度、照度、ＵＶ量、日当たり

のいい区域であったり、悪い区域であったり、そ

ういった場所についての環境計測、また成分分

析、これにおいては糖度でありますとか酸度、色

素、あと機能性成分、こういったものを収穫した

サンプルにおいていろいろ研究を進めているとこ

ろであります。

◎１３番（蒔苗 博英委員） いわゆる今回の事

業によって紫外線、赤外線を当てた果実と自然栽

培の果実の品質調査ということだと思うのですけ

れども、要するに、今これから着色管理というの

が始まっていきます。秋の天候というのは、特に

10月は日照時間に確約はできないのです。ですか

ら、非常にそこに労力が集中して、さらに10月の

天候がよくなければ品質の低下にもつながってい

くという観点からいくと、この事業はまさに画期

的な事業なわけでありますけれども、２年目の、

いわゆる今言ったとおり、非破砕で調査をしたと

ころ、いわゆる事業を使った果実と、それから自

然栽培の果実の差異はあったのかどうかお伺いし

ます。

◎りんご課長（吉田 秀樹） 昨年度から得られ

た環境データとか成分量のデータにつきまして

は、木による差が結構見られたということもござ

いまして、やはり複数年のデータによって分析の

精度を高めたいということで、今年度また引き続

き行っているものであります。

◎１３番（蒔苗 博英委員） それだとだめだと

思うのですよ。木によるというか、そういうので

はなくて、やはりサンプリングを多くとって、平

準的な果実といわゆるこの事業の果実の比較をし

ていかないとちょっとデータ的にうまくないので

はないかなと思いました。その辺も、これで最後

ですので、ひとつ東西南北、芽の高さとかという

ふうな形で決めながら、そしてサンプリングを

とって比較をしていただきたいというふうに思い

ます。

次の質問に移ります。

りんご産業新規人材育成のところであります。

先般、同僚の蛯名委員が一般質問でも取り上げて

おりましたけれども、この事業は私も以前に一般

質問したことがあるわけですけれども、二つのこ

とから成っているというふうに私は判断している

のです。というのは、いわゆる補助労働力の育成

というのがまず一つ、それからもう一つは将来的

な担い手の育成と、この二つに分かれると思うの

ですね。非常に人気のある事業だというのはわ

かっております。また、りんご公園でやられてい

るということも非常に地の利を生かした場所で勉

強しているというのは非常によくわかります。り

んご公園でやっているから人が集まっているのか

なと、私、勝手な判断もしているわけですけれど

も。
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そこで、特に将来的な担い手となる人材という

のは、これはりんご協会のほうに基幹青年なり剪

定士なり、あるいは病害虫マスターなりを事業費

として弘前市から行っているわけですけれども、

その前の段階の、いわゆる本当の入り口の方がこ

の事業を受けて、そして興味を持った後継者が今

度は基幹青年に行くというふうな形だと思うので

すが、ここで、補助労働力の育成ということにな

るわけですが、やはり今りんご農家の現場を見て

いると補助労働力、いわゆる着色管理に向けた人

材不足が非常に問題視されております。さまざま

な点で黄色いりんごをやれば、葉をとらなくても

いいから、そういうことでどんどんふえていま

す。今全体の３割が黄色いりんごになってくる。

昔は１割を超えると黄色いりんごは暴落すると言

われたのです。それが今は３割にふえているので

す。これからもふえていくかもしれません。です

けれども、りんごは赤のイメージですから、着色

管理というのは非常に大事になってくる中で、こ

の補助労働力の育成というところに市としてどの

ような思いでいるのか。そしてまた、今までやっ

た、昨年度やった中で全体の受講者の中の割合は

どのくらいであったのか、まず教えてください。

◎農政課長（齊藤 隆之） りんご産業新規人材

育成事業について、今までの参加者の状況と、ど

ういう思いでやっているのかというふうな部分に

ついてお答えいたします。

まず、平成30年度の実績でございますけれど

も、データをとっているのが、平成30年は５回

やっているうちの３回から５回のデータというこ

とでとっているものでございまして、受講者は延

べ82人の方に参加いただいております。内訳とし

て、年齢構成比、男女比、それから初心者、経験

者の順という形で述べさせていただきます。

まず、年齢構成比ですけれども、60代の方が一

番多くて25％、次いで40代の方が22％、50代の方

が20％、70代の方が17％、20代・30代合わせて16

％となってございます。

男女比でございますけれども、男性が51％、女

性が49％と、ほぼ半々というふうな形の参加と

なってございます。

あとは、初心者、経験者の比率でございますけ

れども、未経験者の方が26％、アルバイト等の経

験の方が45％、就農者、既に農業を自分で経営さ

れている方、または家族と一緒にやっている方と

いうふうな方が29％となってございます。

市の補助労働力の現状につきましては、もうこ

れは本当に喫緊の課題ということで、力を入れて

いかなければいけないというふうなところは強く

認識しているところでございまして、非常に人気

というふうな事業もございますので、現状を踏ま

えながら、より研修会に多くの人を集めて、マッ

チングというふうなところにつなげていって、補

助労働力として何とか皆さんのほうに供給できる

ような事業につなげていければというふうに考え

てございます。

◎１３番（蒔苗 博英委員） わかりました。

初心者、本当の未経験者が26％だということで

ございます。農家の方は、この事業を非常に注目

しています。そしてまた、マッチングしてうちの

畑さも来てもらいたいというふうな希望をしてい

る農家の方もたくさんおります。ＪＡのほうで

マッチングというのをやっているようですけれど

も、今後、やはり今、課長が言われたように、こ

の事業をさらに魅力ある事業にするには、できる

だけりんご公園に未経験者の方、年を見ると60代

が一番多いわけですけれども、りんごのファンと

いうのはたくさんいると思うのですね。ですか

ら、そういう形で、縛りのない形で、そして研修

をしていただいて、できるだけ多くの方を現場に

送り込むような事業になっていけばいいのかな

と、理想なのかなと私は思っておりますので、ひ
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とつ頑張っていただきたいと思います。ありがと

うございました。

◎７番（石山 敬委員） 私からは、２点質問を

させていただきます。

まず一つ目、２款１項９目、説明書の42ペー

ジ、市民参加型まちづくり１％システム支援事業

についてお伺いします。

まずは、この説明書を見ますと、分野別交付実

績ということで福祉から地域コミュニティーまで

それぞれ内訳ございますが、また別の分け方で

ちょっと質問させていただきます。

まずは、町会を含めた地域単位を対象に行った

もの、弘前市全体を対象として行ったもの、また

学校や保育園など教育団体を対象にしたものの内

訳についてお伺いします。

◎市民協働課長（高谷 由美子） 私からまちづ

くり１％システム支援事業の町会を含めた地域団

体の事業、市全体を対象とした事業、学校関係者

等で行った事業のそれぞれの件数についてお答え

いたします。

平成30年度に採択された事業は全部で65件と

なっております。

そのうち、町会や地区連合会、自主防災会、町

会の有志で構成された地域づくり団体など地域コ

ミュニティー組織が行った事業は15件となってお

り、町会のお祭りや世代間交流イベント、町会紙

の発行、避難訓練などを行っております。

市全体を対象とした事業は、全部で47件となっ

ておりまして、高齢者の居場所づくりや子供向け

の職業体験、中心市街地活性化を目的としたイベ

ント、ペットと暮らす地域環境の向上を目指すイ

ベントなど多岐にわたる分野で事業が行われてお

ります。

また、ＰＴＡなどの学校関係者が構成員に含ま

れます団体が行った事業といたしましては３件と

なっておりまして、地域の歴史、文化の体験事業

や通学路での見守り活動などが行われておりま

す。

なお、保育園に関連する事業はございませんで

した。

◎７番（石山 敬委員） 続いて、この65件はこ

れまでも、近年、平成23年にこの制度ができてか

ら徐々に上がってきているわけなのですけれど

も、ちなみに、審査会の時点で採択されなかった

件数及びその理由についてお伺いします。

◎市民協働課長（高谷 由美子） 審査会で不採

択となった件数及びその理由ということでござい

ますが、平成30年度の応募事業は69件で、採択が

65件、残念ながら不採択となったのが４件となっ

ております。

こちらの不採択となった４件の主な理由といた

しましては、事業目的や趣旨は理解できるものの

事業内容や実施方法が十分とは言えず、効果的な

事業展開が難しいと判断されたものや、事業目的

や趣旨から事業を実施した後に得られる効果が弱

いと判断されたものとなっております。

なお、不採択事業につきましては、単に不採択

として決定して終わるのではなく、次につながる

ように審査会の中でより効果的な事業内容や方法

について審査委員がさまざまな視点で提案や助言

を行っており、一度不採択となった事業でも審査

会での提案を反映させ、ブラッシュアップさせた

内容の事業で再度応募して採択となっている例が

ございます。

◎７番（石山 敬委員） まちづくり１％システ

ムの説明などを見ますと、個人市民税の１％相当

額を財源に、市民みずからが実践するまちづく

り、地域づくり活動に係る経費の一部を支援する

公募型の補助金制度ということで、この事業の制

度は当初できたときが市民税が六十数億円でした

ので、その１％は約6000万円、今は七十数億円で

したか、7000万円相当額と。ただし予算計上に当
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たっては、これまでの実績等勘案しての予算計上

だと思うのですが、去年の３月議会の予算のとき

は私いなかったので、ここであえてお伺いします

が、平成30年度の予算に対する執行状況、執行の

実績ですか、割合についてお伺いします。

◎市民協働課長（高谷 由美子） １％システム

の平成30年度の予算とその執行状況についてお答

えいたします。

平成30年度の当初予算は2800万円で、交付確定

額が1999万7000円、執行率にいたしますと71.4％

となっております。ここ数年の傾向ですが、応募

事業数の４割から５割程度が新規の事業となって

おります。新たな活動を行う際のきっかけとし

て、本制度が根づいてきているというふうに感じ

ております。

今後もさらに市民活動団体に本制度を活用して

いただけるように、制度の普及啓発活動を継続し

ていきたいと考えております。

◎７番（石山 敬委員） 要望を述べたいと思い

ます。

先ほど、学校関係の実績が３件ということで非

常に少ないなというふうに感じました。昨年度か

ら始まったコミュニティ・スクールにおける地域

コーディネーターの皆さんの学校や地域を盛り上

げていくための活動が今度本格的になっていくか

と思いますので、そういった地域コーディネー

ター対象の説明会及び、例えば市連Ｐでの会長会

議、そういったところに出向いていただいて、ぜ

ひＰＴＡ活動やコミュニティ・スクール関連の活

動においてこの１％システムを使ってもらうよう

に働きかけなどをお願いしたいと思います。

私、ＳＮＳやホームページ等で、この１％の各

事業者の事業が終わった後すぐにＳＮＳにアップ

している職員の取り組みが非常に私はすごいなと

思っております。スピード感は大変あるなと思っ

ております。

あとは、先ほど言ったように、執行率がまだま

だ予算に対して届いていない。究極は7000万円ま

でいければ地域がもっとにぎやかになるぐらいの

取り組みが各地域で行われることを望んで、この

質問は終わりたいと思います。

次の質問は、２款１項９目、説明書の45ペー

ジ、町会活性化支援補助金についてお伺いしま

す。

これは、たしか平成30年度新規の事業だったと

思いますが、まずは交付件数10件のこの団体がど

ういった活動を行ったのかお伺いします。

◎市民協働課長（高谷 由美子） 町会活性化支

援補助金に係る町会がどういった活動を行ったの

かという質問に対しまして、平成30年度は10件交

付してございます。その補助事業の内容といたし

ましては、地域の夏祭りや親睦会など地域住民が

集まる場の創出となるものが全部で７件、ボウリ

ング大会が２件、地域に関する勉強会が１件と

なっております。

◎７番（石山 敬委員） 交付件数10件、うち８

町会２団体とございますが、２団体の中身につい

てお伺いします。

◎市民協働課長（高谷 由美子） 平成30年度の

補助金の交付先のうち２団体とありますのは、一

つが地区町会連合会、これは９町会が一緒になっ

た地区町会連合会でございます。もう一つが、同

一学区、これは全部で５町会で組織された団体と

なっております。

◎７番（石山 敬委員） たしか連合町会とで組

めば、５万円掛ける町会の数になるのですよね。

なので、組めば組むほど大きい事業ができるとい

う、たしかそういう内容だと思っておりました

が、ただ単体でやる分に関しては５万円だと

ちょっと町会の規模によっては少ないのかなと

思ったりもしますが、まだ１年しかない実績の中

で事業の効果はどうだったのかお伺いします。



－ 31 －

◎市民協働課長（高谷 由美子） こちら町会活

性化支援補助金の事業の効果ということでござい

ますが、平成30年度に本補助金を活用した町会か

らは、これまでで最も参加者が多い行事となった

とか、ふだんは町会に参加しない人と親睦を深め

ることにつながったなどの報告が上がってきてお

ります。町会に対する理解を深めることや町会活

動への関心を高めるきっかけとなったと考えてお

ります。

今年度の申請件数におきましても、８月末現在

で既に21件と昨年度の２倍となっておりまして、

事業への期待は膨らんでいるものと考えており、

また町会から課題解決に向けて自主的に取り組む

事業への補助を継続してほしいという声も聞かれ

るなど、補助事業の効果は出ているものと捉えて

おります。

◎８番（木村 隆洋委員） ２款１項１目、説明

書の46ページ、ＩＣＴ技術活用先端医療体制整備

事業費補助金についてお伺いいたします。

この決算書の説明書の中で、交付先として、救

急告示病院で交付件数４件とあります。まずこの

４件の病院はどこなのか、お伺いいたします。あ

わせて、この事業の活用状況についてお伺いいた

します。

◎企画課長（澁谷 明伸） まず、私のほうから

病院の交付先をお答えいたします。

まず弘前大学医学部附属病院のほうで18台のタ

ブレット端末を導入しております。あと国立弘前

病院で１台のタブレット端末、あと健生病院のほ

うで３台の端末、脳卒中センターのほうで２台の

タブレット端末を導入しております。

現在の活用状況でございますが、こちら平成30

年度の補正予算で事業を起こしたものでございま

して、平成30年度は、ほぼほぼ端末の導入とか設

備を備えるだけで終わったのですが、現在の利用

状況といたしましては、例えば病院で救急の患者

が運ばれてきたときに、その病院で当直医の方が

若い先生だったりしたときに、そのタブレット端

末で在宅のドクターにＣＴやＭＲＩの画像を見て

いただいて、それでアドバイスをいただく、指示

をいただくというふうな活用をされている病院で

ありましたり、あと、大学病院に搬送される際

に、これまでであれば患者が搬送される際にＣＤ

とかに焼いて、コピーして患者と一緒にデータを

送るとか、患者が先に運ばれてから後からデータ

が運ばれるというような状況だったのですけれど

も、事前に、搬送される前に大学病院のほうに

データが届きまして、その患者がどういう状況で

どういう対処をすればいいかというふうな準備が

できるということで、大学病院のほうではそうい

うふうな形で利用いただいております。

◎８番（木村 隆洋委員） 今、課長からもお話

がありましたこの事業、たしか平成30年度の６月

補正で決まったように認識しております。

実質の運用、今の話ですと、今年度からという

ことだと思いますが、２次救急の体制強化にとっ

ては非常に重要な事業でもあるのかなというふう

にも思っております。今後この事業をどのように

していくお考えなのか、お尋ねいたします。

◎企画課長（澁谷 明伸） 今後の展開でござい

ますが、現在、市内のまず４病院に導入しており

ます。市内の救急告示病院はまだございまして、

その他の市内の医療機関に対しても導入を現在検

討いただいているところでございます。

また、このシステムというのは広範囲になれば

広範囲になるほど機能が発揮されるものでござい

まして、今は市内の４病院ですけれども、例えば

五所川原の病院から患者が搬送されてくるときに

事前にデータをとか、鰺ヶ沢から、板柳からとい

うところで、より広範囲の取り組みにすればする

ほど機能が発揮されるので、現在、市内の医療機

関だけではなくて、津軽圏域の医療機関に対して
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も、黒石も含めて声がけさせていただいておりま

して、全体の中で協議を進めることとしておりま

す。

◎８番（木村 隆洋委員） 今、課長からお話が

あった、そういう意味では遠くから来る救急患者

とか、当直の若い医師にとっては非常にこういう

データを即時にもらって判断するというのは、ス

ピード感を持ってやる部分にとっては、救急医療

体制には非常に必要なことなのかなというふうに

も思っております。

２次救急に関しては、2022年早期に新中核病院

も整備される、２次救急の拠点ができることに

なっております。そういう意味では、遠くから患

者が来ることに対しての準備等も含めていろいろ

なスピード感を持ってやることに対しての大事な

事業で、そういった意味では、今後の課題という

ものをどのように捉えているのか、お伺いいたし

ます。

◎企画課長（澁谷 明伸） 今後の展開していく

に当たっての課題という部分でございますが、大

学病院に画像を送る際に、どのような患者の画像

を送るかというのがあります。大学病院もやっぱ

り当直医がいて、言葉はあれですけれども、こう

いう患者の画像は自分たちで判断してほしいと

か、そういうところはどういう患者に対してどう

いうふうな形のデータを送るかという、そこの

ルールづくりは必要かと思っておりまして、そこ

を今年度、私たちのほうで進めたいと思っており

ます。

また、広範囲に広げていくに当たって、市内の

医療機関に対しては市のほうから導入費用とか補

助はできるのですが、どうしても市外の病院に対

しましては、そこは市としては補助はできないの

で、ルールづくりの中だけでは協力させていただ

こうと思っております。ですので、より広範囲に

取り組みを進めていくに当たっては、どうしても

導入費用という部分に対して何かしらの県の御協

力などをいただければ、さらに津軽地域、あと県

全体に広がっていけるものではないかというふう

に考えています。

◎８番（木村 隆洋委員） それこそ、新中核病

院が津軽圏域の２次救急の中心になっていく。そ

ういう意味では、かなり広範囲でこの事業をやら

れることがこの地域の津軽圏域の皆さんの安心安

全な医療体制につながっていくというふうにも考

えております。なかなか市単独だけではほかに広

げるというのは難しいことだとは思うのですが、

近隣市町村の御協力もいただきながら、ＩＣＴの

関係の先端事業、画像を見ていくとか、こういっ

たことをぜひ新中核病院の開設にも合わせて御協

力を願っていただければというふうに思っており

ます。

次に行きます。

２款１項11目、説明書の48ページ、弘前シード

ル研究会負担金についてお伺いいたします。

この説明書の中に、交付先として弘前シードル

研究会とあります。まず、この弘前シードル研究

会はどういった方々で構成されているのか、お伺

いいたします。

それとあわせて、負担金の中で研究会の事業の

中の一つとして、試作開発ということも、勉強会

４回とも書かれております。この試作開発の状況

はどのようになっているのか、お伺いいたしま

す。

◎りんご課長（吉田 秀樹） 弘前シードル研究

会の内容でございますけれども、本研究会は、

シードル及びりんご酒の勉強や研究、また普及及

び消費拡大を図ることを目的に平成25年に設立さ

れた組織でございます。構成メンバーといたしま

しては、シードルを製造されている方々、またこ

れからの製造を希望する方、生産者の方、また流

通販売関係の企業の方等、またシードルをもって
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してまちづくり等に関心のある個人の方々。企業

等の方々が大体27名、そして個人会員の方が13

名、計40名の方で構成されております。

次に、試作開発の状況ということでございます

が、これからの醸造を希望する方、また既存の醸

造者、さらなる技術向上を目的としまして、醸造

方法、またりんごの種類、酵母等変えながら青森

県の産業技術センター、弘前工業研究所のほうへ

業務委託をしまして、平成25年度から毎年行って

ございます。

昨年度は、シードルの製法、流通の多様化、推

進を目的としまして、たる内でのシードルの試作

でありましたり、また、オークチップの利用によ

りますシードルの試作と成分計測、また、貯蔵温

度、期間別の市販シードルの評価などを行ってお

ります。

試作開発の結果につきましては、ことし７月に

研究会員向けに報告会を実施しまして、試作した

シードルの試飲等を行って、評価等を行っており

ます。試作開発されたものがそのまま製品化され

るわけではございませんけれども、弘前のシード

ルが安定した品質のよい消費者から高評価を得ら

れるような製品につながるよう実施しているもの

であります。

◎８番（木村 隆洋委員） この研究会の目的と

いうのは、一つに地シードルの普及促進があると

思います。そういった中で、観光のコンテンツに

もなる可能性もある地シードルの普及促進につい

て、どのようなお考えなのか、お尋ねいたしま

す。

◎りんご課長（吉田 秀樹） 地シードルの普及

推進についてでございます。

これまで勉強会などを通じまして、生産、製造

面ではシードル製造者が４社誕生しております。

また、非会員を含めますと、市内では６社の製造

者がございます。また、委託醸造商品なども含め

まして、研究会の活動を通じて順調に数がふえま

して、現在約20種類以上の商品が販売されており

ます。

また、販売、消費拡大の面でございますが、弘

前さくらまつりの期間中、弘前公園内でのシード

ルの販売ブースの設置によりますＰＲ活動、そし

て、市りんご公園で開催されましたシードルナイ

トにおいて、ＳＮＳで情報発信してもらうための

取り組みを行うなど、そのほか一般社団法人日本

シードルマスター協会主催のイベントであります

東京シードルコレクションや、また幕張メッセで

開催されましたアジア最大級の国際食品飲料店の

フーデックスジャパン2019のほうへも出店をして

支援等を行っております。

こういうことを積極的に県内外へ、シードルの

まち弘前の認知度向上を図る取り組みを行ってい

るところであります。

◎８番（木村 隆洋委員） 今、課長からるる取

り組みのお話がありました。ぜひ、りんご課とし

ても地シードルの普及促進に努めていただきたい

と思っております。

１点ちょっと確認なのですけれども、時期がこ

としの春なのか昨年なのかわからないのですが、

フランスのほうからシードルに関して、市のほう

にたるの寄贈というお話があったというふうに

伺っております。それで、市のほうがたるの寄贈

を断ったという話を実は伺いました。まず、これ

事実なのかどうか。事実であれば、なぜたるの寄

贈を断ったのか、お伺いいたします。

◎りんご課長（吉田 秀樹） ただいまのたるの

話でございますけれども、昨年11月にシードル協

定の更新のために副市長と担当者数名がフランス

のほうを訪問しております。その際に、ブーヴロ

ン・アン・ノージュ村の村長、ほかシードル技術

者と意見交換を設けているのですが、当市に対し

てのたるの譲渡に関する発言とか譲渡の意向は、
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見受けられなかったものであります。

◎８番（木村 隆洋委員） では、今の話だと、

たるの寄贈の話そのものがないということで、そ

こをもう１回、１点だけ確認させてください。

◎りんご課長（吉田 秀樹） 委員おっしゃいま

すとおり、その話はなかったということでござい

ます。

◎１０番（野村 太郎委員） それでは、２款１

項４目、説明書36ページの移住推進事業でござい

ます。

まず、この中の特にお試しハウス運営に関して

お聞きしたいと思います。まず１点目として、事

業を行った上でどのような利用者からの感想が

あったかというところをお願いします。

◎企画課長（澁谷 明伸） 移住お試しハウスの

利用者からの感想ということでございます。

こちらは弘前への移住を検討している方が一定

期間弘前での生活を行ってもらって、移住を前向

きに検討していただきたいというもので、平成27

年度から取り組んでいるものでございますが、利

用者からの声といたしましては、立地環境がよく

て、複合施設とか飲食店に近くていいと。あと、

100円バスとかもあって交通の便もすごくいいと

いうことで声をいただいております。また、実際

に生活してみて、移住を検討するに当たっての生

活イメージができたという声もいただいておりま

す。

一方で、現在、複合住宅の３階を借り上げてお

りますので、３階までエレベーターがなくて階段

で上り下りしなければいけないという部分で、そ

この部分での声というのはいただいております。

◎１０番（野村 太郎委員） ありがとうござい

ます。

そういった意見、今の答弁を聞きますと、いわ

ゆる３階というか、いわゆる一軒家とかそういう

形ではなくてというお試しということでありま

す。そういう点で、やはり実際に移住するという

ふうになったときに、必ずしもその場所に移住で

きるわけでもないということでございますので、

私たち雪国の生活者でございますので、そういう

点もやっぱり考えていかなければだめなのかなと

思うのですけれども、その話も含める形にしてい

きたいと思うのですけれども、まず、去年の12件

25人という人数を、市としては、担当部局として

はどういうふうに分析しているか、お願いしま

す。

◎企画課長（澁谷 明伸） 12件25名の利用とい

うことでございます。

正直申し上げて稼働率としては低いというふう

には認識してございます。これまで平成27年度か

らトータルでいけば、30件ほどの利用はいただい

ているのですが、12件ですので、月にすれば１件

というようなこともございまして、どうしても低

いという、そこは認識しております。ですので、

今後はさらに東京事務所を活用してＰＲであった

り圏域市町村で連携した移住の取り組みを進めて

おりますので、圏域での活用という部分も展開し

てまいりたいと思っております。

ただ、先ほどの冬のお話も委員からございまし

たが、冬期間での生活を体験してみたいという声

もありまして、12件のうち６件が冬期間に体験い

ただいております。その冬期間、一軒家ではない

ので雪かきとかではないのですけれども、どのく

らい寒いのかとか、どういう服装が必要なのかと

いう部分で、冬期間での生活のイメージはできた

という声は一方でいただいております。

◎１０番（野村 太郎委員） わかりました。

この件に関しましては了解しました。冬期間、

そして一軒家という形の、いわゆる雪かきとか、

そういう本当の雪国の生活を体験した上での移住

者というものを獲得するにはどうすればいいかと

いうこと、そういった点も含めて研究していって



－ 35 －

いただきたいと思います。

次に、２款１項11目、説明書49ページ、弘前版

生涯活躍のまち推進事業、一つ目の質問にも少々

関連してくるわけであります。

私は、この中で愛成会、豊徳会に地域コーディ

ネーターの設置とか、あるいはお試し居住の実施

というのを、ＣＣＲＣの事業としてやっていらっ

しゃると思うのですけれども、委託先からの声、

感想というかフィードバックはどういったものが

来ているのか、お願いします。

◎企画課長（澁谷 明伸） まず、ＣＣＲＣのほ

うの地域コーディネーターの設置の部分で、委託

先の声という部分でお答えいたします。

この地域コーディネーターは移住前から移住後

のトータルでの相談体制という部分で各法人に１

名ずつ配置いただいておりまして、相談窓口で

あったり、そこが一本化されるというところで、

法人としてもそこは管理というか、わかりやすい

という声はございます。

一方で、どうしても通常の業務も行っている方

が、お試しに来る方であったり移住相談に来る方

に業務が集中してしまっているということもあっ

て、そこの部分としては負担があるというのは正

直、声としてございます。

また、お試しのほうの事業者の声といたしまし

ては、先ほどのお試しハウスとも少し関連するの

ですけれども、移住してくるに当たって、弘前で

の生活という部分で体験してもらうという部分に

関しては効果的であるというふうには思っていた

だいておりますが、ただ一方で、先ほども申し上

げました地域コーディネーターと一緒で、お試し

に来ていただいた方に対して地域コーディネー

ターが２泊３日ずっとつきっきりになってしまう

部分もあって、そこの部分でもコーディネーター

の負担はあるということで声はいただいておりま

す。

◎１０番（野村 太郎委員） わかりました。そ

ういった声があるというところは理解しました。

１項目めの移住に関してもそうですし、生涯活

躍のまちに関してもそうなのですけれども、一般

質問と、あるいは予算委員会での質疑でも出た話

なのですけれども、全体としてやっぱり人数が少

なくて、人数が少ない中で移住促進事業もやっ

て、生涯活躍のまちもやるという形になってい

て、小口小口がさらに小口になってしまっている

という状況で、ですから、これはこれで一つの事

業としては評価してほしいのですけれども、やは

り今後、本当に移住というものを進めていく、拡

大していくとなったときに、移住事業そのものを

１回再編してもう少し窓口がわかりやすいものと

いう形にしていかないと、やはりこのように何

組、何組という少ない口数での事業で終わってし

まって、結局は移住につながらないという、実際

に移住している方はこの事業を通さないで移住し

ている方はたくさんいらっしゃるのだけれども、

やはり市がイニシアチブをとった移住事業の拡大

ということになると、やはり事業の見直し、再編

というものを少し考えていただきたいなというこ

とを要望申し上げて終わります。

◎委員長（工藤 光志委員） 昼食のため、暫時

休憩いたします。

〔午前１１時５６分 休憩〕

───────────────

〔午後 １時００分 開議〕

◎副委員長（尾﨑 寿一委員） 休憩前に引き続

き、会議を開きます。

◎５番（福士 文敏委員） 私からは、４点につ

いて質問をさせていただきます。

まずは、２款１項１目、決算説明書の27ページ

でございますが、民間企業派遣事業ということに

ついてお聞きいたします。

まず、これまで民間企業の派遣実績といいます
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か、それをお示し願いたいと。それと、派遣事業

の事業効果、どういうふうな効果があったのかを

まずはお示し願いたいと思います。

◎人事課長（堀川 慎一） 民間企業派遣研修の

内容です。

この研修は、平成25年度から実施してございま

す。株式会社電通に平成25年から27年までの３年

間で職員３人を派遣してございます。毎年度１人

ずつ派遣したということになります。あとは、株

式会社ＪＴＢに平成26年から平成30年までの５年

間で職員２人を派遣してございます。１人目が３

年の研修、２人目が２年の研修、合計５年という

派遣研修を行っております。そのほか、ＪＲ東日

本秋田支社には、平成30年から職員を１名派遣し

ておりまして、その職員は今年度も継続して派遣

してございます。

続いて、効果についてでございます。

電通への派遣職員ですが、広告会社で学んだス

キルをＳＮＳの情報発信や業務へのプレゼンテー

ションに生かしているほか、職員を対象とした広

聴広報研修がございます。その中でも派遣された

職員が講師を務めるなど、情報発信の手法につい

て学んできた内容を職員に対しても還元している

ものでございます。

次に、ＪＴＢの派遣職員ですが、旅行会社での

旅行商品の企画販売の経験や地域の魅力を発信す

るための企画力、宣伝力のスキルを生かして、派

遣中に当市に関連した旅行商品を企画したほか、

派遣終了後も人脈を生かして旅行会社への情報提

供を行うなど、当市の観光ＰＲに寄与して誘客の

促進につながっているものでございます。

◎５番（福士 文敏委員） 当然、職員を派遣し

たとなると、帰ってくれば、今後の派遣に生かす

ための検証とか、そういうことも必要になるかと

は思うのですが、例えば問題点とか、これからの

課題とか、そういうふうな検証はなされているの

か。

それと、例えば派遣を終了した職員が帰ってき

てから、例えば先ほど２年とかというふうな派遣

の年数もあるわけなのですが、帰ってくれば、そ

ういうような職員をどのようなところのポストに

配置がえをしているのか、そこの部分をちょっと

お聞かせください。

◎人事課長（堀川 慎一） 先に、派遣後、帰っ

てきた職員の配属先でございます。

電通に派遣された職員については、広聴広報課

に配属して、シティプロモーション業務などを担

当してございます。

次に、ＪＴＢに派遣された職員は、観光課に配

属し、四大まつりを初めとした観光業務を担当し

てございます。

続いて、効果の検証でございます。効果の検証

でございますけれども、派遣中に職員が帰省した

際に派遣職員から業務内容などについて聞き取り

を行っているほか、あとは市長、副市長が上京し

た際に、派遣職員と面談するなど派遣中や派遣終

了後も情報交換し、民間企業への派遣の必要性に

ついて検証を行っているものでございます。

◎５番（福士 文敏委員） 民間の活力という部

分を十分に活用しながら市政に生かしていくとい

うことでは非常に意義のあることだと思うのです

が、今後のこの事業の継続、それから必要性とい

うものをどう捉えているか、最後、お聞かせくだ

さい。

◎人事課長（堀川 慎一） 今後についてですけ

れども、総合計画を推進していくために、効果が

見込まれるところには民間企業の派遣を初め、省

庁の派遣もございますので、省庁の派遣も含め幅

広く検討していきたいと考えております。

◎５番（福士 文敏委員） わかりました。

ぜひ継続して、市勢発展のためにまたさまざま

な分野から視点を変えるような職員の育成に努め
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ていただきたいと思います。

次に、２款１項２目の広報ひろさき発行事業に

ついてであります。

広報ひろさき、弘前の場合、内容が充実してい

るということで、他自治体からも非常に評価とし

てはいい評価を受けているようでありますけれど

も、内容が充実しているゆえ、なかなか掲載依頼

をしても掲載してもらえない例が多くあるという

話が聞こえてきておりました。例えば、各種文化

団体、それからサークルとか、それから市の体協

にぶら下がっているスポーツ団体から、広報ひろ

さきに教室開催などの記事掲載の依頼をしたいと

いう場合、この流れというか、フローチャートと

いうのはどのように取り扱っているのか、まずお

知らせ願いますか。

◎広聴広報課長（石澤 淳一） 各種スポーツ団

体等の教室、こういった記事を掲載したい場合と

いうことで、大きな流れを申し上げますと、まず

そういった各種文化スポーツ団体、具体的にス

ポーツ団体ということであれば、当市の場合は文

化スポーツ課ということになると思いますけれど

も、そういう所管している課のほうに掲載したい

原稿というふうなものを提出する形になります。

その次の段階といたしましては、所管している担

当課において原稿内容を精査して、課内の決裁

後、広聴広報課のほうに原稿依頼、提出というふ

うな形になってございます。発行の約１カ月前ま

でというようなことで提出が必要だというふうな

形で団体には周知が必要かなというふうに思って

おります。最終的に、広聴広報課のほうにおいて

編集作業をして、担当課のほうへ原稿の校正をと

いうふうな大きな流れとなってございます。

◎５番（福士 文敏委員） そうすれば、この広

報ひろさきへの、いわゆる掲載するかしないかと

いう採択の基準というのは、どういうふうなもの

を目安にしてやっておられるわけですか。

◎広聴広報課長（石澤 淳一） 広報ひろさきへ

の掲載、採択ということでございますが、こちら

のほうの課では、全庁的に広報の掲載マニュアル

というものもつくってございます。その中に、一

応掲載の基準といったものも定めてございまし

て、最近いろいろな情報が多くなりまして、なか

なか誌面がとれないというようなところがありま

して、誌面が限られているというところがござい

ますので、広報誌への掲載できる事項ということ

で大きく何点か決めてございます。

市の諸施策についての事項と、あと市が主催す

る、あるいは共催、そして後援する行事等、こう

いったものに関する事項、あとは法令、条例、規

則等で市民に周知が必要だといったような事項、

市民の生活、あるいは文化の面での向上に資する

事項等何点か掲載するというような事項を決めて

ございます。

あと、そのほかに掲載できない事項というよう

なものも一応定めてございまして、公序良俗に反

するもの、また、そのおそれがあるものとか、あ

と営利を目的としたものでないもの、あと個人的

な活動に関するもの、個人の教室とかこういった

場合の会員の募集とか、そういったものについて

はちょっと載せられないと。あと、政治活動、宗

教活動を目的とするようなもの、またそのおそれ

のあるものは掲載できないというようなものも定

めてございます。

なお、市民団体から来るいろいろな教室等、こ

れも誌面に制約がありますので、工夫を凝らし

て、今までは文章でお知らせという形だったので

すけれども、表にして、できるだけスペースをつ

くるようにして掲載してございますけれども、ど

うしてもあきがないというようなところで、条件

を満たすものに限って掲載してございます。

最終的には、行事等が、市が後援する行事で担

当課室がしっかりとしたものであるというような
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ところ、あと団体を構成する会員が主に市内居住

者であること、あと、催し、募集が市内全域を対

象にしているというようなことを、まず教室等の

採択の基準として、こちらのほうで内容を精査し

ております。

◎５番（福士 文敏委員） ちょっと確認します

けれども、先ほど、いわゆる掲載できないものの

中に、営利を目的としたものでないものというふ

うな答弁がありましたけれども、営利を目的とし

たものが、いわゆる掲載できない事項に該当する

ということの解釈でよろしいでしょうか。

◎広聴広報課長（石澤 淳一） 失礼いたしまし

た。訂正いたします。営利を目的としたものは掲

載できないということでございます。

◎５番（福士 文敏委員） 広報ひろさきの誌面

が限られていることは了知しました。そういうふ

うなこともあってなかなか希望に沿えない団体か

らのものもあろうかと思いますけれども、そうで

あれば、例えば市のホームページあたりに市民の

お知らせコーナーとか、そういうふうな特化した

部分で、そこから漏れたものを、ホームページで

あればある程度の余裕もあると思いますので、そ

ういうようなものを掲載する場所を設けるとか、

ぜひ、ひとつ検討していただきたいと思います。

では、次に移りまして、２款１項11目、決算説

明書49ページから50ページにかけての、いわゆる

ひろさきローカルベンチャー育成事業のことでご

ざいます。

このローカルベンチャー、49ページから50ペー

ジまで委託が約５項目にわたってございます。業

者がネクストコモンズラボですか、ということで

５者全てここに行っているわけですが、私ここの

５項目を見て、ちょっと内容的に余り、事業が錯

綜しておりまして、どういうふうなプロセスでこ

の事業が展開されているのかと、時系列的に

ちょっと見えてこないのですよ。どう展開されて

いくというのがよく見えてこないということ。

それと、業者選定に当たった全部５委託事業が

１者に集中しているということで、業者選定の経

過と、例えば入札だったらどういうふうな入札の

執行状況であったかということをちょっとお知ら

せ願えますでしょうか。

◎企画課長（澁谷 明伸） まず、こちらの事業

の概要から少しお話しさせていただきたいと思い

ます。

こちらのひろさきローカルベンチャー育成事業

は、総務省の地域おこし協力隊の制度と内閣府の

地方創生の取り組みをミックスしたような形で取

り組みを始めたものでございまして、移住によっ

て、その地方での起業、これまでであれば地域お

こし協力隊はどちらかというと移住して地域の活

性化的な部分があったのですが、今回の取り組み

というのは、移住プラスその地域で地域の課題解

決をしていくための起業という部分がプラスして

いる取り組みになっております。

この団体につきましては、地方での起業という

部分を行政であったり民間企業であったり、あと

は移住してきた人、そういう部分をつなぎ合わせ

て、各地域でいろいろな起業していくということ

で平成29年に立ち上がった一般社団法人でござい

まして、現在、一般社団法人ネクストコモンズラ

ボが当市も含めて全国11団体と連携して、近くで

いけば、岩手県遠野市とか、そういう市町村と連

携して、こういう地方での新しい起業、首都圏か

ら移住して起業していくということで取り組みを

している事業でございます。

具体的な流れといたしまして、動き出したのは

昨年度からになります。平成30年度に具体的に弘

前でどういう起業のプロジェクトを立ち上げよう

かという部分をまず始めました。それと並行し

て、弘前に取り組みで移住してくれる方を募集す

るというのも同時並行で進めておりまして、移住
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してくださる中には二つの型がございます。一つ

は、取り組み全体をコーディネートするコーディ

ネーターとしての募集もあります。もう一つは、

実際にこの地方に移住して、この地方で新しい起

業をするという部分の二組の取り組みが大きくご

ざいます。人数といたしましては、コーディネー

ターの部分が３名、実際に起業する部分で10名募

集ということで取り組みをスタートしておりま

す。

委託にはさまざまございますが、例えば項目の

一番最初にあります選考業務などは、募集に当

たっての経費であったり、二項目めの運営業務に

つきましては、今申し上げました、どういうプロ

ジェクトを弘前で展開していくかという事業構築

の部分でございます。また、三つ目のコーディ

ネートの部分につきましては、先ほど申し上げま

したコーディネーターの部分の人件費の部分でご

ざいまして、最後の活動業務というのが実際に移

住してきた人の部分の活動業務という部分になり

ます。

現在、コーディネーターの方として３名移住し

ていただいておりまして、また実際に起業するた

めに弘前に移住されている方というのは３名い

らっしゃいます。計６名、現在移住しておりま

す。

◎５番（福士 文敏委員） ２通りのパターンで

今移住の受け入れという部分を考えているという

ことなのですが、ちょっと決算説明書の52ページ

の一番最下段を見ていただきたいのですが、私

ちょっとここのローカルベンチャーによる新規事

業創業人数というのが、平成30年度が目標値ゼ

ロ、実績値ゼロということで、この事業完了が令

和３年３月ということで一挙に10人ということな

のですが、ここが今後どういうふうに動いていく

のかということと、これについての今後の方向性

もひっくるめて御答弁願えますでしょうか。

◎企画課長（澁谷 明伸） まず、10人の目標値

のところでございます。こちら、先ほど申し上げ

ました、実際に移住して起業したときの人数とし

て10人というふうにカウントするとして目標を立

てたものでございまして、現在、移住されてき

て、今いろいろな活動をしてくださってはいるの

ですけれども、まだ起業まで結びついていないと

いうこともありまして、現在数値としてはまだカ

ウントされなくて、ゼロとして整理をしておりま

す。実際、今既に移住されて起業に向けて取り組

んでいる方が３名いらっしゃいますので、その方

が今後起業ができれば、その３人は数値としてカ

ウントしていけるものと考えております。

あと、今後ということでございますが、10人と

目標に掲げておりますが、現在具体的な起業に向

けて移住された方というのは３名しかいないのが

現状でございます。ですので、さらなるＰＲとか

を進めていくとともに、その３名の方がしっかり

と起業できるように、自走化に向けた体制という

のはつくっていきたいと思っております。

ただ、もう一つ、10名という目標を掲げており

まして、その10名を達成するために、実は手を挙

げてくださる方はいらっしゃるのですが、その方

の具体的なビジョンが余り見えないとかというの

でお断りしている場合もあります、正直申し上げ

まして。ですので、確かに国の地方創生の交付金

を使っている部分もあって目標値は立てているの

ですけれども、そこは余り追い求めず、しっかり

と地域の中で残っていけるものというものをまず

優先して考えております。

◎５番（福士 文敏委員） 令和３年末までとい

うことですので、目標達成できるように、さらな

る努力はしていただきたいと思います。

次に移りまして、同じく２款１項11目の決算説

明書51ページになりますけれども、ここに都市と

地方をつなぐ就労支援カレッジ事業ということが
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ございます。

まず、この事業についての事業概要、それから

これまでの実績と事業効果についてお示し願いた

いと思います。

◎農政課長（齊藤 隆之） 都市と地方をつなぐ

就労支援カレッジ事業につきまして事業概要と、

それからこれまでの実績、事業効果ということで

お答えさせていただきます。

まず、事業概要でございますけれども、本事業

は地域経済の活性化や地域における雇用機会の創

出などを総合的かつ効果的に推進するために市が

作成しております地域再生計画に基づきまして、

地域農業の多様な担い手や補助労働力の育成や確

保を図るために大阪府の泉佐野市と連携いたしま

して、大阪等の大都市圏の周辺における若年無業

者を含む就農希望者等を対象にいたしまして当市

の農業法人においてりんご産業の実践的な研修を

行うものでございまして、国の地方創生推進交付

金を活用しているところで、平成27年から実施し

てございます。

これまでの実績及び事業効果でありますけれど

も、当市においては、この実践的な研修というこ

とで、農作業の体験を通じて当市の魅力を知って

もらうための２泊３日のひとかじりコース、これ

は本当に短期間のコースと、それからもう一つ

は、一定量の農作業に従事するということで、７

泊８日のまるかじりコース、この２コースを設定

して事業を実施しております。

これらの受け入れ実績といたしましては、平成

27年度から平成30年度において、この短期間のひ

とかじりコースにつきましては、延べ112名の研

修生を受け入れてございます。７泊８日のまるか

じりコースにつきましては、延べ99名の方を受け

入れておりまして、平成30年までで合計209名の

研修生の方を受け入れているところでございま

す。

事業効果ということでございますけれども、こ

のまるかじりコース、１週間のコースでございま

すけれども、こちらの参加者の中には１カ月間農

業法人で働いたというふうな研修生であるとか、

２カ月間の農業法人との雇用契約を結んで働いた

という方も含まれておりまして、若年の無業者へ

の就労支援というふうな面と、それから当市の農

業の補助労働力対策というふうなことにつきまし

ては、一定程度の効果があったものと考えており

ます。

◎５番（福士 文敏委員） 今、最後のほうで、

当市農業の補助労働力の対策として一定の効果が

あったということだったのですが、これは泉佐野

市からそれなりの人数に来ていただいて、今まで

の事業を展開してきた中で、これから継続してい

くに当たって、例えばどういう課題があって、こ

の課題に向けた対応を市はどう認識しているのか

ということについても、ちょっとお聞かせくださ

い。

◎農政課長（齊藤 隆之） 本事業の課題と、そ

れから課題に向けた対応ということでございま

す。

平成30年度までは、長くても１週間程度の期間

で研修生を受け入れてまいりました。これまでの

ところ、平成30年度までについては、移住による

就農ということには至っていないというふうな現

状は認識してございます。

今、短期間の二つのコースだけでは目標である

農業分野への担い手不足の改善が見込めないとい

うふうな課題を認識しているところで、一人でも

多くの農作業体験者が当市のほうに定着していた

だいて、地域農業の一翼を担っていただけるよう

にということで、今年度、平成31年度、令和元年

度からは新たに約１カ月のコース、長期型のコー

スを設けたところでございます。

今年度は長期型コースの研修生を５名ほど見込
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んでおりまして、長期型のコースの対象者といた

しましては、これまで短期型で参加された方に働

きかけをして、りんご産業に一層関心の高い方を

中心にというふうなことで、そちらの方をター

ゲットに働きかけをしているというところでござ

います。

現時点におきましては、３名の研修生の方を長

期型ということで受け入れておりまして、これか

らこういった研修生の方が当市に定着するように

サポートしてまいりたいと考えてございます。

◎５番（福士 文敏委員） 今のところ移住によ

る就農には至っていないということだったのです

が、最後に１点だけ、この事業の継続性と今後の

必要性ということで、これからどんどん移住が、

どのくらいになれば効果があったと認められるの

か、今後の方向性についてだけ、どのくらいまで

続けていくのかというふうなビジョンをお持ちで

したら、お知らせください。

◎農政課長（齊藤 隆之） 今の質問に対する答

弁の前に、訂正させていただきたいと思います。

平成27年から30年のひとかじりコース112名とい

うふうにして答えたかと思いますけれども、人数

のほう110名ということで訂正させていただきた

いと思います。

今後の事業の方向性というか、どういうふうに

考えているのかということでございますけれど

も、まず本事業につきましては、国の交付金の期

間が来年度までということになってございます。

来年度まではこういった１カ月コースというふう

な長期型のコースも設けて、そういった方が定着

していくようにということで努めてまいりたいと

思っております。

その後につきましては、本事業そのものが最終

的には事業自体が自走化というふうなことで取り

組んでいる、事業者が自走化というふうなことが

ありますので、自走化に向けてそういった本事業

の受託業者のほうと課題等協議しながら、こちら

のほうで支援できるものがあればということで取

り組んでまいりたいと思っているところでござい

ます。

◎副委員長（尾﨑 寿一委員） 次に、木揚公

明。

◎１１番（外崎 勝康委員） 私は、２款１項４

目、説明書34ページ、いいかも!!弘前応援事業に

ついてお聞きします。

まず初めに、事業費と寄附額に関して見解をお

聞きしたいと思います。どのように分析している

のか、お聞きしたいと思います。

その次に、魅力ある事業と魅力を感じられな

かった事業等があると思います。そのことから、

どのような事業を発展させて、どのような事業を

新たにしたいと思っているのか、お聞かせいただ

ければと思います。

◎広聴広報課長（石澤 淳一） ふるさと納税寄

附金推進事業ということでございます。

事業費でございますが、説明書のほうにもござ

いますとおりに、歳出のほうで返礼品の購入、あ

るいは業務委託料といったことで総額で１億4000

万円ほどかかっているということでございます。

実際の寄附額でございますが、平成28年度が

7386万円ほど、平成29年度は２億4000万円ほど、

平成30年度は２億9000万円というふうな着実に寄

附額はふえてきているというようなことでござい

ます。

これまでの事業をやってきた中において、創設

当初、これは平成20年度になりますけれども、当

市では公共施設の割引券や広報誌などを発送して

いたというようなこともございます。また、寄附

者自身が返礼品を選べなかったというようなＰＲ

不足、こういったもので当初は寄附金が少なかっ

たのではないかなというようなことで考えてござ

います。
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現在でございますが、寄附者に対する返礼品と

して、この辺の充実を図っておりまして、りんご

やりんごの加工品、あと、津軽塗を初めとした工

芸品、当市の魅力的な特産品を全国の方々に知っ

ていただき弘前の魅力を知っていただくというよ

うなことで事業を展開しております。

魅力のある、またはないといったようなところ

でございますけれども、今まで取り組んできたも

ので、ほぼほぼこちらの事業のほうは順調に進ん

でおりまして、魅力がなかったのではないかとい

うようなところの認識はちょっとございませんけ

れども、例えば平成28年度からは、返礼品のほか

に特典といたしまして、ねぷた絵の送付、これは

ねぷた団体の皆様からいただいたねぷた絵を送付

するとか、あと平成29年度からは桜のオーナー制

度、あと桜の剪定枝を寄附していただいた方に発

送したりしております。経費をかけずに弘前の魅

力をできるだけ発信したいというようなところで

取り組んできたものでございます。

◎１１番（外崎 勝康委員） ちょっと今お聞き

したかったのは、事業費が約１億4000万円に対し

て、今回の寄附実績は２億9000万円という金額、

この辺に関してどういうふうに分析しているの

か、その辺ちょっと具体的に聞きたいなと思いま

した。

◎広聴広報課長（石澤 淳一） こちらの事業費

の中身でございますけれども、基本、３割が寄附

者への返礼品という形になってございます。こち

らのほうで具体的に申し上げますと、説明書のほ

うの34ページ、こちらのほうのふるさと納税返礼

品発送等業務委託料という中に入ってございま

す。３割が返礼品の金額だと。そのほかに受領証

の発送、そういった事務の業務委託というところ

で、今言いました１億1600万円の中にそういった

手数料が入っているというふうなことになってご

ざいます。

◎１１番（外崎 勝康委員） 私が聞いているの

と全く違う答弁なので、いいです、これ以上。全

然かみ合わないので。

それで、次にお聞きしたいのは、時間があると

いうことなのですが、では、あえて聞きます。済

みません。

私、最後に聞きたいのは、この事業、最終的に

はやはり弘前市の大きな財政の力になっていくと

思います。そういう意味では、100億円をぜひと

も目指していただきたいなという思いを持ってい

るのですが、その辺に関して、どのようなお考え

なのかお聞きしたいと思います。

◎広聴広報課長（石澤 淳一） 100億円を目指

してというふうなことでございます。ただ、総務

省のほうで６月に地方税法を改正いたしまして、

いろいろな制約がある中でございますけれども、

こちらのほう、少しでも寄附金をふやす、あるい

は弘前の魅力を発信できる、知っていただくとい

うようなことで、いろいろな取り組みを知恵を

絞って進めていきたいと思っております。

◎１１番（外崎 勝康委員） 済みません。それ

では、中長期的な目標はあるのでしょうか。

◎広聴広報課長（石澤 淳一） 今、中長期的な

目標ということでございますけれども、具体的な

金額の目標は持ってございませんが、一つずつ返

礼品の追加、今年度についてもロマントピアの宿

泊券、あるいはあけびづる細工の手提げとか、あ

と、りんごの木のオーナーとなれるような返礼品

といったものも今考えておりまして、そういった

ものを一つずつ魅力あるようなものを発信してい

くことで弘前を応援していただきたいということ

で少しずつでもふやせればというふうに考えてご

ざいます。

◎１１番（外崎 勝康委員） わかりました。

私思うに、やっぱりこういう事業というのは確

かにアイデアもあるのですけれども、ちゃんとし
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た中長期的な目標というものがある中で本当にい

ろいろなアイデアが生まれてくるし、そこから

やっぱり本当に本気になってやっていくものが生

まれてくると思うのです。ですから、そこに弘前

の魅力をもっともっと発掘して、もっともっと多

くの方にＰＲしていく、そういったものがさらに

発展していくと思いますので、どうか中長期的な

目標を明確にして取り組んでいただきたいなと

思っております。

その次に、２款３項１目、説明書55ページ、個

人番号カード交付事業ということで、まず、交付

率11.6％についてどのようにお考えなのか、お聞

かせください。

◎市民課長（成田 春美） ただいまの質問につ

いてお答えしたいと思います。マイナンバーカー

ド交付率11.6％についてでございます。

平成31年３月末現在の全国のマイナンバーカー

ド交付率は13.0％、青森県は11.3％でございま

す。弘前市は、県内10市の中で７番目の交付率で

ございまして、３月末現在でいけば11.6％という

ことでございます。

◎１１番（外崎 勝康委員） それをどういうふ

うに分析しているのかと、それを聞いています。

◎市民課長（成田 春美） 分析につきまして

は、私どものほうで普及促進策とかいろいろ検討

をしてまいりまして、現在のところマイナンバー

カードのメリットというのが身分証明書、それか

らＩＣチップによるｅ－Ｔａｘでの申請など、そ

ういうことのメリットしかございませんので、今

のところは、市民の方々がマイナンバーの必要性

というのをそんなには必要ではないのではないか

ということで分析しております。

◎１１番（外崎 勝康委員） それでは、具体的

に何をどうすればアップするというふうにお考え

ですか。

◎市民課長（成田 春美） それを打開するため

に普及促進策といたしまして、平成29年度に引き

続いて、運転免許センターや弘前警察署、市内４

カ所の交番、12カ所の駐在所及び岩木・相馬支

所、６出張所にポスター等を掲示いたしまして、

さらに市内の金融機関等にもポスターを掲示して

いただいております。また、平成29年８月21日か

らは市民課、ヒロロ総合行政窓口、岩木・相馬支

所において国から配付されたマイナポータルタブ

レットを用いまして、市職員が顔写真の撮影と専

用のウエブサイトを利用し、申請のサポートをし

ております。今後もこのサービスを継続してまい

りたいと思っております。

◎１１番（外崎 勝康委員） 私が聞いているの

は、アップするために具体的に何をすればアップ

するとお考えなのかということを聞いています。

例えばこのマイナンバーカードをこういったこと

にも使えたらいいとか、市のシステムであれば、

例えば住民票とか、よく言われているのが、コン

ビニでも住民票を出せるとか、いろいろなことが

あると思うのです。そういう具体的なことを市と

して何を考えているのかというのを今お聞きして

います。

◎情報システム課長（羽場 隆文） カードの使

用のことについてですので、私のほうからお答え

いたします。

カードについては、ただいま子ども・子育ての

ほうで利用に関する給付事務というので使われる

ということで、あとマイナンバーの旧姓併記とい

うことにも11月から併記をされるというふうに

なっております。あと、保険証にも使っていこう

ということで、今後マイナンバーカードに付加価

値をつけて普及に努めていきたいと考えておりま

す。

◎１１番（外崎 勝康委員） マイナンバーカー

ドに関しては、国としてもいろいろな施策を組ん

でやっております。ただ、地方自治体においても
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いろいろなことができますので、そのことを私も

お話ししています。ですから、地方自治体ででき

ることをやっぱりやっていく中で、マイナンバー

カードの普及が高まっていきますので、高まるこ

とによって今後、医療とか保険とか金融とか、い

ろいろな形でマイナンバーカードが適用していき

ますので、そういうことも含めてぜひとも積極的

にいろいろな形で市としてしっかりした施策を組

みながら具体的に進んでいただくことをお願いし

たいと思います。

◎１６番（小田桐 慶二委員） 三つ質問させて

いただきます。

まず、２款１項３目、説明書で34ページです。

本庁舎サステナブル建築物等先導事業検証事業で

ございます。

まずは、この検証事業の概要について一つお伺

いします。それから、あわせて、委託期間なので

すが、平成30年７月19日から平成31年２月28日ま

でと、ちょっと変則的な、中途半端なというか、

契約期間なのですが、この契約期間になった背景

もあわせて、まずお伺いします。

◎管財課長（工藤 浩） 私からは、サステナブ

ル化プロジェクト効果検証業務委託料についてお

答えいたします。

まず、事業の概要でございますが、本事業は市

役所本庁舎改修におきまして、環境負荷の低減や

経済性に配慮することを目的に、市役所庁舎内の

照明設備や空調設備を監視制御するシステムを導

入した持続可能な建築物と先導事業の効果を検証

するものでございます。より効果の高い省エネル

ギー、省ＣＯ２技術の導入による環境負荷の低減

に向けた取り組みとして本庁舎サステナブル化プ

ロジェクトという名称で国の補助事業の採択を受

けております。

プロジェクトの内容につきましては、環境負荷

の低減や経済性に配慮することを目的に省エネル

ギー、省ＣＯ２を目指すための設計工事及びエネ

ルギーマネジメント手法の効果検証を行うことと

なっておりまして、今回の委託業務につきまして

は、その取り組みの一つでありますエネルギーマ

ネジメント手法の検証を行うといったものでござ

います。

検証内容といたしましては、庁舎改修工事にお

いて構築した照明設備や空調設備を監視制御する

システムについて照明の明るさを抑える減光や空

調機の停止といった制御があった後の職員が手動

でもとに戻す行為、いわゆるリバウンドがどれだ

けあったのかという運転状況の検証のほか、利用

者の意見を吸い上げまして、ビルディングエネル

ギーマネジメントシステム、いわゆるＢＥＭＳを

より効果的に利用していくための改善に関する検

証となっております。

委託期間についてでございますけれども、平成

30年７月から平成31年２月に設定した理由でござ

いますが、本業務委託につきましては、本庁舎の

電力の需要が高まることが予想される最も暑い夏

の８月と最も寒い冬の２月を含める形で実施した

かったこと。また、補助事業の申請時期や完了実

績報告の時期を勘案した結果、このような期間設

定となったものでございます。

◎１６番（小田桐 慶二委員） なかなか専門的

な分野の感じもするのですが、では、特にエネル

ギー需要が多い夏、冬を中心に委託して検証を

行ったということですので、その検証の結果、ど

ういう具体的な数値結果が出たのか、効果が出た

のかということをお尋ねします。

◎管財課長（工藤 浩） ただいま御質問があり

ました成果についてでございます。

成果といたしましては、大きく二つございま

す。１点目は、電気を使う量の予測値があらかじ

め設定した値に達すると自動で照明の明るさを抑

えたり、廊下等の共用部分の空調機の運転をとめ
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る処理をピークカットといいますが、このピーク

カットがあっても事務に支障がない形で電力の使

用量を抑制することができる適正値を求めること

ができました。

具体的には、照明の明るさを抑える値、空調を

とめる値が、従来は、それぞれ425キロワットと

450キロワットでありましたが、今回の検証によ

りまして、それぞれ390キロワットと400キロワッ

トに低く設定しても事務への影響が少ないことが

わかりました。

２点目といたしましては、消費エネルギーの見

える化により、職員の環境負荷に対する意識や行

動に変化が見られ、例えば不要な箇所の消灯、あ

るいは自然換気である窓あけの実施など、自発的

な省エネルギー化につながる結果となったことが

挙げられます。

◎１６番（小田桐 慶二委員） 数値的にも改善

が見られたということでありますので、今後これ

をさらにまた環境負荷の軽減のための見直し、さ

まざまなものの検証を含めて取り組んでいってい

ただきたいと思います。

次に、２款１項４目、説明書37ページの弘前移

住サポートセンター東京事務所運営事業につい

て。

説明書を見ますと、相談件数あるいは移住者

数、さまざま数値的なものも含めて書かれており

まして、私個人としては非常に、派手ではないで

すけれども、着実に成果として上げてきているの

ではないかというふうに思っております。

ただ、我々議員としてもそうですが、弘前にお

りますとなかなか東京事務所というものの状況が

見えてこないという部分もあるのではないかとい

うふうに思っております。私らも東京方面へ出

張、あるいは視察へ出かけたときには、東京事務

所に寄って状況を聞いたりとかしてきてはおりま

すけれども、こちらにいると東京事務所で何を

やっているのだべなというのがふだんなかなか情

報として入ってこないという印象を持っておりま

す。

そこで、まず今、東京事務所で行われている、

総括的でも結構ですが、体制は３名体制でやって

いるようですが、どういう活動をしているのか、

そしてまた、その活動自体がこちらの本庁とどう

いうふうな連携をとっているのか、まずその辺を

お伺いします。

◎東京事務所長（太田 尚亨） まず、東京事務

所での活動ということですが、東京事務所は平成

28年10月に弘前移住サポートセンター東京事務所

として開設以来、首都圏における当市の移住促進

の拠点として移住相談、それから移住セミナーの

企画運営、各種移住イベントへの参加などのほか

に、あとメールマガジンやＳＮＳを活用しました

移住検討者への情報発信、それから首都圏での弘

前市内の高校出身者の同窓会とか、ふるさと会と

いった集まりがあるのですが、それらの弘前関係

者とのネットワークづくりというふうに取り組ん

でおります。

また、東京事務所では、今年度から業務を拡張

いたしまして、県東京事務所や市の産業育成課と

連携した企業誘致活動、それから各省庁とのパイ

プを構築するために省庁の訪問活動、そのほかに

も他の課との連携による首都圏での用務など幅広

い業務を行っております。

本庁のほうとの連携ということで、本庁のほう

の企画課の移住サポートセンターのほうと移住関

連のセミナーやイベントの参加、それから当市の

さまざまな移住に関する制度、補助制度など支援

制度といったものに関して情報共有しながら業務

を進めております。

◎１６番（小田桐 慶二委員） 東京事務所長、

大変御苦労さまでございます。びっくりしまし

た。答弁ありがとうございます。
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今、業務も多少拡張したというお話もありまし

たけれども、今は３名体制でやっていると。移住

サポートの仕事、あるいはまた、そのためのさま

ざまな団体への顔出し、あるいはマスコミやさま

ざまなところの連携がいっぱいあると思うのです

が、まず３名で大丈夫なのでしょうか。

◎東京事務所長（太田 尚亨） 確かに、昨年度

から比較しましてやる業務はふえております。そ

ういった中でも３名、あと非常勤職員１名いるの

ですが、そこと工夫しながら、なるべく効率的に

業務を進めていくと。中には本庁の企画課のほう

にもちょっとお手伝いをしていただくといったこ

ともしながら進めております。

◎１６番（小田桐 慶二委員） わかりました。

３名プラス非常勤の方が１名、４名でやってい

らっしゃるということですね。

それと、一つ確認なのですが、説明書の中にふ

るさと会など３団体に参加したというふうにござ

います。これが東京目屋、相馬、それから津軽ひ

ろさき応援隊とあるのですが、ちなみに、岩木会

というのはないのでしょうか。

◎東京事務所長（太田 尚亨） 岩木会もござい

ます。ここについては、平成30年度の実績として

掲載してございますが、今年度、私、訪問させて

いただきました。

◎１６番（小田桐 慶二委員） わかりました｡

さまざまな分野にわたる仕事を４名の方でこな

していらっしゃるということで、大変敬意を表し

たいと思います。

それで、冒頭申しましたように、東京事務所で

さまざまな活動をしていることがなかなか地元弘

前で認知されていないといいますか、情報不足で

なかなかわからない部分があるということで、で

きれば、例えば広報ひろさきや、あるいはホーム

ページに東京事務所のコーナーなどを設けてはい

かがかと思うのですが、広報ひろさきは月２回で

すので、毎月２回原稿を書くというのは大変で

しょうから、その辺は協議いただいて、東京事務

所としてこういう活動をしていますよという情報

発信を地元にもやっぱりするべきではないかと思

うのですが、この点いかがでしょうか。

◎東京事務所長（太田 尚亨） 私も委員おっ

しゃるとおりだと思っておりまして、これまでＳ

ＮＳやメルマガで首都圏に向けての東京事務所の

情報発信というのはやっていたのですが、やはり

地元の皆様にも御理解いただくということで、や

はり地元に向けた情報発信も必要なのかなと考え

ております。そういった中で、現段階では広報ひ

ろさきに、まずこれまでの東京事務所の活動報告

などなどを掲載することで検討しております。ま

た、ホームページも、委員おっしゃるとおり、情

報発信できる媒体として有効なのかなと思います

ので、今後検討したいと思っております。

◎１６番（小田桐 慶二委員） わかりました。

これについては、これで終わります。

次に、２款１項５目、説明書40ページ、日本で

最も美しい村づくり推進事業。

これについては、私も一般質問とかさまざま、

過去何回か質問もしてきましたし、他の同僚議員

等もこれについて質問してきておりますが、ま

ず、日本で最も美しい村について、これまでの活

動状況、そしてまた成果といいますか、全体的な

ものをまずお伺いします。

◎岩木総合支所総務課長補佐（佐藤 久明） 私

からは、日本で最も美しい村づくり推進事業の概

要についてお答えいたします。

ＮＰＯ法人日本で最も美しい村連合は、失った

ら二度と取り戻せない日本の農山漁村の景観や環

境、文化を守り、地域資源を生かしながら美しい

村としての自立を目指す運動を展開しており、世

界で最も美しい村連合会にも加盟している団体で

ございます。
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岩木地区がその連合への加盟を平成28年10月に

承認されたことから、同連合の理念と目的に基づ

き、市と岩木地区の関係団体等で組織する日本で

最も美しい村づくり岩木協議会を主体に「日本で

最も美しい村・岩木」の価値の維持向上に向けた

取り組みや情報発信を行っております。平成30年

度につきましては、岩木の漬け物伝承講習会や世

界一の桜並木植樹会などの事業を行っておりま

す。

◎１６番（小田桐 慶二委員） 今、世界一の桜

並木植樹事業のお話が出ました。平成30年度で92

本の植樹をしたというふうに説明書には書かれて

おります。確かに、世界一の桜並木、ヤマザクラ

の景観というのは物すごいすばらしいものがある

と私は思っておりますが、問題となっているの

は、私、一般質問等でも質問しましたが、電柱・

電線との兼ね合いです。

過去に、住民の方から１回見に来てくれという

ことで行きましたところ、いわゆる電柱・電線の

ラインと桜並木のラインが重なっている部分もあ

るわけですよね。そうすると、木が伸びてくると

電線に絡まる。東北電力としては、これはちょっ

とライフラインを確保するためにも、その枝を切

る。これはやむを得ないのかなとは思うのです

が、それも職人が切るわけではないので、剪定す

るわけではないので、電線にかかっているからば

さっと切ってしまうと。

こういうこともあって、当時の担当課にも話を

して、現場を見てもらったりしたこともあったの

ですが、桜並木の桜というものの所有権といいま

すか、そこの桜の木はどこのものになるわけです

か。

◎岩木総合支所総務課長補佐（佐藤 久明） 桜

並木は市が管理しておりますので、樹木などの処

理は市が対応することになっております。

◎１６番（小田桐 慶二委員） 所有権はどこに

なるかということです。

◎岩木総合支所総務課長補佐（佐藤 久明） 市

でございます。

◎１６番（小田桐 慶二委員） そうすると、今

現状でそういうふうに電線に引っかかっている部

分も実際にあるわけですね。私としては、大変景

観が損なわれると思っているわけです。そこを何

とかしたいなということが一つ根っこにあるわけ

ですが、電線にかかっている枝を伐採すると。こ

れは東北電力のほうで伐採するわけですね。その

ときに、ここの箇所を伐採するとなったときの市

と電力とのやりとりは、どういう連携で伐採する

のですか、手続上は。

◎岩木総合支所総務課長補佐（佐藤 久明） 桜

並木の管理は商工費の予算の中で委託をして業務

を行っております。業務内容といたしましては、

桜並木の桜の雪囲いの設置、撤去に合わせて倒

木、枝折れなどの雪害処理、整枝・剪定、薬剤散

布などの業務を実施しております。

それで、電線による接触などの軽微な剪定でご

ざいますけれども、東北電力が電柱・電線の管理

の作業中に行っている場合もございます。管理を

行うに当たっては、東北電力とも協議の上、進め

てまいりたいと考えております。

◎１６番（小田桐 慶二委員） 電線に枝が伸び

てきて、東北電力としては電線を守る上で、この

枝を切らなければまずいなとなった場合に、市に

許可を得るのですか。それで協議して、市として

了解として決裁を出すのですか。その辺の手続は

どうするのでしょうか。それとも勝手に東北電力

が伸びてきたから切るということなのでしょう

か。

◎岩木総合支所長（戸沢 春次） 東北電力のほ

うで電柱や電線を点検する際に、本当に軽微なも

のについては東北電力のほうで枝を払ったりとか

いうことはしているということでは聞いておりま
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す。ただし、大きなものにつきましては、これか

らも東北電力、あるいはＮＴＴの電柱もあります

ので、そちらのほうと協議しながら進めていきた

いというふうに思っております。

◎１６番（小田桐 慶二委員） 協議をしていく

ということですが、今現状では、協議はするので

しょうけれども、話も来るのでしょうけれども、

やはり電線とかＮＴＴに、これは伸び過ぎてきて

いるとなれば、やっぱり切らざるを得ないという

のが今の現状なわけでしょう。市がここを切って

はだめということはないわけですよね。そういう

ふうに今現状としてはなっているのだと思うので

すよ。

そういうことで、せっかく、日本で最も美しい

村というものに加盟したわけですから、これは

やっぱり一度東北電力なりＮＴＴと協議の場を

持ってほしい。この桜並木を維持するために、極

端に言えば、電柱を移動してほしいのです、私

は。木を移動するというのもなかなかなので、電

線は移動できないものかなというふうに私は率直

に思うのですよ。

そういうことから、市と電力、あるいはＮＴＴ

と、美しい村に加盟したのですということから、

この桜並木を日本一美しいものに今後も維持して

いきたいという話し合いを持っていただきたいと

思うのですが、その点についてはどうですか。

◎岩木総合支所長（戸沢 春次） 今、委員御指

摘のとおり、東北電力、あるいはＮＴＴ、あるい

は県道の並木の道という遊歩道等もございますの

で、県のほうの関係者ともいろいろ内容を検討し

ていかなければいけないと思いますので、そう

いった関係団体でもってお話をしてみたいなとい

うふうに思っております。

◎副委員長（尾﨑 寿一委員） 次に、日本共産

党。

◎２３番（越 明男委員） 一つだけ通告いたし

ました。今の16番委員に続くような形にたまたま

なったのですけれども、勘定科目、２款１項５

目、決算書の67ページの支所及び出張所費の中

に、岩木総合支所に絡む管理費等がございますの

で、こことの関係で、旧岩木地区避難所等の看板

についてということで通告をさせていただきまし

た。

決算審議に当たって、少し経過を述べますけれ

ども、旧相馬・岩木地区の中に、相馬、あるいは

岩木を冠にした避難所の看板がどの程度、今も

残った形で設置されているのかなというお声を市

民からいただいたものですから、こういうタイト

ルにいたしました。

最初の質問は、旧岩木地区内に岩木避難所と称

する、またそれの類いの看板は今現在どういう配

置状況にまずございますでしょうか。

◎岩木総合支所総務課長補佐（佐藤 久明） お

答えいたします。

旧岩木地区に今も残っている岩木避難所等の看

板の実態ということでございますけれども、旧岩

木町が設置した岩木町避難所の看板を掲示してい

る施設は35カ所になります。内訳といたしまして

は、学校が２カ所、公共施設等が４カ所、集会施

設等が25カ所、保育所が３カ所、その他施設が１

カ所となっております。

◎２３番（越 明男委員） ありがとうございま

した。

その看板がかつてどのぐらい設置されたのか、

張りめぐらされたのかどうかというのは、いろい

ろ昔にさかのぼるので、それは今やりませんけれ

ども、35枚ほど今残っているという説明がござい

ました。その事情、わけ、この35枚の旧岩木避難

所と称する看板が設置されているというのをどう

見ているかということで、少し伺いしたいなと思

うのですよ。

というのは、合併以来、もう随分時間が経過し
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てございますね。資料要請しましたら、比較検討

するわけではありませんけれども、相馬のほうに

は旧相馬地区にはないと。岩木地区には今35枚ほ

ど。合併後随分たっておりますけれども、時限的

にも随分過ぎ去りし話なのですが、ここら辺はど

ういうふうなお考えで今おられますか。

◎岩木総合支所総務課長補佐（佐藤 久明） な

ぜ、岩木町避難所の看板が今も残っているのかと

いうことでございますけれども、合併協議で避難

場所の指定は現行どおり新市に引き継ぐことで調

整したことにより、看板がそのままとなっており

ました。その時点で岩木町という部分の修正が必

要でしたけれども、マンホールのふたと同様に合

併時の申し合わせで経費がかさむことから、すぐ

には修正せず、機会をうかがって修正することと

しておりました。その後、災害時の指定避難所等

の見直しを行っておりますので、指定避難所でな

くなった施設の表示は撤去するなど見直しに対応

した表示でなければならないのですが、そのまま

残っている状況にあります。

◎２３番（越 明男委員） 今、課長補佐の説明

で、次の質問も要らなくなりましたから、つまり

検討事項の問題としては、内部的にもいろいろあ

りましたというお話を今説明いただきました。そ

れはそれでわかりました。

さて、これはこのままキープした形で推移する

わけにはいかない問題でしょうね。ただ、そうな

ると支所、出張所費の問題かどうかとなると、こ

れは越の思いですよ。越の思いは、財産管理課も

何らかの形で検討さねばまねぐなるのかなと。

今、課長補佐からちょっと話があったように、

最近、災害時の指定避難所ということでの保存版

のペーパーが広報と一緒に回ってきましたね。こ

れを見ましたら、岩木地区のほうが、たしか私の

カウントでは25カ所になっているのですよ。だか

ら今、私の指摘する岩木避難所と称する看板が設

置されているところと、今現在ですよ、今現在の

緊急避難所の25カ所はかなりオブラートするので

はないかなと思うのですよ。

そこで、僕も決算審議の中でどこにクエスチョ

ンを浴びせればいいのかちょっと悩んだのです

が、とりあえず準備の過程で総合支所のほうに伺

いますけれども、今、補佐も少しおっしゃったの

ですが、撤去、どう言ったらいいのですか、除

去、撤去。岩木町避難所というのはふぐあいなこ

とははっきりしているのですから、この方向に行

政処理を進めるといった場合に、どういう手続

が、総合支所長どうですか、考えられるのです

か。

◎岩木総合支所長（戸沢 春次） 今現在残って

おります岩木町避難所という施設自体が、もう避

難所でなくなっている箇所もございます。したが

いまして、誤解を与えるような表現をしていると

ころにつきましては、撤去しなければならないと

思っておりますので、撤去につきましては防災課

のほうが担当いたしますので、撤去する方向で、

なるべく経費のかからない方法を防災課のほうと

協議してまいりたいと思っております。

◎２３番（越 明男委員） そうでしょうね。そ

ういう諸事情もあればこそ、多分察するにこれま

での総合支所長などを中心としていろいろ検討し

たのだけれども、財政の問題も、それから防災的

な問題もいろいろ加味して。

今、支所長の説明でちょっと気になったのです

が、先ほど紹介した保存版の災害時の指定避難所

と担当課がずれているような感じもしないわけで

ないのですが、今、あなたの説明で、もう既に避

難所としての役割がというところがちょっと気に

なるのですよ。

それは、指定避難所という概念は、災害時の指

定避難所という、保存版で言いますと、指定避難

所というのは家屋などが被災した場合に被災者が
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避難生活を送ることができる施設というふうにあ

るものですから、つまり、自主的に避難するとこ

ろではないかなという感じで私は見ていたのです

よ。

ところが、この指定避難所のところには、もう

一つの概念がありまして、指定緊急避難場所とい

うのがあるのですよ。指定緊急避難場所という

と、これは文字どおり第９款の防災課のほうに完

全に行ってしまうかもしれないので、でも今、張

りめぐらされている岩木町の避難所看板は、指定

避難所としての性格というのは今はなくなったよ

うな説明なのですが、そこは本当ですか。もう１

回ちょっと確かめたいと思います。

◎岩木総合支所長（戸沢 春次） 旧岩木町のと

きにつけた指定避難所につきましては、防災課の

ほうの避難所ということからは除かれております

ので、基本的には外す方向で考えたいというふう

に思っております。

◎２３番（越 明男委員） 最後。前列に企画部

長がおられますから、企画部長がたしか第９款の

防災のほうの担当部長でないかなと思ったりした

ので、撤去なり除去の際、私も現地、何枚かを見

ているのです、実は。かなり岩木町の当時の方々

は頑丈に設置しておりまして、場合によっては費

用ということになると随分とかかるのかもしれま

せんけれども、企画部長、そこは担当の部署と、

それから防災課とも連携を密にして、ひとつ来年

対処していただければありがたいなということ

で、私のほうはこれで終わります。

◎副委員長（尾﨑 寿一委員） 次に、さくら未

来。

◎１番（竹内 博之委員） 私から、この項目で

三つ質疑させていただきたいと思います。

まず、２款１項４目、説明書の34ページ、先ほ

ど外崎委員からもふるさと納税の部分で質疑が

あったのですけれども、今年度の説明書を見る

と、いわゆる業務委託費の割合が昨年度と比較し

て14％ぐらい上がっているということで、事業費

に占める業務委託料の割合がふえているというの

と、寄附金の総額に占める、いわゆる事業費の割

合も平成28年度から比較して、平成28年度が63

％、昨年が55％、平成30年度が51％ということ

で、寄附金もふえているのだけれども、それ以上

に事業費負担の割合がふえているということの分

析を御答弁お願いします。

◎広聴広報課長（石澤 淳一） ただいま御質問

がありましたふるさと納税返礼品発送等業務委託

料というところについて申し上げます。

こちらのほう、平成29年度の決算額からいきま

すと7453万円、平成30年度の決算額でいきますと

１億1668万6000円というふうな形になってござい

ます。こちらのほうの業務委託の内訳についてで

ございますが、まずは寄附額の９％ということ

で、事務の手数料的なところが９％プラス消費税

と。あと返礼品代、あと送料というところでござ

います。

平成29年度と30年度をまず比較した場合に、実

は平成29年度の９月まで業務委託をしてございま

せんでした。職員が一つずつ返礼品を管財のほう

に発注して、発送してというような事務を行って

おりました。ただ、平成29年度の10月からはプロ

ポーザルで業者を選定いたしまして業務委託に

移ったということが平成29年度でございます。平

成30年度は年度初めから全て業務委託になったと

いうところで、ここの部分で分析をした結果、歳

出が大きくなったという部分でございます。

◎１番（竹内 博之委員） それでは、今後は、

今年度から業務委託費は完全にプロポーザルで

やったということで、いわゆる費用負担の割合の

部分は、今後は今の50％前後で推移していくとい

うことですよね。私が考えたのは、寄附金がふえ

ていっても、結局事業費負担の割合がふえていく
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と手元に残る、いわゆる収支の部分がなかなか残

らないのではないかなということで、こういう質

問をしたのですけれども、今後、業務委託の部分

では、割合はある程度今の現状が続いていくとい

う。わかりました。ありがとうございます。

次、行きます。

支出項目の２款１項４目の説明書36ページにな

ります。

ひろさき広域出愛サポートセンター運営事業に

ついてなのですけれども、まず、この事業の大半

が、コーディネーターの費用が約７割ということ

で、まずこのコーディネーターの方が担っている

役割、業務について御答弁をお願いします。

◎企画課長補佐（白戸 麻紀子） ひろさき広域

出愛サポートセンターのコーディネーターの役割

ということで、コーディネーターは２名おりま

す。この２名については、会員がお相手を探すと

きの閲覧の立ち会いですとか、会員への助言、そ

れからお見合いをするときにサポーターが立ち会

いをするのですけれども、そのサポーターを選定

というか、この方々にはこのサポーターをという

ことで、サポーターの選定ということで業務を

行っております。

◎１番（竹内 博之委員） さまざまなコーディ

ネート機能を担っているということなのですけれ

ども、私ちょっと気になったのが、会員数の推移

でありまして、これも平成29年度から比較する

と、平成29年度が200人、30年度が312人、112人

ふえているのですね。平成31年の今の実績が345

人ということで、昨年比較で33人、多いか少ない

かという判断はそれぞれだとは思うのですけれど

も、こういう出会いサポートというのは、やっぱ

りそれ相応にマッチングする母数があってこそ、

いろいろなセッティングを含めて可能性というの

が出てくるものだと思うので、会員数の増大に関

してどういう戦略というか、あと目標設定とかを

しながら、コーディネーターの方もさまざまな業

務、役割があるのだと思うのですけれども、会員

数の拡大を図って、その中でマッチングを進めて

いくことが事業の本質だと思っているのですけれ

ども、その辺、御答弁お願いできればと思いま

す。

◎企画課長補佐（白戸 麻紀子） まず、会員数

の推移ですが、こちらの事業は平成26年度に弘前

市が単独で実施しております。平成26年度から28

年度まで単独で実施しているのですけれども、平

成28年度末時点では200名の会員数でした。平成

29年度から弘前圏域定住自立圏８市町村が連携し

て広域化をして広く圏域住民を対象にしまして、

100名ほどふえて312名となっております。平成30

年度には345名ということで、増員としては33名

ほどなのですけれども、実際に平成30年度の新規

の登録者は110名となっております。純粋にふえ

た分だけではなくて、退会された方もいるという

ことで110名となっております。

広域化で、やはり同じ母数だとなかなか出会い

の場がないというのが正直なところありますの

で、こちらのほうについては、休日の登録会を開

催したりですとか、さまざまソーシャルネット

ワーキングサービスを活用して広告を出したりで

すとか、会員の増強に努めているところです。

◎１番（竹内 博之委員） ありがとうございま

す。

会員の増強の部分でもう１回質疑したいのです

けれども、会員をふやすに当たって、今休日の窓

口を設置したりとかＳＮＳで広告をしているとい

うことで、それで十分なのかなというのが私思っ

ていて、何を言いたいかというと、やっぱりほと

んど働いている人たちが多いと思うので、やっぱ

りいろいろな企業へのアプローチというのが最も

効果的であり、そこの需要というのは物すごくあ

るものだと認識していますので、最後、質疑では
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ないのですけれども、今やっているＰＲ活動のプ

ラスアルファで、地元の企業だったり、今広域で

やっているのであれば、広域の企業のところに会

員数増大のキャンペーンではないのですけれど

も、アプローチというのが必要なのかなと思いま

すので、そこの部分を最後に申し上げて、この点

については終わりたいと思います。

最後の項目です。２款１項９目の説明書の43

ページになります。

町会連合会の運営費補助金の部分なのですけれ

ども、まず補助金算定方法が昨年と比較すると

130円掛ける加入世帯数で算出したと思うのです

けれども、平成30年度の決算は150円になってい

るということで、算定方法が変更された経緯と

か、そういったことの御答弁をお願いできればと

思います。

◎市民協働課長（高谷 由美子） 弘前市町会連

合会運営費補助金の算定方法の変更理由というこ

とでございますが、平成30年度において弘前市町

会連合会補助金を１世帯当たり130円から150円へ

増額した理由といたしましては、当市におきまし

ても少子高齢化等を背景として地域コミュニ

ティーの希薄化等が大きな課題となっておりま

す。町会連合会と市がさらに連携を強化し、協働

により地域コミュニティーの維持活性化に取り組

んでいく必要があることから、町会連合会が行う

事業の充実を図ろうとしたものでございます。

平成30年度におきまして、町会加入キャンペー

ン、町会だより作成講座、町会担い手育成塾など

を市と町会連合会の共催にて実施し、町会等が抱

える課題の解決に向けた活動を行っているところ

でございます。

◎１番（竹内 博之委員） 町会連合会と協働で

市が一緒に事業を行っていくということと同時

に、町会のほうで自治を進めていってほしいとい

う意味合いが私はここに込められていると思うの

ですけれども、そういった背景を踏まえて、今連

合会に加入していない町会もあると伺っているの

ですけれども、その現状と、結局、連合会に加入

しないことによって受けられるメリットといいま

すか、受けられないサービスといいますか、そう

いうものがあるのであれば、お示しください。

◎市民協働課長（高谷 由美子） まず最初に、

町会連合会への加入状況についてお答えいたしま

す。市町会連合会への加入状況ですが、平成30年

度は331町会のうち、322町会、全体の97.3％の町

会が市町会連合会に加入しており、未加入町会は

９町会となっております。

次に、町会連合会に加入しないことでの受けら

れないサービス、いわゆる不利益のようなものだ

と思いますけれども、そちらにつきましては、町

会連合会事務局へ確認いたしましたところ、未加

入町会におきましては、町会連合会が主催する研

修会へ参加できないほか、連合会が行っているア

メリカシロヒトリ駆除薬剤費などの補助事業の対

象とならないということでございました。

◎１番（竹内 博之委員） 補助金の割合も130

円から150円にふやしているということで、行政

としても多分連合会に対しての期待というか、

担っていただきたい役割というのは大きいと私は

認識しているのですけれども、そういった中で、

未加入町会が９町会あるということで、行政とし

ては未加入町会に対して、できれば連合会に加入

してほしいのかということも含めてどのように考

えているのか。加入してほしいと思っているので

あれば、どうすれば加入率というか、上がってい

くと考えているのか、お示しいただきたいと思い

ます。

◎市民協働課長（高谷 由美子） まず、未加入

町会があることについて、市としての見解という

ことでございますけれども、弘前市町会連合会は

町会相互の連絡協調や親睦、相互研修等を目的と
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して活動しており、未加入町会におきましては町

会同士のつながりが希薄になったり、地域での情

報共有が行き届いていかないのではないかと危惧

されるところであります。市としては、町会連合

会が行っている各種研修会などの活動を支援する

ことは町会の活性化につながるものと考えており

ますので、未加入町会がなくなることが望ましい

とは考えておりますが、加入の決定につきまして

はそれぞれの町会の判断によるものと考えており

ます。

続きまして、町会連合会への加入についての取

り組みですけれども、町会連合会への加入はあく

までも各町会の判断によるところであり、市では

働きかけを直接的には行ってはいないのですけれ

ども、やはり町会連合会同士が助け合って市全体

のまちづくりを進めていくという部分をいろいろ

な研修等や事業等の機会にお話ししていきたいと

いうふうに考えております。

◎副委員長（尾﨑 寿一委員） 次に、無所属。

◎３番（坂本 崇委員） 私のほうからは、２点

質問させていただきます。

まず、２款１項１目のＷｉＦｉ環境整備事業に

ついてです。平成30年度に弘前公園等の公衆無線

ＬＡＮ環境の大規模な更新を行ったということで

すが、今回更新した理由、更新前の問題点及び更

新後改善された点、効果などがありましたらお伺

いいたします。

◎情報システム課長（羽場 隆文） そうします

と、私のほうからお答えいたします。

まず、更新した理由ですけれども、平成23年度

に最初に整備しまして７年間経過して、機械の耐

用が超えたことから今回整備したということとな

ります。

更新前の問題点ですけれども三つありまして、

電波が弱いので強くしてほしい、それからつなが

るエリアをふやしてほしい、それから認証方式が

メールアドレスが一つしかなかったということ

と、認証画面の言語が４言語ということが課題と

してありました。

この課題を解消するために、まず電波が弱いと

いうことについては、アクセスポイントを最新の

機器に更新したことで強い電波になりつながりや

すくなりました。それからエリアをふやしてほし

いということも、携帯電話のＬＴＥ回線というも

のを使用することによって、屋外のアクセスポイ

ントを12アクセスポイントから23へ増設し、エリ

アの拡大を図っております。また、認証方式も、

四つの言語から14言語にふやしたことと、認証方

式をメールアドレスからフェイスブックやツイッ

ターなどのＳＮＳアカウントの認証をふやしてお

ります。

続きまして、効果ですけれども、観光情報を検

索する際の利便性の向上だけではなく、ツイッ

ターやインスタグラムなどで観光スポットの画像

を情報発信するなど、世界中に情報発信されると

いうことが効果になります。これを見た人が、弘

前を訪れてみたいなということで、誘客につなが

るということが効果というふうに考えておりま

す。

アクセス数が、平成29年10月から平成30年７月

までの10カ月間で9,500件しかなかったアクセス

数が、更新後、平成30年10月から令和元年７月ま

での10カ月で３万6700件ということで、約3.8倍

に伸びているということも効果としてあります。

◎３番（坂本 崇委員） 答弁ありがとうござい

ます。大分更新したことによって効果が出たとい

う分析をされておりますが、私のほうでもちょっ

と観光案内窓口とか、そういったところに更新後

の状況というのを聞いたところ、今と同じような

話で、これまでですとつながりにくいとかという

話があったのですが、かなりその点の窓口に来る

苦情というのは減っているということと、あと、
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言語が４言語から10言語ふえて、全部で14言語対

応になったということで、そういった、いわゆる

インバウンド対応の部分でも以前よりは苦情が明

らかに減ってきたという声は聞いております。

実は来年、オリンピックイヤーということもあ

りまして、これまでもそうですけれども、外国人

観光客がこれまで以上に入ってくることが見込ま

れて、今のところは何とか整備も整っていると思

うのですが、結構いろいろな国の方が来ますの

で、来たときに窓口でしつもつするということが

多くなるという場合があるのですね。ですので、

ぜひこの辺も今後様子を見ていただければなとい

うふうに思います。

それと、公園全体もそうなのですけれども、

今、弘前市内全体のＷｉＦｉのカバー状況と今後

の整備計画についてお聞かせいただければと思い

ます。

◎情報システム課長（羽場 隆文） 市内の観光

施設のＷｉＦｉのカバー状況と今後の整備計画と

いうことについてお答えいたします。

まず、カバー状況ですけれども、市の主な観光

施設、スポットである弘前公園、藤田記念庭園を

初め、観光館、追手門広場、禅林街、りんご公

園、それから交通の拠点であるＪＲ弘前駅の１階

の観光案内所付近など24施設にＷｉＦｉを整備し

ています。よって、主な観光に関する施設は、お

おむねカバーしているのではないかなというふう

に考えております。

今後の整備計画ですけれども、お話ししたとお

り、昨年度大規模な更新を終えたばかりでありま

すので、電波も強くなったり、利便性も向上して

おりますので、しばらくは様子を見て整備を考え

てまいりたいと考えております。

◎３番（坂本 崇委員） ありがとうございま

す。念のためといいますか、かなり弘前市内の観

光施設がカバーされているということなのですけ

れども、来年４月に開館する弘前れんが倉庫美術

館についても当然整備するものと思いますけれど

も、確認のためお願いいたします。

◎都市整備部長（野呂 忠久） れんが倉庫美術

館につきましても、来館者のサービス向上のた

め、ＷｉＦｉ環境を整えていきたいと考えており

ます。

◎３番（坂本 崇委員） ありがとうございま

す。インスタ映えするスポットがたくさんあると

思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。

次に、２款１項４目の恋人の聖地プロジェクト

参画負担金について質問いたします。

私の記憶なのですけれども、2014年ころに吉野

町緑地公園が恋人の聖地に選定されて、当時メ

ディアでも取り上げられた記憶がありますが、弘

前市が恋人の聖地プロジェクトに加盟した経緯、

目的について、まずお聞かせいただきたいと思い

ます。

◎企画課長補佐（白戸 麻紀子） 恋人の聖地プ

ロジェクトですけれども、こちらはＮＰＯ法人地

域活性化センターが展開する事業で、全国の観光

地の中からプロポーズにふさわしいスポット、そ

こを恋人の聖地として選定し、さまざまな活動を

通して結婚に対する意識醸成を図るとともに、地

域の新たな魅力づくり、情報発信、地域活性化を

図ることを目的としたプロジェクトです。

近年の若者の未婚化、晩婚化の要因の一つに若

者の結婚に対する意識の低下というものが考えら

れることから、平成26年度に市が婚活支援の

事業を実施するに当たって、吉野町緑地を恋人の

聖地として認定を受けて、若者が恋愛、プロポー

ズ、結婚、そういったものを意識するきっかけづ

くりの場を創出して、意識の啓発を図ることを目

的として参画したものです。

◎３番（坂本 崇委員） 答弁ありがとうござい

ます。先日、恋人の聖地プロジェクトの公式サイ



－ 55 －

トを見ましたら、弘前市の名前が削除されていた

のですが、このプロジェクトから抜けたという

か、脱退したということなのでしょうか。このこ

とについてお聞かせください。

◎企画課長補佐（白戸 麻紀子） 吉野町緑地が

恋人の聖地に選定されたことに伴って、翌年度、

平成27年度にシンボルとして恋人のベンチという

ものを設置するとともに、そこで行われるイベン

ト等に活性化センターから提供されたノベル

ティーとかを配布して、意識の醸成、意識啓発を

図ってまいりました。しかしながら、吉野町緑地

の整備工事が進んで、平成30年度から本格的に工

事が始まりまして、そこの広場の緑地の活用です

とか積極的なＰＲ、そういったものができなく

なったこと、それから平成29年度から広域で連携

しまして、婚活の支援を行ってきて、圏域の住民

に対する意識啓発というものを別な形で実施して

いたことから、平成30年度をもってこのプロジェ

クトを脱退したものです。

◎３番（坂本 崇委員） ありがとうございま

す。今の答弁の中にもベンチの話がありましたけ

れども、背もたれがハート型になっているベンチ

だと思うのですが、脱退したというお話でしたけ

れども、脱退後も権利とかの関係はどうなってい

るのでしょうか。使えるのでしょうか。

◎企画課長補佐（白戸 麻紀子） 恋人の聖地プ

ロジェクトの脱退に伴って、選定された銘板とい

うものは活性化センターのほうに返却したのです

けれども、ベンチのほうは弘前市が独自に設置し

たものなので、今後も活用することができます。

今、緑地のほうは整備工事を行っておりますけれ

ども、整備工事後も引き続きその場所に設置でき

るかどうか、こちらのほうは担当部のほうに御検

討をいただいております。

仮にその事業のコンセプトに合わないですとか

設置できないといった場合には、市内のほかの公

園ですとか緑地等で活用できないか、その点も含

めて現在検討しているところです。

◎３番（坂本 崇委員） 答弁ありがとうござい

ました。このベンチは結構、観光客の方に評判が

よくて、中央部分がへこんでいて、二人で座ると

自然と寄り添えるというか、くっつくという

ちょっとユニークな仕掛けになっているというこ

とで、結構好評を得ております。もし今後も使え

る用途がありましたら、ぜひ御検討していただけ

ればと思います。

◎副委員長（尾﨑 寿一委員） 以上で、通告に

よる質疑は終了しました。

引き続き、質疑通告をしていない委員の質疑に

入ります。順次、会派を指名いたします。

まず、創和会の御質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

◎副委員長（尾﨑 寿一委員） 次に、木揚公明

の御質疑ありませんか。

◎１７番（鶴ヶ谷 慶市委員） 通告しないでご

めんなさい。まず、説明書の40ページ、総務費２

款の公用車管理のあり方について、２款１項６目

について少しお聞きしたいと思います。

公用車は全体で、これを見ると、本庁舎公用車

保有台数とかとなっていますけれども、岩木、相

馬も含めた全庁舎での保有台数は何台か。

それと、リース化ということでやっていますけ

れども、全車のリース化は考えられないのか。考

えられないとすれば、何か原因があるのか。

三つ目は、リース化によって経費削減につな

がっていると思いますが、どれくらいの経費削減

になっているのか。

最後に、リース化の目標値等は設定しているの

かどうか、お知らせください。

◎管財課長（工藤 浩） 公用車のリース化につ

いての御質問でございます。

公用車は市役所全体で何台保有しているのかと
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いうことでございますが、今正確な数字は手元に

ございませんが、400台ほどではなかったかと

思っておりました。

リース化について、全部の車のリース化は考え

ていないのかということでございますけれども、

現在のところは管財課所管の車両のみでもって

リース化をして運用しているところでございます

けれども、他の車両につきましても、リース化の

状況等を踏まえまして、今後検討できる部分は検

討してまいりたいと考えております。

全部をリース化できない理由ということでござ

いますけれども、まず、管財課で所管している車

両についてリース化していない車は５台ほどござ

いますけれども、その内訳といたしましては、国

の補助金を利用して購入しているものなどもござ

いまして、購入方法によってはリース化できない

という車両もございます。

先ほど、全体で車両の保有台数400台ほどでは

ないかということでお答えしたのですが、数字が

366台ということで、訂正させていただきます。

あと、リース化に関する目標ということでござ

いますけれども、現在のところ、明確な目標とい

うのはございませんが、一元化とあわせての話な

のですけれども、メリットといたしまして、リー

ス化する前の平成26年度と平成30年度の比較でい

きますと、全体の車両台数が61台から55台へ削減

できていると。あと稼働率が51％から78％に向上

している。あるいは燃料費が約800万円から530万

円ということで約270万円ほど削減できていると

いったメリットがございます。

ただいまは一元化することのメリットというこ

とでございましたけれども、あわせてリース化に

よりましても公用車の法定点検や修繕に係る事務

作業なども削減されておりまして、修繕料も約

300万円から約86万円ということで、約214万円ほ

ど削減できているという実績もございますので、

そういったことからも、今後も他の現在リース化

されていない車両についても可能なものがあれば

検討してまいりたいと考えております。

◎１７番（鶴ヶ谷 慶市委員） ありがとうござ

いました。非常に努力しているようなので、これ

からも全て税金で補われているわけなので、削減

に努めていただきたいと。

私、先ほど目標値と言いましたけれども、実際

そういうふうに何百万円ずつか減っているという

ことは、このリース化が成果を上げているのかな

というふうに思っていますので、これからもひと

つ頑張っていただきたい。

それから、一つ要望ですけれども、今366台と

いう台数がはっきりわかったわけですけれども、

ぜひ、誰が運転するかわかりませんけれども、運

転した後、使った後はきれいにしておいて、次の

人が使用するときに気持ちのいい状態にしてもら

いたいなと。というのは、時々、私も車が好きな

のでよく見るのですけれども、自分の車は余り洗

わないのですが、役所の車が泥ついたり、汚い状

況であるというのが非常に私残念なのですよ。で

すから、使った後はきれいに。たまに道路維持課

のほうにお邪魔して、タイヤショベルだとかグ

レーダーだとかダンプだとか見ますけれども、き

ちんと洗っています。非常にあれを見て、大事に

しているなというふうに見ておりますので、ひと

つ今後もよろしくお願いしたいと思います。

二つ目です。説明書の54ページ、納税貯蓄組合

事務費補助金についてであります。

私も町会の納税組合に加入していまして、お世

話になっている者の一人です。非常に少ない補助

金といいますか、事務局は大変なやりくりをして

おります。

それで、伺いたいのは、納付額割が、これを見

ますと、個人の場合は納期内納付額掛ける２％、

それから法人の場合は納期内納付額掛ける0.2％



－ 57 －

となっておりますが、これは条例とか何とかで決

まっているパーセントなのか。ひとつお聞かせく

ださい。

◎収納課長（西沢 宏智） 今の納税貯蓄組合の

納期内納付額の２％、0.2％ですけれども、こち

らは、うちのほうの納税貯蓄組合の補助金の要綱

がありまして、それに基づいて算出しているもの

でございます。

◎１７番（鶴ヶ谷 慶市委員） 補助金の要綱と

言いましたけれども、私が聞いたのは、パーセン

トは条例とか何とかで決めているパーセントなの

か。そして、もし変えられるのであれば、変えて

もらいたいのですよ。まず、決められているパー

セントなのかどうか、それをお聞かせください。

◎収納課長（西沢 宏智） 条例で決めている数

字ではございませんので、検討の余地はあると思

いますけれども、ただ２％というのと、あと法人

はどうしても納税額が大きくなりますので、そち

らのほうをふやしてしまいますと、どんとそちら

のほうがふえてしまうということで差をつけてい

るので、ちょっとその辺は今後検討させていただ

きたいと思います。

◎１７番（鶴ヶ谷 慶市委員） いろいろそうい

うこともあるのは承知しましたけれども、これを

見ると、当然ですけれども、徴収率が90％後半、

市県民税が98.3％、それから固定資産税が99.2

％、軽自動車税が99.6％ということで、私に言わ

せると、かなりの高い徴収率なのかなと。やっぱ

り納税組合に入って納めることによって少し、私

いきなり５％にしろとか、そういうことを言いま

せんけれども、0.何％でも納税組合に入っていれ

ばいいことがあるのだなと。みんなで協力して払

えば、こういうことにいろいろ使えるのだなとい

うことも考えられるかと思いますので、ひとつ今

後検討していただきたい。

今伺ったら、条例とかはないということですの

で、こういう高い徴収率を参考に、今までなかな

か納税組合の運営が大変だということで、解散し

た納税組合もあるようです。もちろん事務局、会

計も高齢化してなかなかやる人がいないというこ

との理由もあるでしょうけれども、私は一つには

こういう徴収率が高い納税組合ですので、ぜひ補

助金を今後少しふやしていただけることを期待し

ているものの一つでございますので、検討してい

ただきたいというふうに思います。納税組合につ

いては終わります。

次に、説明書の55ページです。弘前市長選挙及

び弘前市議会議員の補欠選挙の経費についてで

す。何を聞きたいかというと、ポスター掲示板の

ことなのです。

この件については、去年だと思いましたけれど

も、先輩の宮本委員が質問されておりまして、私

も再度、この件について聞きたいなと。

まず、去年行われた市長選及び補欠選挙につい

て、ポスターの掲示板について何カ所かお知らせ

ください。

◎選挙管理委員会事務局次長（古川 淳一） 昨

年４月に執行されました市長選挙及び市議会議員

補欠選挙のポスター掲示場の設置箇所数でござい

ます。556カ所でございます。

◎１７番（鶴ヶ谷 慶市委員） 556カ所、多分

これは国の選挙だとか、県だとかも同じかと思い

ます。国、県については聞きません。あくまでも

弘前の市長選挙、それから市議補選についてお聞

きします。

当然ですけれども、委託料が発生しております

が、この中で4101万4000円、多分、推測するので

すけれども、ポスター掲示板の設置がほとんどで

はないかと思います。間違っていたらごめんなさ

いですけれども。この委託料は、何をどこに委託

したのか。その経費は4100万円ですけれども、中

身についてお聞かせください。
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◎選挙管理委員会事務局次長（古川 淳一） 市

長選挙及び市議会議員補欠選挙に係る委託料の内

訳でございます。

まず、ポスター掲示場設置等委託料としまして

956万9000円、それから選挙広報配布委託料が256

万9000円、投票用紙読み取り機器等設置保守委託

料が216万円、それから懸垂幕設置等委託料が13

万円、選挙のお知らせ、広報の点字版でございま

すが、それの作成委託料として８万5000円、共通

投票所を導入するに当たっての設定等の委託料と

しまして2650万1000円でございます。

◎１７番（鶴ヶ谷 慶市委員） わかりました。

私のところに市民の方から声があります。私の

思いもあるのですけれども。まず、ポスター掲示

板が多過ぎるのではないかと。多分、実際設置さ

れている場所を見ているかと思います。私も市内

全域を見たわけではありません。ことし、我々の

市議会議員の選挙がありましたけれども、そのと

きは数は数えていませんが、ここにもある、あそ

こにもあるというふうに見ておりましたけれど

も、まず多過ぎる。

数名、正しくは５人なのですけれども、町会長

からも、どんだんだばと。なんどのほうの町会さ

何カ所あるがさ覚えじゃなと。わからないのです

よ、ほとんどが。次に、あらほど要らねと。極端

な言い方をすれば、投票所と予定されているとこ

ろの前に１カ所あればいいのではないかと。極端

な言い方ですよ。

何でそうだかというと、今言ったように、選挙

の広報だとか、いろいろなものが市で出している

わけなのですよ。あと、新聞等でも直前になると

写真とか候補者名が出て、公約だとかはとにか

く、立候補している方の写真とか名前が出ている

わけで、そんなに掲示板が要らないのではないか

という声もあります。具体的な町名はちょっと差

し控えますけれども、ポスター掲示板の近くに３

世帯しかないところもありました。本当にあれで

いいのかなと。検討する必要があるのではないか

と。

これは、掲示板の設置数については、法律と

か、あるいは市の条例で、選管のほうで決められ

ている数字なのか。もし条例で決められているの

であれば、検討する必要、要は、少なくする必要

があるのではないかと。

もう一つ言うならば、大変でしょうけれども、

地元の町会長に聞いて、おめだちのところ何カ所

ぐらいあればいいんだばと、今までどおりでいい

んだがと。今までどおりでいいと言えば、今まで

どおりということになるかと思いますけれども、

これ全部、掲示板は税金が使われていると思いま

すので、経費を減らす意味でも、私は検討する必

要があるのではないかと思います。お願いしま

す。

◎選挙管理委員会事務局次長（古川 淳一） ま

ずは、ポスター掲示場の設置箇所数について定め

とかがあるのかということでございますが、各種

選挙におけるポスター掲示場の設置箇所数につい

ては、公職選挙法で定められておりまして、１投

票区につき５カ所以上10カ所以内で政令の定める

ところにより投票区ごとの選挙人名簿登録者数及

び面積に応じて算定することとなっております。

その算定に基づきますと、当市におけるポスター

掲示場掲示設置箇所数の総数は621カ所となって

ございまして、これが国政選挙及び県の選挙にお

ける設置箇所数となってございます。

ただし、市議会議員選挙及び市長選挙の場合に

おいては、平成18年の合併に当たり、弘前市議会

議員及び弘前市長の選挙においてはポスター掲示

場の総数を減ずることができる条例を定めており

まして、特別の事情がある場合にはポスター掲示

場の総数を減ずることができるとしております。

市議会議員選挙及び市長選挙におきましては、



－ 59 －

その配置バランス、経費節減等を考慮しながら特

別な事情の要件としまして掲示板の設置場所が過

密となっているところを原則として減じておりま

す。ことしの４月の市議会議員選挙では446カ所

としたところでございます。

削減についてなのですけれども、３月議会にお

きましてもポスター掲示場が多いのではないかと

いう御指摘をいただいておりまして、当委員会に

おきましても見直しをすべきではないかとの意見

などが出されているところでございます。

今後、投票区の見直しや統廃合により投票区の

数が減ることになった際、それによってポスター

掲示場の数もさらに減るものと考えております。

その際、設置する場所の状況を確認するととも

に、投票区域内の有権者の意見なども伺いながら

検討してまいりたいと考えております。

◎副委員長（尾﨑 寿一委員） ほかに、木揚公

明の御質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

◎副委員長（尾﨑 寿一委員） 暫時、休憩いた

します。

〔午後 ３時００分 休憩〕

───────────────

〔午後 ３時２０分 開議〕

◎委員長（工藤 光志委員） 休憩前に引き続

き、会議を開きます。

日本共産党の御質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

◎委員長（工藤 光志委員） 次に、弘新会の御

質疑ありませんか。

◎１９番（一戸 兼一委員） 私から、総務費の

２款１項３目の中の11節需用費ですけれども、こ

の中で電気料についてお聞きしたいのですけれど

も、まず、この庁舎の平成30年度の電気料の実

績、そしてまた、新しく庁舎を建てていますの

で、その前との比較まで出せますか。

◎管財課長（工藤 浩） ただいま、光熱水費に

関する御質問でございますが、本庁舎の平成30年

度電気料金の実績でございますけれども、2229万

6359円となってございます。また、庁舎改修前の

平成27年度の電気料金の実績は1650万464円と

なっております。市民防災館の増築に伴いまして

庁舎の面積がふえたことで電力の使用量がふえ、

電気料金も約580万円ほど増額となっておりま

す。

◎１９番（一戸 兼一委員） 面積がふえたとい

うことで580万円ですか、増額ということですけ

れども、もともと新しい庁舎というのは省エネの

設備を入れたとか、いろいろ工夫したはずなので

すけれども、その辺の効果というのは後からお聞

きして、今は聞かないですけれども、いろいろな

省エネ機器を入れて果たしてその効果があったの

かということに対しては疑問もあるわけなのです

けれども、今は大体金額は2200万円ぐらいという

のはわかりました。

ただ、今後いかにして電気料を下げていくかと

いうのも必要になるわけなのですけれども、ま

ず、庁舎建てるに当たって、新しい庁舎を建てる

と。そのときに省エネに関しては私が知っている

限りではコージェネぐらいかなと思ったのですけ

れども、その他何か配慮したものはあったのです

か。

◎管財課長（工藤 浩） 省エネに向けた取り組

みといたしましては、コージェネのほか、庁舎改

修の際に照明をＬＥＤ化しております。

◎１９番（一戸 兼一委員） 当然照明のＬＥＤ

化というのは全てやらなければだめなわけで、ま

だ当市も、学校なんかの照明器具も全く手つかず

で残っているはずなので、今後大変これもかかる

のではないかなと思いますけれども、ただ、現在

電気料がこれから今度かかるものがまだまだ出て

くるわけですね。新規の開業する施設もありま
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す。そのほかクーラーもつけたりしているという

ことで、どんどん電気料はかさむ傾向にあるわけ

ですけれども。

ただ、2016年からでしたか、電気小売事業者が

自由に小売ができるように電力小売全面自由化で

すか、あれがなされたわけですね。そういうこと

もあって、この地域でも電力の小売りする事業者

が何社か創設され実績も積んでおります。今まで

はこの電気代も全部１社からの購入だと思うので

すけれども、今後電気料が少しでも下がっていく

ように節約していくのももちろんだけれども、購

入する電気料の価格そのものももっともっと下

がっていくような方式もとらなければだめという

ことで、そういう意味で私は小売電気業者、いわ

ゆる新電力の会社もふえてきていますので、それ

らの会社を入れて入札を行うなど、合法的な方法

で購入する電気料を安くしていく。そして、トー

タル的には市の支払う電気料を下げていく。そう

いうふうな取り組みも当然考えなければならない

と。必要である時期に来ていると思うのですね。

平成30年度はこの電気料でありますけれども、新

年度からはぜひそういうふうなことを考慮してい

ただきたいと思っていますけれども、市の考え方

はいかがでしょうか。

◎管財課長（工藤 浩） まず、節電につきまし

ては、ビルディングエネルギーマネジメントシス

テム、いわゆるＢＥＭＳの導入によって各フロア

ごとの電力使用量の見える化を行うなど省エネに

向けた取り組みを行っており、システムのデータ

活用により、さらなる省エネに取り組むこととし

ております。

また、今後の方針といたしましては、現在、弘

前市公共施設等総合管理計画に掲げます維持管理

費の縮減の一環として本庁舎を初めといたします

市の施設の電力契約について、現在見直しを行っ

ておりまして、ただいま一戸委員から御提案のご

ざいました入札につきましても前向きに検討し、

電気料金の削減につなげていきたいと考えており

ます。

◎１９番（一戸 兼一委員） 検討していける余

地があるのであれば、もう新電力というのは自由

化ということであちこちで活発な活動もしており

ますので、市としても一刻も早く、これだけ電気

使用量が増大するとなれば当然電気料の支払いも

大きくなるわけですから、ましてや財政的にも大

変厳しい時代で、少しでも別なところに回さなけ

ればだめな時代ですから、ぜひ私は電気料が下が

るような方法は積極的に取り組んでいくべきと思

いますので、これはよろしくお願いします。

それから次に、同じ項目で、今度は13番にコー

ジェネとかがあるのですけれども、このコージェ

ネとかの点検業務費委託料で、平成30年度は480

万円払っているわけなのですね。そして、サス

ティナブル化プロジェクトで160万円出して、先

ほどもいろいろ検証しているということを言って

いましたけれども、コージェネの保守点検料だけ

で480万円も払っているとなれば、これに今度、

修繕費を見たり、それから燃料費を見たら、コー

ジェネで全然省エネルギーになっていないのでは

ないかなと。全てとめてしまったほうが点検費も

かからないしというふうに思うのですが、その辺

はどのように考えていますか。

◎管財課長（工藤 浩） コージェネについての

御質問でございます。コージェネにつきまして

は、東日本大震災を教訓に、東北電力の電気だけ

ではなくて、ガスを用いた発電ですとか、太陽光

発電ですとか、確かに経費面もあるのですけれど

も、リスク分散を図って災害時に万が一何かあっ

た際に電気が全く使えないという状況をなくする

という意味で、電力以外からの発電方法等もあわ

せて新しい庁舎で取り入れて対応しているもので

ございます。
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◎１９番（一戸 兼一委員） 岩木庁舎でも、支

所及び出張所費のところを見ますと、岩木庁舎に

もコージェネシステムの点検業務委託料が入って

います。向こうにもコージェネレーションが入っ

ているのですか。

◎岩木総合支所長（戸沢 春次） 庁舎の改修と

あわせまして、コージェネシステムは岩木庁舎の

ほうにも入っております。

◎１９番（一戸 兼一委員） コージェネといえ

ば、そういうふうな災害時と言いますけれども、

災害時のためにやるのだったら、単体で発電機を

用意したほうがはるかにいいと。また、発電機も

移動できるような発電機にしておけば、どこの災

害でも持っていける。コージェネレーションシス

テムみたいに設置してしまっていると、そこでし

か使えない。そしてまた、ふだんそれを稼働して

いるということは、ただただエネルギーを無駄遣

いしているだけで何の意味もなさないと。365日

24時間、同負荷で回して発電したり、そういうふ

うにして始めて省エネにもなるのであって、電源

確保のためだったら、移動式の発電機を用意した

ほうがはるかに得だということで、点検費もこれ

だけかからない。

ということで、その辺は、何も中央の業者にサ

スティナブル化プロジェクトなんて委託しなくて

も我々でもわかる問題。そういうふうなまやかし

の省エネとか、そういう機械に惑わされることな

く、やらなければ毎年、毎年、庁舎の維持点検だ

けで500万円かかっていくわけですよ。これに何

もならない油もたいていくわけです。必要なとき

に回せるようなシステムでたくさんなのですよ。

そういうふうなしっかりとした見直しというのも

今後続けてほしい。ほかにも太陽光発電もつけて

いる、生かされているのかということなのです

よ。ただただ油たいたり、今はガスかもしれない

ですけれども、それただ消費しているだけ、何に

もならない。省電を買ったほうがはるかに安いと

いうことにもなる。お湯を沸かすのだったらガス

の湯沸かし器のほうがはるかに安いということに

なるので、庁舎のこういう機器類というのは全て

見直すべきだ。

今後、これを今度は新規で取りかえるときはど

うなりますか。自分たちのお金で取りかえなけれ

ばだめなのですよ。今は補助がついた、だからつ

けた。ただパフォーマンスにすぎない。そういう

意味では、今の段階から見直して、電気も燃料費

も節約する体制にいってほしいと思いますので、

よろしくお願いします。答えは要らないです。

次に、確認しておきますけれども、２款１項５

目の13節委託料ですか、ここに百沢小学校の雪囲

い委託料とか、雪庇除去ですか、校内除雪の委託

料が平成30年度決算で報告されていますけれど

も、学校が廃校になった後、これはどういう意味

で使ったのか。わかりますか。

◎岩木総合支所長（戸沢 春次） 委託料の百沢

小学校のところの支出につきましては、まず校舎

の曲面ガラス、雪でガラスが壊れる可能性がある

ということで、それで雪囲いをしてございます。

それから、その下の雪庇の除去の業務委託料、こ

れも雪庇によって窓ガラスが割れるというふうな

可能性がありますので、雪庇除去の委託をしてご

ざいます。それからその下のほうが校内除雪業務

ということでございますが、校舎を一部倉庫とし

て使っているところがございまして、それで物を

出し入れするために除雪作業を委託したというこ

とでございまして、まだ利活用の内容が正式に決

まっておりませんので、最低限必要な管理費とい

うことで平成30年度は支出してございます。

◎１９番（一戸 兼一委員） 一部ガラスが割れ

るとかというのはわかりますけれども、使ってい

ない学校なのだから、１回やったら２年も３年も

もつように、撤去することなくやっていかなけれ
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ば、毎年、毎年、撤去してまたやっていくという

のなら意味がないですよ。その辺考慮してくださ

い。

次に、同じく１項３目、弘前駅前地区開発ビル

維持管理費負担金ということで4033万4000円です

か、これは、いわゆるヒロロの部分の維持管理費

ということなのでしょうか。

◎管財課長（工藤 浩） ヒロロスクエアの事業

についてでございますけれども、弘前駅前地区再

開発ビル維持管理負担金でございますけれども、

２種類に分かれて負担金ということで支出してお

りますが、一つが、弘前駅前地区再開発ビルの管

理費ということで、維持管理に係る経費で、警

備、清掃、保守点検、光熱水費等のうち、市が負

担すべき共用部分の経費及び市が所有する専有部

分に係る経費について負担金を支出しているもの

でございまして、金額が3983万4570円となってお

ります。

もう一つのほうが、弘前駅前地区再開発ビルに

おける管理運営費用ということで、廃棄物の関係

ですとか、物品、駐車場等に係る経費ということ

で、株式会社マイタウン弘前と協定を締結して、

市が負担すべき経費を負担金として支出している

もので、金額が50万324円となっておりまして、

この合計金額が4033万4894円となってございま

す。

◎１９番（一戸 兼一委員） これがヒロロの、

いわゆる管理費部分、係っている負担金等々とい

うことなので、これだけの月に直すと330万円ぐ

らい超えるのかな、毎月ですね、そのぐらいの金

を払っていく。そしてまた、フロアは市が所有し

ているということもありまして、今回男女参画セ

ンターとかもなくなった。そしてまた、例えば文

化センター、あそこなんかも改修にかかるとかと

いうことでしたけれども、いわゆる代替のそうい

うスペースの施設としてヒロロの施設を利用しな

ければ、こんな損なことはないわけで、これだけ

の負担金もかけて所有している、そしてまた維持

管理費をかけているわけですから、あそこをうま

く使わなければならないというのは、今の市の状

態を見るとわかることなのですけれども。

そこで問題なのが、ここの場合、会議やるにし

ても、排煙の関係で間仕切りの上があいていると

いうことで、声が漏れるとか声が聞こえるとかで

非常に評判がよくない。恒久的にこれだけの維持

管理費を払っていって、所有権まであって、これ

を何年でやめるとかというわけにいかないわけで

すよ。活用を図っていく必要がある。そうなれ

ば、開口の問題、間仕切りの上に隣とツーツーで

声が漏れてくるとか漏れていくとかという問題も

解決すべき問題なのですね。あれ機械排煙をつけ

たら何とかなるのではないかということもあるわ

けで、本来であれば、そういう目的で使うのであ

れば、最初から機械排煙にして、ああいうものを

やるべきでなかった。東京の一流の設計会社か何

だか知らないけれども、会議で使うというのがわ

かっていながら、上部を開放にして、声が漏れ

る、聞こえてくる状況で設計すること自体がおか

しい。それをまた許した市もおかしいのですけれ

ども、ただ、こういうのはこの維持管理費を見る

限りでは、今後改修も必要でないかと思うのです

よ。その辺いかがですか。

◎管財課長（工藤 浩） ヒロロスクエアの会議

室の件でございますけれども、上の部分があいて

いるということで、声がうるさくて会議等に利用

しづらいという声があるということでございます

けれども、これに関しましては、当初はできるだ

けヒロロスクエアにかける経費を抑えたいという

考え方のもとに機械排煙等を設置しないという判

断になったものと考えておりますが、今後、参画

センターですとか文化センターですとか、そう

いったところの施設が利用できないような状況の
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中、例えばヒロロの会議室を御利用いただくと

なった場合には、確かに騒音の問題を解決してい

く必要があるということもございますので、そこ

を改善するための費用がどのくらいかかるのかと

いうのを試算してみまして、費用対効果を考えな

がら対応を検討していきたいと考えております。

◎１９番（一戸 兼一委員） 過去のことなの

で、想定しか言えないですけれども、金がかかる

から検討したけれどもやらなかったというのは、

全くうそではないですかと。最初からやる気も何

もなかったのではないかと。やる気があるなら

ば、内部の内装も、もう少し吸音のものをやって

いたはずですよ。あそこは騒音の問題だけではな

いですよ。声が反響して、何を言っているのか耳

がおかしくなってくると。そういうふうな内装上

の問題もある。だから、直すのであれば、内装も

吸音する、反響しないようなものに変えなければ

だめだということもありますよ。ですから、どう

せ、これだけ維持管理費をかけているわけですか

ら、そしてまた代替施設として、あれを利用しな

いわけにはいかないのですよ。あとどこを使うの

ですか。何も使うところないのですよ。ある施設

なのだから、生かして使うということで、まずは

ああいうものをしっかりと直して、市民が有効に

使えるようにやっていただきたい。これを要望い

たします。

最後にもう一つお聞きしたいのが、９目なので

すけれども、15節、市民参画センター擁壁設置工

事というのが476万円で行われているわけですけ

れども、これはやめた参画センターのことです

か。

◎市民協働課長（高谷 由美子） そちらの擁壁

設置工事は、旧参画センターのものでございま

す。

その工事を施工した概要でございますけれど

も、元寺町にある旧市民参画センターの裏側の隣

地との境界には隣地所有者の設置したブロック塀

がございましたけれども、そのブロック塀の老朽

化により倒壊のおそれがあるということで、ブ

ロック塀の所有者が撤去することとなったもので

す。撤去した後、参画センターの土地のほうの高

さのほうがちょっと高かったものですから、盛っ

ていた土砂が隣地へ流出することが見込まれたた

め、流出防止のための擁壁を設置したものです。

◎１９番（一戸 兼一委員） わかりました。そ

のときはまだ廃止するというのはわからなかった

のかどうか。また、あれを廃止した本当の理由は

何だったのですか。

◎市民協働課長（高谷 由美子） 旧参画セン

ターを廃止し、ヒロロに移った理由ということで

ございますけれども、旧参画センターの老朽化と

いう問題がございまして、利用者の方に大変御不

便をおかけしておりましたので、利用者の利便性

向上のためということでヒロロのほうへ移転した

ものでございます。

◎１９番（一戸 兼一委員） ヒロロのほうを紹

介したというのであれば、ヒロロのほうを直すよ

うに、なぜ言わなかったのですか。あのままでま

ともに使えるような状況でないところを紹介した

り、あっち使ってください。無責任ではないです

か。ということになりますよ。ですから、皆さん

が代替施設としてスペースとして紹介するのも結

構だけれども、そちらに対するそちらの状況とい

うものもしっかり把握した上で行政運営してほし

いと思います。

今後、ヒロロなんかも活用しなければだめだと

いうことで、ぜひ直していただきたいという要望

をして終わります。

◎委員長（工藤 光志委員） ほかに、弘新会の

御質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

◎委員長（工藤 光志委員） 次に、さくら未来
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の御質疑ありませんか。

◎１５番（今泉 昌一委員） 二つの項目で質問

いたします。

まず、２款１項１目、説明書29ページ、モバイ

ル端末利活用事業、約150万円。

このモバイル端末を使った会議等の運用と効果

的な活用方法の検討ということですが、誰が、ど

んな機械を使って、どんな機器を使って、どのよ

うな会議を、どのような方法で、年に何回実施し

たのかをまず質問したいと思います。

◎情報システム課長（羽場 隆文） ただいまの

モバイル利活用事業についてお答えいたします。

まず、誰がということですけれども、この会議

は当市において市長、副市長及び部長級の職員に

よる市政推進会議や課長級の職員による連絡調整

会議などにおいて、このシステムを利用しており

ます。

どのようなシステムかということですが、メタ

モジというモバイル会議システムを使っておりま

して、サーフェスというモバイル端末を使って利

用しております。

どのような会議かということですけれども、先

ほども申しましたとおり、市政推進会議、連絡調

整会議、その他簡単な会議のほうで使っておりま

す。

回数ですけれども、19回でございます。

◎１５番（今泉 昌一委員） システムの名前を

聞いても、私はよくわからないのですが、モバイ

ルを使うメリットというのは、どのようにお考え

になって使っていたのでしょうか。

◎情報システム課長（羽場 隆文） モバイルと

いうものは、自由に動く、移動性という意味で、

携帯可能な端末ということで、持ち運びができる

という端末ということであります。ですので、パ

ソコンを置きっ放しにするというよりも、各会議

に持ち運んで、その端末を利用するというふうに

考えております。

◎１５番（今泉 昌一委員） 会議等とございま

すが、会議以外ではどのような使用をされており

ましたか。

◎情報システム課長（羽場 隆文） 通常業務で

使っております。

◎１５番（今泉 昌一委員） つまり、幅広くお

使いになったということですね。

この説明書を見ますと、ほにゃほにゃ活用方法

の検討ということに150万円執行したことになっ

ていますが、検討した結果はいかがなのでしょう

か。そして、この端末を使った会議というものを

これから弘前市はどのように考え、これからどの

ように発展させていこうとしているのか。それと

も、検討したけれども、まねじゃと思っているの

か。そこをお聞きしたいと思います。

◎情報システム課長（羽場 隆文） この会議

は、利用者から指１本でもめくれる、あと、文字

が小さいけれども文字の拡大が自由にできる、資

料の差しかえが容易になったという声が聞かれて

おります。ペーパーレスになったということもあ

りますし、利便性の向上や会議資料を用意する職

員の事務の削減とかもありますので、効果がすご

くあると思っております。

◎１５番（今泉 昌一委員） そうですよね。で

すからやっぱりこれから市役所もそうですし、議

会の側もやっぱりそういった効率的な、そして内

容の深い会議ができるような環境を整えていかな

ければならないと思いますので、よろしく御検討

ください。

次に、２款１項11目、説明書51ページ、弘前市

シティプロモーションパワーアップ戦略事業で

す。

まず、資料の不備を指摘したいと思います。不

備というよりも、例えばここに幾つか事業が書い

ています。人材育成、ロボットプログラミングと
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か、地元クリエーター活動何たらかんたらといっ

ぱい書いていますが、例えばロボットプログラミ

ングは参加者が30名、地元クリエーター活動支援

もクリエーターが30人、来場者が1,308人、新た

な商品34点、ここまでは一応実績の数字が書いて

いるのですが、その下の地域連携コンテンツ事

業、おおわにらんたん夢列車、冬の球場アート、

ここには全く実績の数字が書いておりません。こ

れはどうしてですか。私みたいなひねくれた者が

考えれば、めぐさくて発表できない数字だったの

だべかとも思ったりするのですが、やっぱり資料

としては、上に参加者がちゃんと書いてあるので

あれば、これも書くべきだったろうと思うのです

が。

◎広聴広報課長（石澤 淳一） 委員御指摘のと

おり、こちらのほうの不備ということで、上のほ

うの表現と同じような効果といった部分を記入す

るべきだったというふうに考えております。

今後は、弘前市広報と一緒で、わかりやすく表

現したいというふうに思っております。申しわけ

ございません。

◎１５番（今泉 昌一委員） 数字は後で聞きま

す。ごめんなさい。

次に、この中の津軽塗デザインプロジェクト、

これが私、事前に資料を取り寄せましたら、津軽

塗デザインプロジェクトに約1082万円予算を執行

しておりますが、その中の1000万円以上が東京の

業者に流れているのです。1082万円の90％以上

が。つまり、津軽塗の事業をしておきながら、津

軽塗の業者に、弘前に落ちるお金が余りにも少な

い。このことについて、その理由とか見解をお聞

きいたします。

◎広聴広報課長（石澤 淳一） 津軽塗のデザイ

ンプロジェクトでございます。

こちらのほうの内訳といたしましては、ミラノ

サローネのほうに４月に出展しております。委員

おっしゃているとおり、東京デザインウィークの

ほうに790万円ほど委託料というふうなことで出

展業務の委託料ということで支出されておりま

す。あと、東京のインターナショナルギフト

ショーというところがございますが、こちらのほ

うは青森県の事業と呼応いたしまして青森県の事

業がインターナショナルギフトショーに出展する

ということで、こちらと連携して業務を行うとい

うことで、青森県が業務委託した事業者、東京の

リアルジャパンプロジェクトというところと随意

契約したものであります。

東京デザインウィークのほうでミラノサローネ

のほうに出展しておりますが、平成30年７月のデ

ザインウィークの事業全体見直しということの前

に最後に海外出展ということで、津軽塗の海外向

けＰＲということで最後の事業となってございま

すけれども、こちらのほう、今までは海外のほう

で津軽塗のよさを発信したいということでジャパ

ンデザインウィークのブース内に出展するという

こともございまして、東京デザインウィークのほ

うと業務委託、契約したということになってござ

います。

◎１５番（今泉 昌一委員） もうおしまいだと

いうことで、それはそれで、本当はここで成果と

かも聞きたいのですが。

例えば商品開発だと、34点と書いていますね。

この34点、新しく開発した津軽塗の製品は弘前市

内のどこで買えるのでしょうか。あるいはそれら

の販売実績はいかがなものなのでしょうか。

◎広聴広報課長（石澤 淳一） こちらのほう

は、実際の販売ということになりますと……。

◎産業育成課長（丸岡 和明） 津軽塗の内容で

したので私のほうからお答えいたします。

津軽塗デザインプロジェクトの商品は、34種開

発いたしましたが、今現在、在庫を保有しないと

いうことで、現在、受注生産としているものでご
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ざいます。

◎１５番（今泉 昌一委員） つまり、もちろ

ん、片やシティプロモーション、片や津軽塗、地

場産業の育成と目的は違うのでしょうけれども、

実際のところ、津軽塗産業の育成発展には寄与し

ていなかったということを私は言いたい。

1000万円を東京の業者につぎ込む、海外で派手

にＰＲする、その1000万円があったら、もっと直

接的に津軽塗産業を、本当に今、後継者不足です

とか販売不振であえいでいる津軽塗産業にとっ

て、有効な使い方があったのだろうと思います。

ぜひ、海外出展をもうやめたというのであれ

ば、今後はそれを津軽塗の本当の意味での力にな

るような使い方をしていただきたいということで

終わります。

◎委員長（工藤 光志委員） ほかに、さくら未

来の御質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

◎委員長（工藤 光志委員） 次に、滄洸会の御

質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

◎委員長（工藤 光志委員） 次に、無所属議員

の御質疑ありませんか。

◎２番（成田 大介委員） 済みません、無通告

で。どうしてもちょっと気になったので。説明書

の50ページ、２款１項11目のひとり親家庭就労自

立支援事業費補助金ということでございまして、

これが、交付先がＮＰＯ法人マザーフィールドと

いうことなのですが、就労支援事業、学習支援事

業、支援業務従事者研修ということでございまし

て、この中で、就労支援事業と学習支援事業につ

いてお聞きいたします。

これを見ると、就労訓練受講者が５人に対し

て、スキルアップセミナーの実施回数が３回、そ

して延べ37人ということで書いているのですけれ

ども、これは今までの実績でしょうか、昨年度の

実績でしょうか。

◎委員長（工藤 光志委員） 時間をとめて。

〔入場する者あり〕

◎委員長（工藤 光志委員） 始めてください。

◎生活福祉課長（三上 誠） ただいま御質問の

ありました就労支援事業と学習支援事業のこちら

の数字は、平成30年度の数字でございます。

◎２番（成田 大介委員） 就労支援事業という

ことで、これは就職につなげるということでよろ

しいでしょうか。

◎生活福祉課長（三上 誠） 就労支援事業につ

きましては、就労経験や資格に乏しいひとり親５

名を対象として、生活コンシェルジュが一定期

間、個別相談、キャリアカウンセリング、パソコ

ン講座、ビジネスマナー講座を通して就労を支援

する事業でございます。

◎２番（成田 大介委員） 何となくイメージと

して、県のパソコンのスキルアップ講習とかは本

当にすごい長い期間でやっているイメージがある

のですけれども、これは３回ということで、定期

的に一定期間やっているものなのでしょうか。

◎就労自立支援室主幹（金川 浩人） ただいま

の御質問にお答えいたします。

スキルアップセミナーについては、今、課長が

申し上げた就労支援とはまた別の枠組みになって

おりまして、延べ37名の方を対象としたスキル

アップ、あるいはキャリアアップのためのセミ

ナーを３回実施したというものです。

ただいま課長が申し上げたマミースマイル事業

については、一定期間、参加した方の生活の状

況、あるいは就労の経験、そういったものを踏ま

えて専門のコンシェルジュが相談支援からパソコ

ンの講座、あとコミュニケーションスキルであっ

たり、ビジネスマナーとかの基礎的なところの講

座を通して就労を支援するというものでございま

す。
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◎２番（成田 大介委員） その一定期間をお尋

ねしたいのですけれども、どれぐらいの期間なの

でしょうか。

それともう一つ、私、シングルファザーとし

て、ひとり親家庭の母などのということなのです

が、これは父も入るのでしょうか。

◎就労自立支援室主幹（金川 浩人） まず、ひ

とり親家庭の母などというふうなところの表現を

しておりますが、委員おっしゃるとおり、ひとり

親の父も対象となります。

あと、支援期間についてですけれども、先ほど

申し上げたとおり、個別にその方の状況によって

支援内容を組み立てるということがありますの

で、一口に何カ月ということは言えませんけれど

も、平均して大体３カ月から４カ月程度というふ

うになってございます。

◎２番（成田 大介委員） ありがとうございま

す。

それで、最後に、これで就職に実際つながった

というような方はどれぐらいいるものでしょう

か。

◎就労自立支援室主幹（金川 浩人） マミース

マイル事業は、就労支援を受けた方が５名いらっ

しゃいましたけれども、その方の現状についてお

知らせいたします。

まず、そのセミナーに参加した方々は皆さんそ

れぞれ状況が異なるのですけれども、離婚して間

もなくお仕事の経験が全くないというふうな40代

の女性がいらっしゃいました。この方はこの講座

を通して、初めての就労となりますけれども、

パートのお仕事についております。そのほかの

方々も、アルバイトをずっとやってこられた方も

キャリアアップということで、アルバイトから契

約社員にキャリアアップできた方もいらっしゃい

ますし、あと皆さん、そのほかもそれぞれ新たな

お仕事にチャレンジするということで、働きなが

らですけれどもそれぞれ求職活動をしておりま

す。

◎２番（成田 大介委員） ありがとうございま

す。せっかく５人という枠でございますので、確

実にステップアップできるようにこれからも充実

していただきたいなと。

この学習支援事業については、とてもいい取り

組みかと思いますので、今後ますますよろしくお

願いいたします。

◎１８番（石岡 千鶴子委員） 説明書47ペー

ジ、２款１項11目、りんご生産者活躍継続支援業

務委託料でございますが、２カ所で行われており

ますよね。ロマントピアと、それから石川のほう

なのですが、委託期間と業務内容の違いをどう理

解したらいいのか、御説明をお願いいたします

……。

◎委員長（工藤 光志委員） 時計をとめてくだ

さい。時計はとめましたので。

いいですか。時計を始めてください。

◎りんご課長（吉田 秀樹） りんご生産者活躍

継続支援業務でございます。

この事業、りんご生産者を対象に農閑期のスト

レッチ体操でありますとか、トレーニング等を実

施、運動を習慣づけることで心身の機能回復を

図ってりんご産業における活躍を延伸できる事業

モデルの構築を図るものでございます。

今おっしゃっております委託先、委託の期間と

いうことでございますが、まず、星と森のロマン

トピアを会場とします実施場所ですけれども、そ

ちらのほうにつきましては、委託期間が平成30年

８月21日から平成31年３月31日まで、また、温水

プール石川のほうにつきましては、平成30年12月

26日から平成31年３月31日までということでござ

います。

◎１８番（石岡 千鶴子委員） それは委託期間

なのですが、業務内容はロマントピアのほうは平
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成30年10月から３月まで、この６カ月間になって

いますよね。石川のほうは平成31年２月、３月の

２カ月になっておりますけれども、それぞれの人

数とか、それを具体的に、どうして委託期間と業

務内容が違うのか、御説明をお願いします。

◎りんご課長（吉田 秀樹） まず、星と森のロ

マントピアでございますけれども、こちらのほう

は機器の内容、筋肉、体幹トレーニングとかマ

シーンによるパワーリハビリテーション、ダンス

など、こういった業務になってございます。

また、温水プール石川につきましては、マシー

ンによる筋力トレーニングと有酸素運動を交互に

行うサーキットトレーニングといった中身の、活

動内容の違いでございます。

あと、参加者の延べ人数でございます。星と森

のロマントピアの会場におきましては、10月から

３月までの間で513名、そして温水プール石川会

場におきましては29名の実績となってございま

す。

◎１８番（石岡 千鶴子委員） 人数も違います

が、説明書に載っている私どもが持っている説明

では、ロマントピアは延べ718人、それから体協

は49人なのですね。それで、私が一番最初に質問

したのは、スポネットのほう、ロマントピアのほ

うは、平成30年８月から３月まで、これが委託期

間、だけれども実際事業が行われているのは10月

から３月までですよね。石川のほうは、平成30年

の12月から３月までが委託期間なのだけれども、

実際事業やったのは２月、３月ですよね。どうし

て食い違っているのかという質問をしたのです。

◎りんご課長（吉田 秀樹） 失礼いたしまし

た。

まず、温水プール石川が追加になったというこ

との理由でございますけれども、平成29年度、こ

れは当初始めた年度ですけれども、星と森のロマ

ントピアにおけます事業が好評でございましたけ

れども、冬期の夜間の運転が不安といった声が

あったと。また、利用者の利便性を図るために温

水プール石川を追加して実施したものでございま

す。２月から３月の開催で周知期間も短かったこ

とから、利用者49名と少なかったと。

令和元年度、今年度におきましては、事前の周

知に努めて、より多くのりんご生産者に利用して

もらいたいと考えてございます。

◎１８番（石岡 千鶴子委員） 答弁になってお

りませんが、私が言いたいのは、大変好評であっ

たと。特にロマントピアのスポネットが担当され

たのは大変好奇心も駆り立てられて、次も行って

みようという人たちが大変多くあって、そして、

終わりだというのをとても残念がっていたという

ような声を大変多く聞いております。こういった

ことからも体協の事業内容、そしてまたスポネッ

トの事業内容、それぞれ参加する人に楽しみと運

動の継続を促すような工夫をしていただいて、こ

れからも頑張っていただきたいと思います。

この継続期間と業務内容のことは、後で御説明

ください。

◎委員長（工藤 光志委員） ほかに、無所属議

員の御質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

◎委員長（工藤 光志委員） これをもって、２

款総務費に対する質疑を終結いたします。

──────────────────────

◎委員長（工藤 光志委員） 次に、３款民生費

に対する理事者の趣旨説明を求めます。

◎福祉部長（番場 邦夫） 88ページから105

ページにかけての３款民生費の決算について御説

明申し上げます。

88ページをお開き願います。

１項社会福祉費は、福祉総務課、障がい福祉

課、介護福祉課、国保年金課等に係る経費であり

まして、予算現額141億748万3000円に対しまし
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て、支出済額が135億9507万2403円で、翌年度繰

越額は1685万4000円で、４億9555万6597円の不用

額となっております。翌年度繰越額は、弘前市プ

レミアム付商品券発行等業務委託料に係るもので

あります。

次に、不用額の主なものを申し上げます。90

ページをお開き願います。

１目社会福祉総務費28節繰出金の3046万8184円

は、国民健康保険特別会計への繰出金が見込みを

下回ったことによるものであります。

２目心身障害者福祉費20節扶助費の１億6093万

5735円は、生活介護扶助費等の実績が見込みを下

回ったことによるものであります。

92ページをお開き願います。

３目老人福祉費28節繰出金の２億133万636円

は、介護保険特別会計への繰出金が見込みを下

回ったことによるものであります。

94ページをお開き願います。

６目後期高齢者医療費13節委託料の1485万8774

円は、後期高齢者歯科健康診査業務委託料等の実

績が見込みを下回ったことによるものでありま

す。

96ページをお開き願います。

２項児童福祉費は、こども家庭課に係る経費で

ありまして、予算現額122億1187万円に対しまし

て、支出済額が118億1014万4619円、翌年度繰越

額は１億5878万8000円で、２億4293万7381円の不

用額となっております。翌年度繰越額は、私立保

育所等整備事業費補助金等に係るものでありま

す。

次に、不用額の主なものを申し上げます。

１目児童福祉総務費20節扶助費の7829万5444円

は、子ども医療扶助費等の実績が見込みを下回っ

たことによるものであります。

98ページをお開き願います。

２目児童運営費20節扶助費の8713万6697円は、

認定こども園等給付費などの実績が見込みを下

回ったことによるものであります。

102ページをお開き願います。

３項生活保護費は、生活福祉課に係る経費であ

りまして、予算現額72億9699万1000円に対しまし

て、支出済額が71億3585万4828円で、１億6113万

6172円の不用額となっております。

不用額の主なものを申し上げます。104ページ

をお開き願います。

２目扶助費20節扶助費の１億5575万7355円は、

生活扶助費等の実績が見込みを下回ったことによ

るものであります。

以上で、３款民生費の説明を終わります。

◎委員長（工藤 光志委員） 本款につきまして

は、５名の質疑通告がございます。

順次、会派を指名いたします。

まず、木揚公明。

◎１１番（外崎 勝康委員） それでは、３款１

項１目、説明書58ページ、自立相談支援事業につ

いて伺います。

初めに、具体的にどのような方が相談に来てい

るのか、お伺いいたします。どのような方という

のは、男性が多いのか女性が多いのか、また、年

齢的にどのような年齢の方が来ているかなどを聞

きます。二つ目として、その相談内容及び成果に

ついてお聞きします。三つ目については、この事

業の課題についてどのように考えているのか、お

知らせください。

◎生活福祉課長（三上 誠） ただいま御質問の

ありました自立相談支援事業にどのような方が来

ているのかということでございます。

まず、こちらのほうに来る方については、病気

や障がいや家族との関係、あと職場の人間関係と

か、あと失業、多重債務、家計管理の能力の問

題、あと住まいやひきこもりの問題など、そうい

う方が来ていらっいます。そして、まず性別につ
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きましては、こちらのほうでは平成30年度は172

人が相談に来ておりまして、内訳としましては、

男性が75人、女性が97人となっております。そし

て年齢層でいきますと、多い分でいきますと40歳

代が40名、そして50歳代が34名、そして30歳代が

32名、20歳代が31名、こちらの方が多い状態と

なっております。

そして、実績でございます。実績ですが、平成

30年度の新規相談者件数は先ほどもお話ししまし

たが172件でありまして、前年度と比較しますと

ほぼ横ばいとなってございます。そのうち、継続

支援が必要な方には支援プランを作成し支援を提

供しておりますが、そちらのプランの作成件数は

延べ90件となっておりまして増加傾向になってお

ります。

こちらのほうの内容としましては、電話相談と

か訪問相談、同行相談、面接相談も含めまして

2,369件のいろいろな相談を受けております。そ

の中で、172名のうちの90名について支援プラン

を作成しておりまして、そのうち16名の方が就労

を実現いたしまして、そのうち12名が現在も就労

を継続しており就労率は72.7％、定着率は75％と

なっております。

そして、課題でございます。課題といたしまし

ては、支援困難ケースの増加とそれに伴う支援に

要する期間の長期化及び各支援員の負担の増加が

あります。平成30年度の新規相談件数は、前年と

比較し横ばいとなっておりますが、１回の相談対

応で終了できる場合はほとんどなく、多くが継続

支援を必要としております。また、個々の相談者

の支援に要する期間は、これまでの実績で見ます

と最短でも６カ月、最長であれば１年半ほどか

かっている場合もございます。平均しますとちょ

うど１年くらいがやはり支援が必要な期間になっ

ております。

さらに、生活困窮状態に陥るおそれのある市民

の多くの方が複雑かつ多岐にわたる課題を抱えて

おり、例えば就労支援を提供し就労を実現したと

しても、中には早期離職を繰り返す方もおりま

す。こうした場合は、支援が長期化するだけでは

なく、各支援員にかかる肉体的、精神的負担も増

加し、その結果として支援が必要な市民に十分な

支援が提供できないという状況になるおそれがあ

ります。

こうした課題への対応策といたしましては、ま

ず、より効果的にかつ効率的に支援を提供できる

よう、現在配置されている支援員のスキルの向上

を目的として各種研修の機会を与えるとともに、

必要に応じては今後支援員の増加を検討してまい

りたいと考えております。

◎１１番（外崎 勝康委員） わかりました。

それでは、次に移りたいと思います。

３款１項１目、59ページ、就労準備支援事業に

ついてお伺いいたします。

これに関して、今お話がありました自立相談支

援との具体的な関係性について、まずお聞きした

いと思います。また、支援事業の成果についてお

伺いします。

◎生活福祉課長（三上 誠） 就労準備支援事業

と自立相談支援の関係性でございます。

こちらの就労準備支援事業につきましては、ま

ず、自立相談者のうちで支援の経験が乏しい方、

短期間での離職を繰り返している方、仕事に不安

がある方など、人とのかかわりに不安がある方な

ど、何らかの理由で直ちに一般就労へ移行が困難

な方に対して一般就労に従事する準備として基礎

能力の形成を計画的かつ一貫して支援するもので

あります。

こちらのほうは、最長で１年間の有期の支援を

想定しておりまして、日常生活の自立に向けた支

援として、規則正しい生活習慣形成のための指

導、訓練、そして就労の前段階として必要な社会
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的能力の習得及び事業所での就労体験や実習の場

の提供など、一般就労へ就職活動に向けた技法や

知識の習得等の支援の３段階の支援をしておりま

す。

そして、実績といたしましては、平成30年度は

20代から40代の方で、ひきこもりを経験された方

や他者とのかかわりに不安を覚える方、そして社

会性に乏しく就労経験の少ない方など、直ちに一

般就労につながりにくいと評価される相談者22名

が利用いたしました。その結果、相談者22名のう

ち16名が現在まで就労を実現し、就職率は72.7％

となっております。一方、そのうち短期間で離職

した方が３名いらっしゃいましたが、定着率は現

在まで75％となっております。

なお、離職された方も含め、今も就労実現でき

ていない方に対しては、引き続き企業見学、就労

体験の機会を提供するなど、支援を継続しており

ます。

◎１１番（外崎 勝康委員） わかりました。

それでは、次に移りたいと思います。

３款１項２目、説明書62ページ、子どもの発達

サポート事業についてお伺いいたします。

まず、このサポート事業と、５歳児の発達健康

診査の関係性についてお伺いします。二つ目とし

ては、サポート内容と、いつまでサポートするの

か。そして三つ目としては、対象人数とサポート

人数。要は、出張療育等で、全ての人に会ってい

るとかサポートしているのか、お聞きしたいと思

います。また次は、その下にあります保育所等巡

回サポート事業と子どもの発達サポートとの関係

性についてお伺いいたします。

◎障がい福祉課長（佐藤 真紀） まず、子ども

の発達サポート事業の５歳児健診の発達の関係性

をお話しいたします。

５歳児健診は、健康増進課のほうで行っている

健診でありますけれども、こちらのほうで発達が

疑われる、いわゆるグレーゾーンのお子さん方に

対しまして、こちらの子どもの発達サポート事業

があるということをお知らせしていただいて利用

していただいているものであります。

いつまでこちらのほうをやる予定かということ

ですけれども、いつまでというのは就学前のお子

さんまでというふうになっております。

対象の人数は、931件になっております。

事業の内容ですが、子どもの発達サポート事業

は、市内に居住する就学前までの発達の気になる

段階の子供が対象であり、障がいの診断を受ける

ことで利用できる障がい福祉サービスとは違い、

発達障がいなどの診断がなくても発達の気になる

段階で気軽に相談ができ、必要があれば早いうち

に療育支援を行うなど、早期対応による発達能力

の助長、自立を促し、安心して子育てができ、家

族の心理的負担感を軽減するための療育相談の場

となる事業です。

具体的には、市内２カ所にある児童発達支援セ

ンターに事業を委託しており、療育相談を行う専

門職員を配置し、健診後の受け皿として、また病

院で様子を見ましょうと言われた後や、子供の状

況をインターネットなどで検索して不安になった

後などに親子で相談に通える場所として設置して

おり、個別相談や親子遊び、運動をしながら言葉

の基礎を学んだり、親同士の交流などを行うもの

です。より相談しやすい環境を目指し、ヒロロや

地域の公民館にも出張し、身近な地域で相談に応

じるなどの子育て支援を行っております。

次に、対象ですけれども……。

◎委員長（工藤 光志委員） 内容が違います。

もう１回、外崎委員。

◎１１番（外崎 勝康委員） 要は、聞きたいの

は、先ほど931名と伺いました。その931名に対し

て、全員サポートできているかどうかと。出張等

でやっていることに対してできているかどうか
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と。あとは、保育巡回サポートと今回のサポート

の関係性、その２点だけお知らせください。

◎障がい福祉課長（佐藤 真紀） 大変失礼いた

しました。

931名の方全てにサポートできているのかとい

うことですけれども、こちらのほうはサポートで

きております。発達の気になる方が相談できるも

のとなっております。

保育所等との巡回審査との関係性ですけれど

も、こちらのほうは、子どもの発達のほうは保育

園に通っていない方でも使える事業なのですけれ

ども、保育所等でのほうは保育園に通っているお

子さんで、保育所での生活をサポートするために

保育士をサポートしている事業です。

◎１１番（外崎 勝康委員） これも気になるお

子さん、就学前ということなのですが、それ以降

のサポートはどういうふうな形で、引き継ぎする

とか、それはどういうふうにしているのか、お知

らせください。

◎障がい福祉課長（佐藤 真紀） 就学以降は学

校へ訪問して伝達して、サポートをしておりま

す。

◎１１番（外崎 勝康委員） それはどういうや

り方なのですか。

◎障がい福祉課長（佐藤 真紀） 学校のほうに

訪問しまして、担任の先生と今までのサポートの

様子ですとか、その辺を伝えて、これからのサ

ポートをしていただくことにしております。

◎１１番（外崎 勝康委員） お聞きしたいの

は、そうだと思うのですが、例えば文書であると

か、そういうような今までのさまざまな、お母さ

んのことであるとか、そういうことをきちんとし

たデータとして渡しているのかどうか、それをお

聞きしています。

◎障がい福祉課長（佐藤 真紀） 伝えているの

は文書とかではなくて、口頭でのお話になってお

ります。

◎１１番（外崎 勝康委員） 私は、それだと不

十分だと思います。やはりきちんとしたデータと

して、その子供が将来的にもきちんとサポートで

きる体制が必要だと思いますので、その辺はぜひ

とも御検討していただければと思っております。

◎１６番（小田桐 慶二委員） 私から、まず３

款１項１目、説明書58ページ。

ただいまの外崎委員と少し重なるのですが、私

からは、質疑通告では各種支援事業というふうに

しました。58ページの自立相談支援事業、それか

ら59ページの就労準備支援事業、家計改善支援事

業、生活困窮者無料職業紹介事業、ここを全体的

にお聞きしたいと思います。

先ほどの自立相談支援事業の中で、課長の答弁

を聞いて大体わかった部分もあるのですが、まず

全体的に、四つの支援事業の各相談窓口の場所と

いうのはどこになりますか。

◎生活福祉課長（三上 誠） こちらのほうの相

談につきましては、ヒロロにあります、ひろさき

生活・仕事応援センターとなります。

◎１６番（小田桐 慶二委員） 四つ全部ヒロロ

ということですね。(｢そのとおりです」と呼ぶ者

あり）

全部ヒロロということです。そこで、それぞれ

四つの支援事業に分かれているわけですが、例え

ば自立相談支援事業の説明には、生活保護相談者

のうち生活保護に至らなかった者及び生活保護に

準ずる困窮世帯に専門の相談員が自立支援プラン

を作成すると。

まずはそうすると、生活保護の相談に来て、生

活保護の申請をします。そして生活保護に至らな

かった方が、まず自立相談支援事業の相談を受け

る、あるいは就労準備、家計改善、職業紹介と

か、要は、どこからどうつながっていくのかとい

うことです。それぞれ相談者が、自分は家計改善
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のところに行くとかということではないと思うの

ですが、その辺の、どうつながってこの窓口にた

どり着くのかということをお聞きします。

◎生活福祉課長（三上 誠） ただいま御質問の

ありました、こちらの自立相談支援事業につきま

しては、まず、生活保護の相談に来て、その内容

を聞いた段階で、例えば生活保護の申請をして却

下になった方、または相談で終わった方でその

後、ヒロロのひろさき生活・仕事応援センターの

ほうにつなぐという場合もございますし、逆の場

合で、ヒロロのひろさき生活・仕事応援センター

のほうで相談をしまして、その相談の結果、例え

ば就労の準備支援事業とか家計事業とかあります

が、そちらのほうでは対応できなく、明らかに生

活保護を受けなければ対応できないという方につ

いては、ヒロロのそちらのセンターのほうから生

活保護の申請のほうでアドバイス、または同行し

てくる場合もどちらもございます。

◎１６番（小田桐 慶二委員） わかりました。

双方向であるということですね。先ほど外崎委

員の質問に対しての答弁の中で、課題が長期化し

ているということと、職員の負担がふえてきてい

る、いわゆる困難なケースが、多種多様なことが

ありますから、そういうことが職員の負担になっ

ているということに対して、そういう職員に対し

てのスキル向上のための研修等もやる、あるいは

また足りなければ職員の増員も検討しなければい

けないのではないかというようなこともありまし

た。

やはり、この四つの支援事業というのは、どう

しても我々こういう場で質問すると、数字的な具

体的な成果というのを聞きたがるのですが、それ

はそれとして、やはり相談事業というのは、やっ

ぱり人の生き方をいい方向に変えて、さらに生き

生きと暮らしてもらうというための取り組みなわ

けですので、非常に長い取り組みが必要になって

きますし、利用する側にしてみれば、担当の方が

ずっと変わらずに付き添ってもらって最後まで相

談に乗ってもらいたいという思いもあるかと思い

ますし、あるいはまた、そのためには職員の皆さ

んが非常にストレスのたまる仕事であるのではな

いかと、負担が多いと、さまざまなことに悩むこ

ともあるのだろうと思うのですが、そういう担当

職員に対してのストレスの軽減といいますか、適

切なアドバイス、その辺の体制というのはどう

なっているのですか。

◎就労自立支援室主幹（金川 浩人） ただいま

の御質問にお答えいたします。

我々相談者の増加、あるいは支援の困難ケース

の増加、あとはそれに伴う支援の長期化というこ

とで、職員のスキル向上であったりとか、その中

でやっぱり一人に抱えさせない体制というものは

すごく大事なものだというふうに考えておりま

す。

そういった中で、我々のセンターといたしまし

ては、週に１回、約２時間から３時間ぐらいかけ

て各支援員の抱えているケースの情報を共有いた

します。その中で、支援員が行き詰まっている場

合もあれば、我々が思っている以上に強いストレ

スがかかっている場合もありますので、そういっ

たときにはチームで支援するということを念頭に

一人で抱えさせないような体制を心がけてやって

きております。

◎１６番（小田桐 慶二委員） ぜひ、担当され

ている職員に対して孤立させないように、しっか

り我々みんなバックアップするのだよという安心

感を持っていただいて、使命感を持って取り組ん

でいただけるようお願いしたいと思います。

次に、３款１項２目、説明書の61ページの意思

疎通支援事業についてお伺いします。

ここに成果として、手話通訳者派遣178件、要

約筆記者派遣22件、窓口手話通訳者２名というこ
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とであります。弘前市としても手話言語条例等を

制定いたしました。それを受けてまたさらにさま

ざまな活動が今展開されているかと思っておりま

す。

まず、平成30年度の活動実績として、要約筆記

者派遣が22件ございます。これは、例えばどうい

うケースの場合に筆記者を派遣するのでしょう

か。

◎障がい福祉課長（佐藤 真紀） 要約筆記者を

どういうときに派遣するかというお話ですけれど

も、要約筆記者は話し手の話の内容をつかみ、要

約してその場で文字にして伝える意思疎通を支援

する福祉サービスであります。

主な派遣先としましては、会議や研修など、医

療機関や金融機関などでの手続の際に派遣されて

おります。

◎１６番（小田桐 慶二委員） 要するに、それ

は手話ではなくて、実際文字で紙に書いて伝える

ということですね。事前にそういう申請があっ

て、そういう方が派遣されるということなので

しょうけれども、弘前市で手話を使える聴覚障が

いの方、あるいは手話を使えない方もいらっしゃ

ると思うのですが、その比率といいますか、状況

は把握されていますでしょうか。

◎障がい福祉課長（佐藤 真紀） 手話を使える

方というのは、20人程度と認識しております。あ

との方は使える状態でないというふうに認識して

おります。

◎１６番（小田桐 慶二委員） 聴覚障がい者の

方で手話を使える方が20人ということですね。わ

かりました。

手話通訳者178回の派遣がされているわけです

が、窓口通訳者も含めて、大体１人当たり年間何

回、出動されているのでしょうか。何人で何回と

いうことです。

◎障がい福祉課長（佐藤 真紀） 178回派遣し

ておりますけれども、登録しているのは、手話通

訳者、市内登録者は平成30年度は６人で、そのう

ち実際に稼働している実稼働人数は４人となって

おります。ですので、１人当たり約42回派遣され

ております。

また、市外で利用する場合もございますので、

市外の登録者の方は５名で、実際に稼働している

人数は３人となっておりますので、１人当たり約

３回派遣されております。

◎１６番（小田桐 慶二委員） わかりました。

今の答弁から、やはり手話の通訳者の人材養成

というのは急務だというふうに思います。手話通

訳の養成講座といいますか、これは弘前でやって

いるのでしょうか。弘前市としてやっているので

しょうか。

◎障がい福祉課長（佐藤 真紀） 弘前市のほう

でも入門編と基礎編ということで実施しておりま

す。市のほうで実施した後に、県のほうで実施し

ている手話通訳者養成講座１から３とございます

が、こちらのほうを受講していただいた後に、手

話通訳者のための試験というのが受けられるとい

うふうな制度になっております。

◎１６番（小田桐 慶二委員） ぜひこのこと

も、手話通訳者の人材育成についても広く市民に

も告知していただいて、そういうところで活躍し

ていただけるようにしっかりと取り組んでいただ

きたいというふうに思います。

次に、３款１項２目、説明書の62ページでござ

います。津軽地区障害者体育大会負担金につい

て。

まず、この体育大会にある福祉会というふうに

説明書では書いてあるのですが、まず、この福祉

会というのはどういう組織なのか。それから、負

担金として６万円ほど市としては負担しているわ

けですが、津軽地区７市町村の構成はどこどこな

のかをお知らせください。
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◎障がい福祉課長（佐藤 真紀） まず、福祉会

とはということですけれども、福祉会とは、各市

町村における身体障害者福祉団体で、当市におき

ましては、弘前市身体障がい者福祉連合会となっ

ております。

二つ目の６万円の負担金ですが、７地区という

ことですけれども、構成市町村は、弘前市、黒石

市、平川市、藤崎町、大鰐町、田舎館村、西目屋

村の７市町村となっております。

◎１６番（小田桐 慶二委員） これは年１回、

こういう体育大会というのをやられているのだろ

うと思うのですが、どういう競技、体育大会自体

がどういう大会なのか。そしてまた、弘前市とし

て負担金は出しているわけですけれども、体育大

会へのかかわり方をお願いいたします。

◎障がい福祉課長（佐藤 真紀） まず、どのよ

うな競技かということなのですけれども、パラリ

ンピック競技でもありますボッチャですとか、あ

とレクリエーション要素が強いのですけれども、

ボール送りですとかフライングディスクとかを実

施しております。

また、市としてのかかわり方なのですけれど

も、大会につきましては、大会役員として各市町

村の首長が顧問、福祉事務所長が大会委員に就任

しておりまして、慣例ではございますが、弘前市

開催以外につきましては部長が代理で顧問として

毎年出席しております。

◎１６番（小田桐 慶二委員） わかりました。

どちらかというと、レクリエーション的なものが

多いのかなと、障がい者同士の親睦を深めるため

のものが強いのかなとは思います。

ただ、今後2020年オリンピック・パラリンピッ

ク、あるいは2025年には国体・障がい者大会とい

うのも予定されているというふうに伺っておりま

す。ぜひ、この弘前市においても、障がい者の方

が元気にそういうスポーツで活躍できる環境をこ

れからつくっていただけるようにしっかり取り組

んでいただければなと思います。よろしくお願い

します。

◎委員長（工藤 光志委員） 次に、日本共産

党。

◎２０番（石田 久委員） 私は、３款１項３目

の説明書では67ページで、生きがい対応型デイ

サービスについて質問したいと思います。

介護保険適用外の高齢者の現状ということでお

答えしていただきたいと思います。

◎介護福祉課長補佐（相馬 延承） 生きがい対

応型デイサービスに関してお答えいたします。

生きがい対応型デイサービスの年度末の利用者

なのですけれども、実人数139人となっておりま

した。その方々が４月以降どのようになったか調

査した結果、新たに４月以降、事業対象者となっ

た方が95名、要支援、要介護認定を受けた方が16

名、新たに導入しましたパワリハ運動教室のほう

を利用するという形になった方が８名の合計119

名が違う形でのサービス利用ということになって

おりまして、20人の市民の方がサービスを利用し

ていない状況になったというふうになっておりま

す。

◎２０番（石田 久委員） 私は、なぜ今こうい

うような、生きがい対応型デイサービスというの

は平成12年に始められて18年間続いてきたわけで

すけれども、多くの方が自立ではあるけれどもひ

とり暮らしで大変な状況で、今まで生きがいデイ

サービスを受けていたら、先ほども答弁されたよ

うに、３月31日でこれを打ち切るというような状

況で、利用者の方からは、今までサービスを受け

ていたけれども、それは自立の方でひとり暮ら

し、奥さんは要介護５で介護施設に入所している

けれども、自分は何とか頑張っているのだけれど

も、そこへ行っていたのが生きがいもなくなって

しまったということで、でもこの趣旨は、自立生
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活を援助するとか、社会的な孤立感の解消とか、

心身障がい者の維持とか向上を図るということで

書いてあるわけですけれども、これがどうして自

立の方が廃止になったのか、市民の利用者に対し

てはどのような説明をしたのか、その辺について

お答えしてください。

◎介護福祉課長補佐（相馬 延承） 生きがい対

応型デイサービスを利用されている方に関しまし

ては、平成31年３月末で事業を廃止するというこ

とで、各サービスを利用しているデイサービス等

の事業者から制度の変更、この内容について御説

明していただく形をとりまして、以降、若干衰え

があって基本チェックリストに該当する事業対象

者の方に関しましては、随時12月以降に手続をし

て移行する形を進めていただいておりまして、最

終的に先ほど説明した３月いっぱいまで使って、

４月から切りかわった方が95名いたという形に

なっております。

デイサービスの事業を廃止したことに関しまし

ては、平成12年に介護保険制度が始まった際に、

要支援以上の認定があった方が介護のサービスを

利用できるという状況になっておりましたが、そ

うなる前の方を介護予防するという意味から市と

しての単独事業として実施してきておりましたけ

れども、その後、国のほうで総合事業という考え

方で、要支援の認定を受ける前の状態から介護予

防としてサービスを利用して要支援、要介護にな

らないようにしていきましょうという形の枠組み

の設定をして進めてきて、現在の新総合事業とい

う形になった段階で、一般介護予防事業として65

歳以上の方に関しては無料で利用できるという

サービスを展開しており、その中ではデイサービ

スというものは国では位置づけをしておりません

でしたので、市のほうとしては、一般介護予防事

業としてヒロロ等でやっております高齢者健康ト

レーニング教室、それから高齢者ふれあいの居場

所、それに新たにパワリハ運動教室と、地域七つ

の圏域で始めました筋力向上トレーニング教室と

いう新たなメニューがございますので、そちらを

利用して介護予防をしていっていただきたいとい

う形で説明をしております。

◎２０番（石田 久委員） 今まで昨年の利用者

の数を見ますと401人ということで、事業所も41

事業所が対象で行われていたわけですけれども、

ではこの方々に対して、私の知っている方は、先

ほども言いましたように、ひとり暮らしの男性で

生きがいデイサービスを利用していて何とかやっ

ていたのが、急にだめになったら、その人たちに

後で聞きましたら、要介護３になってしまった

と。閉じこもって、あるいはどこへも行かないよ

うな状況になっているのですけれども、先ほど

言った401人の実態の中で、こういうような困難

な方がいるのに対して、市はどのように援助した

のか、その辺についてお答えしていただきたいと

思います。

◎介護福祉課長補佐（相馬 延承） 資料のほう

にございます401名というのは、平成30年度の生

きがい対応型デイサービスを利用した実人数でご

ざいますので、実際には４月、５月とかに複数

回、１回、２回とか使った方も全て入った形に

なっておりましたので、市といたしましては12月

段階の時点において、11月とかまでに利用されて

いる方に関して各デイサービスセンターに利用し

ている方について説明をしていただくという方法

と、事業対象者になる際には地域包括支援セン

ターの職員が基本チェックをして該当した者が事

業対象者となりますので、各圏域ごとに生きがい

対応型デイサービスを利用している方のリストを

地域包括支援センターのほうに提出いたしまして

御協力いただくという形で対応しておりました。

実際、４月以降ですが、委員おっしゃるような

形の、それ以降、５月以降とかに要支援とか要介
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護認定を受けた方は、139名の残りの20名の方か

ら調べましたところ、２名と１名が事業対象者に

なったということで、４月の初めからサービスを

利用しているかはっきりしない方の20名のうち、

３名はそういう状況でありました。

あと、高齢者の触れ合いの居場所に関しては、

年間での補助金を出しておりますので、利用した

方の名簿というのは年１の形で出していただきま

すので、実際、居場所のほうに切りかわった方も

その中にはおられるかもしれませんが、ちょっと

そこは名簿の提出がないので、突き合わせること

ができないので、確認できておりませんでした。

◎２０番（石田 久委員） 随分冷たい答弁で

す。では、はっきり言って、先ほどはやはり単独

事業で行っていたことを、これを国のあれだから

といって切りかえて、自立の方が生きがいデイ

サービスが受けられないという、これは事実とし

てあるわけですけれども、こういう中で、はっき

り言って要介護３とか、いろいろな形でなってい

るわけですよね。それから、今ひとり暮らしの方

はお風呂もない、それから買い物も大変だ、そう

いう中で生きがいデイサービスに行くといろいろ

な方たちと友達になるとか、いろいろな形で生き

がいを感じていたのが、自立の方が廃止になって

しまって、この方に何と、先ほど言っていたヒロ

ロに行ってトレーニングをしろという、こんなこ

とでいいのでしょうかということを私は言いたい

のです。

市としては、生きがい対応型デイサービスを廃

止にしましたけれども、やはりこれは復活しなが

ら単独事業で、お年寄りが、きのうは敬老大会が

ありましたけれども、本当にこのまちに、弘前市

に生まれてよかった、そういうような市政にしな

ければならないと思いますので、これで終わりま

す。

◎委員長（工藤 光志委員） お諮りいたしま

す。

審査の途中ではありますが、本日の審査はこれ

までにとどめ、明18日、引き続き３款民生費から

審査することにいたしたいと思います。

これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

◎委員長（工藤 光志委員） 御異議なしと認

め、明18日、引き続き３款民生費から審査するこ

とに決定いたしました。

──────────────────────

◎委員長（工藤 光志委員） 以上をもって、本

日の日程は終了いたしました。

次の予算決算常任委員会は、明18日午前10時開

議といたします。

本日は、これをもって散会いたします。

〔午後 ４時５６分 散会〕


